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樋口講演「原発差止訴訟の転換点」の補足的解説 

山本 富士夫（日本科学者会議福井支部） 

  

講師の樋口英明氏は, 2014年5月21日に福井地裁裁判長として「大飯原発３,４号機運転差止

の判決」を出された. 今回の講演会は, 2021年9月5日に, 科学者会議福井支部, 福井から原発

を止める裁判の会, オール福井反原発連絡会の３者共催で, 「ユー・アイふくい」（福井市）を

会場とし, オンライン併用で開催された. ご講演は, 一貫して福島原発災害を二度と起こし

てはならないとする信念に基づいていた. その狙いは「原発は危険だから止めるのが当たり

前だ」という説明にあった. 本稿は, ご講演の理解を助けるための補足的解説記事である. 

 

１． はじめに 

講師の樋口英明氏（以下, 先生という）は, 

2014 年 5 月 21 日に福井地裁裁判長として「大

飯原発３, ４号機運転差止の判決」を出されま

した. そのとき, 私たち住民原告団は「裁判所

の正義」に深い感動を覚えました. その後, い

つかは先生をお招きして直接お話をお聞きした

いと願ってきました. 今回の講演会は, 2021 年

9 月 5日に, 科学者会議福井支部, 福井から原発

を止める裁判の会, オール福井反原発連絡会の３

者共催とし, 「ユー・アイふくい」（福井市）の

ホールを会場とし, 同時にオンラインを併用し

て開催されました. 参加者数は, 会場 80 人, オ

ンラインや後日のユーチューブで 185 人, 合計

265 人でした.  

先生が裁判で原子力発電所（以下, 原発）の

運転を止めた理由は, 「原発は危険だから」と

いうことでした. それは「当たり前」だと言わ

れたのです.  

講演会に続いて, ホール隣の別室で先生を

囲んだ「交流会」がもたれ, 親しくお話を聴く

ことができました. ここでもオンラインが併用

されました. 合計 30 人ほどが参加しました.  

本稿は, ご講演の重要なデータを網羅した

ものではありません. 講演会と交流会で得た情

報を踏まえて, 先生が話された「原発を止めた 

 

図 1 軽水炉沸騰水型原発の仕組み 

 

理由」と「原発訴訟の転換」について, 補足的

解説を行うことを目的とします.  

先生のお話は、すべて重要で割愛しにくいの

ですが, 新規性に富み将来に萌芽する議論を含

んでいました. その中から私が選んだいくつか

の項目について, 「先生のお話」をまとめなが

ら私の視座からの「解説」を記す様式で本稿を

書かせてもらいます.  

 

２. 原発の仕組み 

（先生のお話） 図１は, 2011 年 3 月に重大

事故を起こした東京電力福島第１発電所（以下, 

F１）の軽水炉沸騰水型原発の仕組みです. 原子

炉の部分をボイラーに置き換えれば, 他の基本

的構成要素は火力発電所と同じであり, 原発の 
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図 2 東電福島第１原発４号機の奇跡 

 

仕組みは簡単である. 火力の場合とは違い, 原

発では放射能環境汚染の問題がある. 特に, 事

故発生の場合, 緊急に核分裂反応を止めるため

に仮に制御棒を燃料の間に挿入できても, その

あと長い間融解熱の発生が続き, 原子炉の損壊

を起こす恐れがある. これを回避するためには, 

原子炉内に冷却水を送り続けなければならない. 

ところが F1 の事故では, 巨大な地震と津波の

ために停電が起こり, 冷却水の供給ができなく

なってしまった. その結果, 原子炉圧力容器や

格納容器や原子炉建屋が壊れ, ついに強い毒性

を持つ放射性物質が環境に大量放出されてしま

った. 

一方, 火力発電所では, ボイラーで燃料の燃

焼を止めれば（火を消せば）炉内での沸騰はす

ぐに止まる. 放射能の問題はない. 

（解説） 福井県にある関西電力の原発（美浜

1- 3 号機, 大飯 1-4 号機, 高浜 1-4 号機）の炉型

は, すべて軽水炉加圧水型です. これは, 原子

炉を通る高温高圧の１次冷却系と, 蒸気発生器

を通って蒸気タービンへ通ずる 2 次冷却系をも

っています. 重大事故の場合, 冷却水を原子炉

に供給し続けなければならないことは, 沸騰水

型と同じです. 

1979 年に起こったスリーマイル島（TMI）

原発事故の原子炉は, 加圧水型でした. この事

故では, 1 次冷却水が２時間 18 分間圧力逃がし

弁を通って外部に放出されました. その結果, 

大量の放射性物質が環境を汚染したのでした. 

原発事故に備えて「止める」「冷やす」「閉じ

込める」という多重防護の設備が施されていま

す. しかし, F1事故やTMI事故のなどの経験か

ら, 原子炉の型にかかわらず, 自然災害（地震, 

津波, 竜巻, 火山噴火など）や人為ミス（冷却

水の供給停止や設計などのミス）が引き金とな

って, 多重防護が必ずしも完全に機能しないま

ま大事故が起きることが明らかになりました.  

 

３.福島原発事故が東日本壊滅に至らなかった

のは幸運にも奇跡が起きたからだ 

（先生のお話） ２号機での奇跡 

3 月 11 日, F1 の 2 号機では, 停電のため冷

却水が原子炉に十分に供給されなくなり, 原子

炉内の温度と圧力がどんどん高くなり, 原子炉

の爆発損壊の恐れが迫ってきた. 当時の吉田昌

郎所長は「原子炉が爆発し, 東日本が壊滅する

だろう. 自分は死ぬだろう」と考えていた. そ

の間に, 原子炉の底に孔が空いて圧力が低下し, 

原子炉は爆発に至らなくなった. これは,極め

て幸運な奇跡だった.  

（解説）２号機では融解熱により燃料が溶け落

ち（メルトダウンし）ました. その結果, 原子

炉の底にある配管や制御棒などの継ぎ目部分が

溶融し貫通してしまいました. 冷却水が貫通孔

を通って流出し, 圧力は低下しました. 冷却水

に含まれている放射性物質は, 今も（2021 年 11

月）, 徐々に環境に放出されています. その放

出流量は, 一時的大量放出となる原子炉爆発の

場合に比べれば小さいですが, 放射能の総量に
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は大きな違いはありません. とりあえず, 瞬間

的大量被ばくを避けることが出来たので,「幸運

な奇跡」が起きたといえます. 

（先生のお話）４号機での奇跡 

F1 事故が起きたとき, ４号機は運転停止中

で, 原子炉シュラウド内の燃料は貯蔵プールに

移されていた. 巨大地震動によって, プール内

の冷却水がスロッシングを起こし溢れ出て, 燃

料が空焚き状態になる恐れがあった. 

ところが, 当時, 原子炉ウエル内の水はま

だ抜き取られずに残っていた（図２参照）. さ

らに, 地震動のためか, 原子炉ウエルと貯蔵プ

ールの間にある仕切り板がずれてしまい, 大量

の水が貯蔵プールに流れ込んだ. 

その一方で, 原子炉建屋内で水素爆発が起

こり, 建屋の屋根が吹き飛んでしまった. その

結果, 貯蔵プールは露天に晒されてしまった. 

これを利用して, 東京消防庁の放水車から貯蔵

プールに送水することができるようになった.  

このようにして, 貯蔵プールでの燃料の冷

却が可能になったのは, 幸運な奇跡だった, 

（解説）この奇跡は, あとの調査によってわか

ったことでした. この奇跡がなければ, 貯蔵プ

ールは激しく損傷し, 空焚き状態となった燃料

から大量の放射性物質が環境に放出され環境を

汚染したはずです. 不幸中の幸いといえます. 

図３は, 当時の菅直人首相が近藤駿介原子

力委員長に被害について質問したところ, 委員

長が「福島第一原発から 2 5 0 キロ圏内が避難

区域になり, その一番大きな原因は, 4 号機の

使用済み核燃料でしょう.・・・」と回答したの

を受けて, 描かれたものです. 

もし原発で重大事故を想定した避難訓練を論

ずるならば, 250km を重要な指標とすべきです

が, 福井県の訓練では 30km としています.  

（先生のお話） 免震重要棟あればこその奇跡 

F1 には, 重要免震棟があり, 強い余震が続

いても吉田所長はその中から指揮をとることが 

 

図 3  避難区域は２５０キロ 

出典：福島第１原発事故「最悪のシナリオ」 

 

できた. F1には当初から免震棟が設置されてい

たのではない. この設置は, 元新潟県知事の

泉田裕彦さんの功績である. すなわち, 2007年

に中越沖地震が東京電力柏崎・刈羽原発を襲っ

たとき, 指揮命令を出す緊急時対策室のドア

が変形し開かなくなり, 人や物の出入りがで

きなくなった. 泉田さんの強い要請により, F1

にも重大事故発生の８カ月前に F１に重要免震

棟が設置された.これも幸運な奇跡であった.  

（解説）その後, 全国の原発で耐震性と放射

線防護性能を増強した重要免震棟の設置だけ

でなく, テロ対策施設「特定重大事故等対処施

設」の設置が義務付けられました.  

（先生のお話） 不運が重なると？ 

この数々の奇跡がなかったら,どうなってい

たか？ 奇跡が重なったおかげで, 避難者数は

15 万人を超えなかった. これらの奇跡のうち
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の1つでも起きなければ, 250km範囲内で4,000

万人の人が避難すべき事態となり, 東日本は壊

滅したであろう.  

（解説）もし若狭湾沿岸の原発で重大事故が起

きれば, 関西圏を含む西日本が壊滅すると想定

すべきでしょう. F1 事故の『国会事故調』では, 

発生原因が自然災害と人災とが重なったとされ

ています. しかし, 政府も東電も事故発生の責

任を逃れ, 反省も教訓も具体化していません.  

そのような中で,老朽原発を含む原発の再稼

働を推進する国策は当然やめるべきでしょう. 

 

４. 原発を止めた理由 

先生が原発裁判で「原発を止めた理由」とし

て次の４つをあげました. 

(1) 原発事故による被害は甚大 

(2) 原発には高度の安全性が求められる 

(3) 地震大国日本における高度の安全性 

➡ 高度の耐震性にほかならない   

(4) 日本の原発の耐震性は極めて低い 

先生は, これらの科学的根拠について詳細

な説明をされた.また, 裁判所は原告住民側と

被告関電側との間で科学論争の是非を判断する

ところではないとし, 「原発が危険であるかど

うか」を判断するとして裁判に臨まれた. 結果

として, 先生は「当たり前のこと」として「原

発を止める」と判決されたのであった. 

（解説）その後 2018 年 7月 4日, 名古屋高裁金

沢支所での控訴審で樋口判決は覆されてしまい

ました. 樋口先生は, 高裁が福井地裁での一審

判決で述べた上記の「理由に対する反論もなく」

「控訴審判決は『新規制基準に従っているから

心配ない』というもので, 全く中身がない」と

コメントしておられます. これには私も全く同

感です. 高裁の判決文を読めば明らかですが、

高裁は全く反論できなかったのでした. 

５. 原発訴訟の転換 

先生は, 原発訴訟で住民側が最高裁で勝た

なければならないための原発訴訟の転換として,

次の２点をあげられました.  

(1) わかりやすい主張 

(2) 裁判所だけなく, 誰もが納得する理屈 

（解説） 先生のお話について, 一貫して「わか

りやすく」「納得できる」ものだという感想がた

くさん寄せられました. それはなぜか？ 先生

は難しい法律用語や科学用語を用いず, 簡単な

言葉で論争の対比を説明されたからでしょう. 

さらに重要なことは,先生のお話の論理構成

が「人の生きる権利」と「人類愛・国土愛」に

根ざしていることだと思います.  

先生は, 原発訴訟を転換させるためには, 

国民の誰もが大いに主張し納得できる発言をす

べきだと言われました. 

 

６．まとめ 

先生のお話は, 一貫して福島原発災害を二度

と起こしてはならないとする信念に基づいてい

ました. 地震・断層に関わる科学的な説明にかな

りの時間を使われましたが, その狙いは「原発は

危険だから止めるのが当たり前だ」という説明

にあり, 十分納得できるものでした.  

「福島原発事故が東日本壊滅に至らなかっ

たのは幸運にも奇跡が起きたから」とする先生

のお話には新規性があり, 本稿の3章でかなり

の紙面を使いました. 若狭湾沿岸の原発で重

大事故が起きれば, 西日本壊滅も想定すべき

事態になるだろうと解説した次第です. 
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原発耐震設計と「樋口理論」について  

             山本 雅彦（日本科学者会議福井支部） 

 

2021 年 9 月 5 日，樋口英明・元福井地裁裁判長は福井市で行われた「樋口英明氏が見通す原

発訴訟の転換点」と題する講演会で，「私が（福井地裁で）訴訟を始めた時に，当裁判所が，大

飯原発が危険だと思ったら止める．危険だと思わなかったら止めない．その方針で行きます」

と述べた．これは，極めて当たり前の話である．「樋口理論」とは，原発事故による被害は甚大

であり，だから原発には高度の安全性が求められる．それは，地震大国日本における高度の安

全性，高度の耐震性にほかならない．しかし日本の原発の耐震性は極めて低い．だから原発の

運転は認められないという考えで，住民だれもが納得する理屈である． 

 

１．はじめに 

 2014 年 3 月 27 日，福井地方地裁所において

関西電力（以下，関電）大飯原発 3，4号機差し

止め訴訟の第 8回口頭弁論で，同地裁の樋口英

明・福井地裁裁判長（当時）は，原告（住民）

側の耐震設計での難解な主張を聞いて，「当裁

判所は，この訴訟が専門技術訴訟と思ったこと

は一度もない．こんなことをやっていたら，何

年経っても訴訟は終わらない．次回に終結す

る」，「大飯原発が危険だと思ったら止めるし，

そうでなければ止めない」と述べた．その後 5

月 21 日，大飯原発を差し止める判決を言い渡

した． 

樋口元裁判長は，今の強震動予測にもとづく

原発の耐震設計基準は，今後，襲うと予想され

る最大の地震動が，各原発ごとに正確に予知・

予測できることを前提に成り立っているが，根

本的に非科学的で不合理であると指摘した．武

村雅之（名古屋大学教授・地震学者）は，「盛ん

に強震動予測が試みられている．反面，予測の

レベルは未だ研究段階にあり，普遍的に社会で

活用できる域に達しているとは言い切れない」

1)と述べている（2021 年 9 月 5 日，樋口氏が福

井の講演で引用）． 

樋口元裁判長が，科学的な知見に基づき，理

性と良識で判断する姿勢を示したことは，これ

までの原発訴訟の判断の枠組みを大きく変え

る画期的な転換点であり，それは「樋口理論」

とも呼ばれている． 

筆者は，強震動予測にもとづく原発の耐震設

計基準の杜撰さ，問題点を述べる． 

 

２．原発の耐震設計基準の問題点 

（１）頻発してきた大地震での基準地震動を上

回る地震動の発生 

 筆者は 1986 年の旧ソ連のチェルノブイリ原

発事故以後，原発問題住民運動全国連絡センタ

ーおよび日本科学者会議福井支部の一員とし

て，原発の危険に反対する運動に取り組んでき

た．活断層と地震の問題に特に力を入れるよう

になったのは，1995 年に起きた兵庫県南部地震

が契機であった． 

 原発の耐震設計では，想定地震による揺れの

推計に，活断層の長さから「松田式」を使いマ

グニチュード（M=地震の規模の大きさ）を計算，

さらに「金井式」「大崎の方法」と呼ばれる計算

式を使っていたが，活断層の長さに対して単純

に「松田式」を当てはめてマグニチュードを算

定するため，直下型のような震源に近い地震の

大きさが極端に過小評価されてきた．現在でも，
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過小評価という基本は変わらない． 

関電は，原発は「普通の建物の３倍の強度」

と宣伝してきた．ところが，兵庫県南部地震

（M7.3）では，神戸大学の岩盤上で 980 ガル（ガ

ル=加速度の単位）以上というデータが計測さ

れた．岩盤の揺れの周期に応じてその上の建物

が揺れて動く早さ（応答速度・ms）を「大崎の

方法」で計算すると実測値が計算値の 3倍から

4倍にもなり，「大崎の方法」による予想を遥か

に越える結果となった．兵庫県南部地震の基盤

上の地震動記録は，当時の日本の全ての原発の

耐震設計値を超えたことになる． 

国はこれまで，原発を襲う最大・最強の地震

の揺れである基準地震動（Ss）（原発を襲う，最

大・最強の地震の揺れ）を上回る地震が起きる

確率は 1 万年に１回しかないと説明してきた．

しかし，実際には兵庫県南部地震以降，約 20年

間に，改定前を含む基準地震動を上回る地震動

が原発で６事例も観測された． 

まず，2003 年 5月（M7.1・1,571 ガル）と 2005

年 8月（M7.2）の宮城県沖地震で，女川原発の

耐震設計値を改定前と改訂後の 2 回も超えた．

次に，2007 年 3 月の能登半島地震（M6.9）で，

志賀原発の耐震設計値を超えた．これらは，い

ずれも一部の固有周期（物体

において，揺れが一往復する

時間）部分で超えたものであ

った．ところが，2007 年 7月

の中越沖地震（M6.8）では，

あらゆる固有周期領域で大

きく超えた．柏崎刈羽１号機

は，設計時の想定 450 ガルの

４倍近い 1,699 ガルの揺れ

に見舞われ，幸い炉心損傷に

は至らなかったものの大き

な被害を受けた．そして，

2011 年 3 月の東北地方太平

洋沖地震（M9.0・2,933ガル）

での福島第1原発と女川原発である． 

このほか，2000 年 10 月の鳥取県西部地震

（M7.3・1,584 ガル）では，岩盤上の記録が浜

岡原発３〜５号機を除くすべての原発の耐震

設計値を超えた．兵庫県南部地震以後の 20 年

間の後も，2016 年 4月の熊本地震（M7.3・1,740

ガル），2016 年 10 月の鳥取県中部地震（M6.6・

1,494 ガル），2018 年 9 月の北海道胆振東部地

震（M6.7・1,796 ガル）など大地震が頻発して

いる． 

 現在，安全審査が申請されている原発，及び

審査に合格し再稼働されている大飯原発を含

むほぼすべての原発で，中越沖地震級の揺れに

見舞われれば，過酷事故に到る危険性があるこ

とは原子力規制委員会（以下，規制委員会）も

原発事業者も認めている． 

（２）活断層の見落としや基準地震動の過小評

価が行われてきた原因 

以上の結果から，これまでの地震についての

観測記録はわずか 20 数年の蓄積でしかなく，

地震学・地震研究というのは研究段階のもので，

地震学の一つである強震動予測の計算結果を

実際の地震観測記録という科学的事実に照ら

* Ss) 1

*

10 6 =20 8

(

Ss)

1995 1 M7.3

2000 10 M7.3

2003 5 M7.1 2005

8 M7.2

2007 3 M6.9

2007 7 M6.8

2011 3 M9.0

(
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して考えた場合，地震の将来予測はできない．

大飯原発でいえばクリフエッジ 2)を超える

1,260 ガルの規模の大地震が起きたら，福島原

発事故のような過酷事故は避けられない．しか

し，そういう大地震が来るかどうか予測すらで

きないというのが現在の科学の到達である． 

そうした科学の到達であるにもかかわらず，

国や電力事業は，原発敷地周辺の断層や活断層

の不十分な調査成果をもとに，強震動予測を計

算し，大飯原発では 856 ガルを導きだし基準地

震動を決定し，耐震設計を行っている．こうし

た手法を採用しているのは原子力発電所のみ

である． 

この手法の誤りは，阪神淡路大震災以降，全

国に地震観測網を構築して実際に起きた地震

観測記録で見てみると，わが国では 1,000 ガル

から 2,000 ガルの地震はいつでもどこでも起き

るというのが最新の科学技術の知見であり，

856 ガルが如何に過小評価であるかがわかる． 

にもかかわらず，原発施設の耐震安全性にか

かる「基準地震動」策定に重要な「活断層」の

見落とし，及び基準地震動の過小評価が行われ

てきた．その原因として以下に４つ述べる． 

1 つは，原発・核燃施設などの建設時に地質

調査マニュアルとして「土木

学会原子力土木委員会編の

報告書」3)が使われているこ

とである．中田高・広島大名

誉教授は「この報告書にある

リニアメント判読基準では，

変動地形への本質的理解が

欠落している」「活断層を認

定する際には『つながり』が

重要であるにもかかわらず，

連続性に対する検討はほと

んどなされていない」と指摘

している． 

 2 つ目，国の安全審査で，

専門家の役割が重要であるにもかかわらず，批

判的立場の専門家の意見が排除され，推進側の

専門家の意見が採用されてきたことである． 

 ３つ目に，国の安全審査において業界との

「癒着構造」4)がある．これまでの国の安全審査

は，経済産業省のもとにある旧原子力安全・保

安院が第１次審査を担い，首相の諮問機関であ

る旧原子力安全委員会が第２次審査（ダブルチ

ェック）に当たるとされてきた．ところが，国

の第１次審査における耐震問題の安全審査の

指針として使われているのが，（社）日本電気協

会が原子力発電所耐震設計技術指針として作

成した「JEAG4601」5)である．このことが原発

施設などの設計に当たって，電力会社に都合の

良い地震の過小評価が繰り返されてきた最大

の原因である．その結果，極めて不適切な調査

方法で原発周辺と同敷地内および原子炉直下

の活断層の過小評価や，日本での活断層は「逆

断層」型であり最近動いた正断層は活断層でな

いという誤った解釈など，活断層の見落としが

恣意的に行われてきたのである．     

 4 つ目，「基準地震動策定」の手法に誤りがあ

る．基準地震動（Ss）を策定する方法は，いず

= JEAG4601 =
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れも電力事業者が恣意的に評価を行ったもの

であるにもかかわらず，この結果について，国

は安全審査において福島原発事故後も追認し

てきた． 

 したがって，国が原発事業者の言い分を鵜呑

みにせず，批判的意見をよく聞いてチェックし

ていれば，福島原発事故「原発震災」は防ぐこ

とができたといえる． 

 

３．おわりに 

 福島原発事故は，想定できるものを過小評価

した「人災」である．渡辺満久・東洋大学社会

学部教授をはじめ変動地形学の専門家や研究

者が，若狭湾岸の原発敷地内外の活断層の存在

を否定できない証拠を次々と示したにもかか

わらず，大飯，高浜，美浜原発の再稼働が次々

と強行されたことは，阪神淡路大震災以降およ

び福島原発事故の教訓が活かされていないと

言わざるを得ない． 

国は，規制委員会が 2013 年７月に制定した

「新規制安全基準」にもとづいて原発再稼働を

強行することを宣言．規制委はそのシナリオに

沿って再稼働を容認している． 

原発事故のもたらす被害は極めて甚大で，そ

の被害は一国を滅ぼすほどで

ある．よって，原発には高度

の安全性が求められるのは当

然である． 

高度の安全性とは，事故発

生確率が低いということであ

る．したがって，原発裁判に

おいては，活断層の存在が確

実または否定できない，基準

地震動策定に過小評価が否定

できない，また，冷却材喪失

から炉心溶融による放射能放

出につながる過酷事故の発生

が否定できないなど確率論的

影響や危険性が小さい場合においても科学的

に検討し，安全側に立った判断をすべきである． 

今，国と原発事業者は 2050 年のカーボンニ

ュートラルに向けた成長戦略で，同年までに脱

炭素社会を実現するため原発を活用．さらに新

しい原子炉技術を開発して活用するとしてい

る．しかし，「樋口理論」を無視し，福島原発事

故の教訓に耳を傾けない原発推進政策は，国を

滅ぼす道であることを筆者は強く警告するも

のである． 
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2） 大飯原子力発電所の強震動「Strong motion at Ooi 

nuclear power plant」島崎邦彦 

クリフエッジ＝「大飯原子力発電所のストレステストの

結果によれば，約1260ガルを超える強震動が発生すると，

甚大な被害が発生する恐れがある．」 

3）「土木学会 原子力土木委員会・断層変位評価小委員会 研

究報告書（2015 年 7 月）
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変位評価小委員会研究報告書.pdf 
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樋口講演会から学ぶ，原発訴訟史の中の福井地裁判決の位置づけ 

                     小野 一（日本科学者会議福井支部） 

 

大飯原発運転差し止めを命じた福井地裁判決から 7 年余．2021 年 9 月 5 日の樋口英明元裁判

官の講演会は充実した内容だったが，学び残したこともいくつかある．むしろそれは，問題提

起を受けた私たちが探求を深め，今後に活かす方途を探っていくべきことだろう．本稿では，

日本の原発訴訟史の中に福井地裁判決を位置づけ，その意義を明らかにする．伊方原発最高裁

判決は原発推進側を利するともいわれるが，悪しき前例主義を克服し，「格別悪質，無能な裁

判官に当たらない限り当たり前に地裁，高裁で勝訴する」（講演会での樋口氏の言葉）ための

手がかりが含まれることにも然るべき注意が払われるべきだろう． 

 

１．いま，福井地裁判決を読み直す 

 「原子力発電所は，電気の生産という社会

的には重要な機能を営むものではあるが，原

子力の利用は平和目的に限られているから

（原子力基本法 2 条），原子力発電所の稼働

は法的には電気を生み出すための一手段たる

経済活動の自由（憲法 22 条 1 項）に属する

ものであって，憲法上は人格権の中核部分よ

りも劣位に置かれるべきものである．しかる

ところ，大きな自然災害や戦争以外で，この

根源的な権利が極めて広汎に奪われるという

事態を招く可能性があるのは原子力発電所の

事故のほかは想定し難い．・・・本件訴訟にお

いては，本件原発において，かような事態を

招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判

断の対象とされるべきであり，福島原発事故

の後において，この判断を避けることは裁判

所に課された最も重要な責務を放棄するに等

しいものと考えられる」1）． 

 2014 年 5 月 21 日，福井地方裁判所（写真

1）は原告側の差し止め請求をほぼ認め，大

飯原発 3，4 号機の運転を禁じる判決を下し

た．それがいかに注目され，人々を勇気づけ

たのかは繰り返さない．ここでの検討対象は

その法理である．判決主文に続く理由の冒頭

では，次のように述べられる． 

「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人

の生命，身体やその生活基盤に重大な被害を

及ぼす事業に関わる組織には，その被害の大

きさ，程度に応じた安全性と高度の信頼性が

求められて然るべきである．このことは，当

然の社会的要請であるとともに，生存を基礎

とする人格権が公法，私法を問わず，すべて

の法分野において，最高の価値を持つとされ

ている以上，本件訴訟においてもよって立つ

べき解釈上の指針である」． 

特徴的なのは，人格権に基づき侵害行為の

差し止めを請求できるという論理である．人

格権は比較的新しい概念であり，ひとつの考

え方として，日本国憲法では 13 条に定めら

れた個人の生命，自由および幸福追求権の

写真１ 福井地方裁判所 
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延長上に位置づけ，それを充実させるものだ

という解釈がある．憲法に直接定めのないプ

ライバシー権，名誉権，個人情報の保護など

がそうである．ただし，憲法 13 条にいう幸

福追求権とは「公共の福祉に反しない限り」

最大の尊重を必要とするもので，これだけで

ただちに人格権が至高の価値を持つとまでは

言い切れない． 

福井地裁判決は，人格権の根拠づけに際し

て憲法 13 条と 25 条に言及する．25 条 1 項

に定められる権利は，生存権とよばれる．「健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の

保障が，実際には低水準にとどまる可能性は

排除されないものの，社会福祉政策の根拠と

なる条項である．人格権を，幸福追求権の延

長としてだけではなく，生存権と結びつけて

いることが重要である．原発事故とは，個人

の生命，すなわち言葉の最も狭い意味におけ

る生存権が脅かされるものだけに，「我が国の

法制下においてはこれを超える価値を他に見

出すことはできない」人格権を根拠に，差し

止め請求が可能というわけである．人格権の

中核部分は 25条と結びついているからこそ，

基本的には経済活動の自由（22 条 1 項）に属

することがらは，それに対して劣位にあると

判示される． 

問題は，このような法解釈が法曹界でどの

程度の支持を得ているかである．25 条を人格

権の根拠条文とできるかについて，専門家の

間での議論はあるが，原発差し止めを認めた

画期的判決が人格権を基礎にしていることの

重要性は再確認されてよい． 

次のような一節もある．「当裁判所は，極め

て多数の人の生存そのものに関わる権利と電

気代の高い低いの問題等とを並べて論じるよ

うな議論に加わったり，その議論の当否を判

断すること自体，法的には許されないことで

あると考えている．このコストの問題に関連

して国富の流出や喪失の議論があるが，たと

え本件原発の運転停止によって多額の貿易赤

字が出るとしても，これを国富の流出や喪失

というべきではなく，豊かな国土とそこに国

民が根を下ろして生活していることが国富で

あり，これを取り戻すことができなくなるこ

とが国富の喪失であると当裁判所は考えてい

る」．まるで小浜の反原発運動にでも出てきそ

うなフレーズが裁判所の判決文に書いてある

と，筆者はやや皮肉交じりに紹介したことが

ある 2）．このような言葉で結ばれる福井地裁

判決は，当たり前のことをわかりやすく述べ，

裁判官の矜持
きょうじ

を示したと好意的に評される 3）． 

福井地裁判決以前には，この種の原発訴訟

で原告側住民が勝訴したのは 2 例のみで，そ

れ以外はすべて原告側敗訴に終わっている．

福井地裁判決はこの流れを変えるものだろう

か．この問いに答えるには，日本の原発訴訟

史の中での位置づけを知ることが不可欠であ

る． 

 

２．初期の原発訴訟の長い道のり 

 伊方原発（写真 2）をめぐる裁判は，福島

第二原発訴訟と並び，最も初期の原子力訴訟

である．愛媛県西宇和郡伊方町にある伊方原

発 1 号炉（沸騰水型軽水炉，出力 56 万

6,000kW）は，四国電力が 1969 年に建設を

計画し，72 年 5 月に原子炉等規制法に基づき

原子炉設置許可申請した．同年 11 月，内閣

総理大臣（首相）は設置許可処分を行う．こ

れに対し，行政不服審査法に基づく異議申し

立てがなされるが，棄却された．住民ら 33

名は，1973 年 8 月 27 日，首相を相手取り原

子炉設置許可処分の取り消しを求める訴えを

起こした．小出裕章氏ら京都大学原子炉実験

所の科学者グループが原告側を支持し，法廷
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は原発の安全性をめぐる一大科学論争の場と

なった． 

 一審の松山地裁判決は，1978 年 4 月 25 日

に出る．原告資格は認められたものの，原子

力技術の危険性をことごとく否定し，原告の

請求を棄却するものだった．科学論争では原

告側が勝っており，国の申請した証人が答弁

不能に陥り，尋問台に突っ伏してしまう場面

もあったという．しかし（だからというべき

か），突然裁判長が交代させられ，後任の裁判

長は一度も法廷で審理しないまま住民敗訴の

判決を下した．専門的な科学論争がなされた

訴訟の判決を，事実審理を担当しなかった裁

判官が書いたことには，法学者からの厳しい

批判がある．国（被告）は，科学論争に実質

的に破れた末に，原告は許可処分の名宛人（電

力会社）でないから行政訴訟を訴える資格が

ないと言い出した（同様の主張は他の原発訴

訟でもなされた）．国が法廷での原子力論争そ

のものを拒否しようとした事実は，原子力安

全行政の消しがたい恥部である 4）． 

 一連の裁判は，1992 年 10 月 29 日の最高裁

判決により，住民側敗訴で結審する（これに

ついては後述する）．なお，伊方原発訴訟最

高裁判決に先立つもんじゅ訴訟第一次最高裁

判決（92 年 9 月 22 日）は，相当広範囲の住

民に原告適格を認めていた． 

 1990 年代後半以降の原発訴訟でも，原告側

敗訴が続く．ただし，安全審査の不備や電力

会社の経済性重視姿勢への批判など，原告側

の主張も判決文に取り入れられるようになっ

た． 

 北陸電力志賀
し か

原発 1 号炉の建設・運転差し

止め訴訟では，名古屋高裁金沢支部判決（1998

年 9 月 9 日）で請求が棄却された．ただし判

決文は，平常運転時にも一定の放射性物質が

環境に出ていること，外国では住民の深刻な

健康被害につながる重大事故（スリーマイル

島，チェルノブイリ）が発生していること，

核燃料再処理や将来の廃炉など未解決の問題

も残されていることなどを認定した上で，原

子力発電所が人類の「負の遺産」の部分を持

つこと自体は否定し得ないとも述べている．

北海道電力泊原発 1，2 号機運転差し止め訴訟

でも，原告の請求を棄却する判決が札幌地裁

で言い渡された（1999 年 2 月 22 日）．そこ

には，原子力発電所がどれだけ安全確保対策

を充実させたとしても，事故の可能性を完全

に否定することはできないとの判示もある． 

 東北電力女川
おながわ

原発 1 号機運転差し止め訴訟

の仙台高裁判決（1999 年 3 月 31 日）は，原

発を運転する側が経済性を優先させるあまり

稼働率を重視するのは問題としつつも，具体

的な安全上の問題については原告の指摘する

危険性を否定する．日本原電東海第二発電所

設置許可取り消し訴訟の東京高裁判決（2001

年 7 月 4 日）は，圧力容器の鋼材脆性予測に

不合理な点があり，より慎重な耐震設計審査

指針が策定されることが望ましいが，安全余

裕があるので違法とまではいえないと判断し

た．審査対象を基本設計に限定した過去の判

例が，不合理に適用されているのがわかる．

青森県六ヶ所村にある低レベル放射性廃棄物

処分施設の設置許可取り消し訴訟の青森地裁

写真２ 四国電力伊方原発（伊方原発広島裁判応

援団事務局発行のパンフレットより） 
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判決（2006 年 6 月 16 日）は，事業主の原燃

産業（後に合併して日本原燃）が断層隠しの

ためにボーリングデータを意図的に隠蔽し，

申請書に嘘を書いたと認定した． 

 どの判決にも限界はあるが，判決理由の中

では，原発推進の立場から積み上げられてき

た言説の「矛盾」や安全審査における「まや

かし」が少しずつ明らかになってきている 5）． 

 

３．ふたつの原告勝訴例とその後 

 2000 年代には，ふたつの原発訴訟で原告

（住民）側が勝っている．いずれも，科学的

知見に基づく主張の積み重ねと，実際に起こ

った出来事（事故や地震）によるところが大

きい．被告（国または電力会社）の主張をほ

ぼ鵜呑みにした上級審判決により覆された，

という点でも共通している． 

 初の原告側勝利となったのは，高速増殖炉

「もんじゅ」をめぐる控訴審判決である．そ

こに行き着くまでには，提訴から 17 年の歳月

が必要だった． 

 もんじゅ訴訟は，1985 年 9 月 26 日，民事

差し止め訴訟と行政処分無効確認訴訟とを併

せて福井地裁に提起された．原告となったの

は，原子力発電に反対する福井県民会議 6）．

同地裁は 87 年 12 月 25 日に，行政訴訟につい

ては「原告適格なし」との判決を出したが，

最高裁が 92 年 9 月 22 日に「全員に原告適格

あり」と判断したため地裁に差し戻された．

その後，もんじゅはナトリウム漏れ事故を起

こし（95 年），長らく運転を停止していた．

そのような状況下にもかかわらず，福井地裁

は 2000 年 3 月 22 日，行政訴訟と民事訴訟の

双方について原告の請求を棄却する．その内

容は，被告の主張を引き写しただけのお粗末

なものだった． 

 原告は控訴し，名古屋高裁金沢支部は 2003

年 1 月 27 日，許可処分の無効を確認する住民

側全面勝訴判決を下した（民事訴訟はこの判

決後に取り下げ）．安全審査の看過し難い過

誤が判決の理由である．具体的には，ナトリ

ウム漏洩による腐食に関する判断の欠落，蒸

気発生器破損可能性に関する誤った想定，炉

心崩壊事故に関する判断の過誤が，原子炉設

置許可を無効とする根拠となった 7）．勝訴の

理由は他にも考えられる．原告側が伊方原発

最高裁判決の論理を逆手にとり，安全審査に

問題がある以上それをやり直すのが当然との

主張を前面に出したこと，動燃 8）側における

重大な事実の秘匿が発覚したことなどは大き

かった． 

 これに対し，国は上告する．2005 年 5 月 30

日，最高裁は原子炉設置許可には違法性がな

いとする判決を下し，原告（住民）側の逆転

敗訴が確定した．国に不利な判決が支持され

る見込みは薄い，との見方は当初よりあった．

だが，もし高裁の事実認定に疑問があるなら

差し戻して審理やり直しを命じるのが本筋な

のに，最高裁自らが事実認定の領域に踏み込

み原告側を敗訴させている．もんじゅの早期

運転再開という政治判断があったのではない

か，「理論はどうでもいいから，とにかくど

んなことをしても国側を勝たせるんだ」とい

うメッセージを下級審の裁判官に発したので

はないか，との指摘があるのもうなずける 9）． 

東海地震の震源直上の浜岡原発の安全性に

ついて，電力会社の主張を引き写して認めた

静岡地裁判決が生み出されたのも，こうした

状況下においてである 10）． 

 もうひとつの原告側勝利判決とは，志賀原

発 2 号炉金沢地裁判決（2006 年 3 月 24 日）

である．1999 年に北陸電力を被告として提起

された民事差し止め訴訟である． 

 判決は，耐震設計が妥当といえるためには，
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直下型地震の想定が妥当であること，活断層

をもれなく把握していること，耐震設計審査

指針の採用する基準地震動の想定方法が妥当

性を有することが前提としている．志賀原発

2 号炉の安全審査は旧指針（1978 年）に従っ

てなされており，鳥取県西部地震（2000 年 10

月），その後公表された地震調査委員会によ

る邑
おう

知
ち

潟
がた

断層帯に対する評価，宮城県沖地震

（2005 年 8 月）の際に女川原発で測定された

揺れなどの情報が考慮されていないから，安

全審査に合格しているとはいえ「耐震設計に

妥当性に欠けるところがないとは即断できな

い」．それゆえ，「原子炉が運転されること

によって，周辺住民が許容限度を超える放射

線を被ばくする具体的危険が存在することを

推認すべき」として，運転差し止め判決を下

したのである． 

 この裁判を担当した裁判長は井戸謙一氏．

旧耐震設計審査指針が，新たな地震学と耐震

工学の知見からして容認し難いほど陳腐化し

ていることを明確にし，伊方原発訴訟最高裁

判決の立てた違法性判断基準に則って差し止

め判決を導いたところに，金沢地裁判決の大

きな意義があった 11）． 

 2009 年 3 月 18 日，名古屋高裁金沢支部は

一審判決を取り消すとの判決を下した．原告

側は上告したが，最高裁は同年 10 月 28 日，

それを棄却した．この訴訟の後半では，耐震

設計審査新指針に基づく安全審査やり直しの

適否が争点となったが，司法は最終的には国

の安全判断に追随する判断を下したのであ

る． 

 その後は原告側敗訴が続く．浜岡原発訴訟

静岡地裁判決（2007 年 10 月 26 日），島根原

発 1，2 号機訴訟松江地裁判決（2010 年 5 月

31 日），柏崎原発 1 号炉訴訟最高裁判決（2009

年 4 月 23 日）などである．これらの訴訟では，

いずれも地震に関して，原告側が理論的な論

争でかなり被告を追い詰めていた．しかし，

判決文には，一時期見られたような疑問点の

指摘はなくなっている．裁判所が思考停止し

たかのような判断を積み重ねる中 12），東日

本大震災に起因する福島第一原発事故が発生

する． 

 

４．伊方原発最高裁判決と福井地裁判決 

大飯原発差し止め訴訟は，2012 年 11 月に

福井地裁に提訴された．それに先立つ 2011

年 7 月，脱原発弁護団全国連絡会が結成され

ていた．福島第一原発事故が発生した時点で

係属中の差し止め等訴訟は，大間，浜岡，島

根，上関の各原発（予定地も含む）に関する

ものだけだったが，差し止め訴訟を全国で起

こそうとの呼びかけに 300 人近い弁護士が参

加した．全国連絡会を通じ，福島原発事故の

被害，原発の規制基準等についての知識が共

有された 13）． 

 行政による設置許可がなされる段階になる

と，原発建設予定地の住民がとり得る手段は

限られてくる．抵抗・異議申し立ての最後の

手段が原発訴訟だが，これは手続き上，行政

訴訟と民事訴訟とに大別される．行政訴訟は，

原発などの設置許可をした経済産業大臣ら

（国）に対し，許可の取り消しを求める訴訟

である．伊方，福島第二，東海第二，柏崎の

各原発に対する訴訟はいずれも行政訴訟であ

る．そこでは「原子炉等規制法 23 条に基づく

原子炉の設置許可を取り消す」という判決を

求めるのが，通常の形式となる． 

 行政訴訟では，行政不服審査法により，処

分があったことを知った翌日から 60 日以内

に異議申し立てをするのが前提である．この

期間を過ぎた場合，可能性として残るのが民

事訴訟である．電力会社などの設置者に対し，



福井の科学者 137 号（2021 年 12 月） 

- 14 - 

 

住民が人格権・環境権に基づき施設の建設や

運転の差し止めを求める訴訟である．女川，

志賀（1，2 号炉），島根，浜岡の各原発に対

する訴訟がそれである 14）． 

大飯原発差し止め訴訟が，この分類では民

事訴訟であることは重要である．国の手続き

の正当性を問う行政訴訟では，設置基準をめ

ぐり科学論争の迷路に入り込みやすい．福井

地裁はそれを回避し，原発事故の具体的危険

性があるのか否かを判断の対象とした． 

「原発が危険かどうかで運転の差し止めを

裁判所が判断するのは当たり前だ」と思われ

るかもしれないが，現実の裁判ではそれがな

かなか難しい 15）．どのような組織でも前例踏

襲が広く行われ，柔軟な判断や行動を妨げる

壁のような役割を演じることも珍しくない．

原発訴訟の場合，多くの裁判官が依拠するの

は伊方原発訴訟最高裁判決である． 

伊方原発最高裁判決は，「原子力災害は万

が一にも起こしてはならない」というのが原

子炉等規制法の趣旨だと判示する．取り返し

のつかない原子力災害の性格をふまえ，高い

レベルの安全性確保が原子力発電所には求め

られるからである．依拠すべき科学的知見が

（設置許可時点でなく）現時点のものである

とした点や，「立証責任は，本来，原告が負

うべきものと解されるが，当該原子炉施設の

安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の

側が保持していることなどの点を考慮する

と，・・・被告行政庁が右主張，立証を尽く

さない場合には，被告行政庁がした右判断に

不合理な点があることが事実上推認される」

と立証責任に関する発想の転換を行っている

点なども重要である 16）．だが，実際の運用

を担う行政は安全性より経済性を優先し，司

法もそれを追認してきた．1,000 年に 1 度来

るかどうかの巨大地震の可能性は「具体的危

険」とは見なされない．伊方原発最高裁判決

は，原発の高い安全性を求めながら，運転の

可否については住民側の危険性よりも専門家

の判断を優先するという矛盾した論理を採用

したのである 17）． 

 福井地裁判決は，それを乗り越える論理と

して，人格権と条理という市民の感覚にも近

い考え方を採用した．樋口裁判長は，「この

裁判を専門技術的な判断が求められる裁判だ

と思ったことはない」と述べていた．ここに

は，原発訴訟を高度な専門技術的訴訟ととら

え，司法にはそれを判断する力量はないとし

て行政の安全審査の追認に終始してきたこれ

までの司法のあり方からの転換を見て取るこ

とができる．裁判官の中で進行していた反省

と模索の必然的結果と言い得よう 18）． 

 

５．分かれる司法判断 

 伊方原発最高裁判決の二面性は，その後の

原発訴訟にも影を落とす．それが明示的なか

たちで現れたのが，2015 年 4 月における福

井地裁と鹿児島地裁の全く対照的な司法判断

である． 

4 月 14 日，福井地裁は同年 11 月の再稼働

に向けて準備を進めていた高浜 3，4 号機の

運転禁止を認める仮処分決定を出した（担当

したのは 4 月 1 日付けで名古屋家裁に異動し

ていた樋口氏で，名古屋高裁の判断により福

井地裁判事との兼務が認められた）．これは単

独の闘いで勝ち取ったものではなく，大飯原

発差し止め福井地裁判決や大津地裁での「半

分勝利」19）を経て今回の福井地裁での仮処分

命令へと至る「合わせ技の一本勝ち」で，そ

の過程は火を噴くような激しい攻防と駆け引

きの結果だったという 20）．仮処分は正式な判

決が出るまでの暫定措置ではあるが，すぐに

効力が発生するメリットがある．原発訴訟の
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住民側勝訴例が少ないため，これまでは現実

的選択肢になりにくかった．今回の福井地裁

での決定を機に，他の原発訴訟でも仮処分に

重点が置かれ，訴訟から仮処分へと主戦場が

移ることも考えられる 21）． 

新藤宗幸氏は，安倍政権（当時）の原発再

稼働路線を巨大与党の牛耳る国会が牽制でき

ないなら，国民の権利の最後の砦である裁判

所に問題提起し続けてもらうしかない，とい

う意見である．同時に次のような見方も示す．

「福島第一原発のような大事故があったにも

かかわらず，樋口裁判長のような人がまだ一

人しか現れていないのも現実です．下級審の

裁判官の多くは今も最高裁の方を見て判決を

書いているなと思います．裁判官の人事や昇

級などに関する実権を握っているのは最高裁

人事局だからです」22）．これが杞憂でなかっ

たことは，わずか 1 週間後に明らかになる． 

4 月 22 日，鹿児島地方裁判所は，九州電力

川内
せんだい

原発 1，2 号機の運転差し止め仮処分の

申し立てを却下した．仮処分申請は高浜原発

の場合とほぼ同様の手続きで行われている．

原子力規制委員会の専門的知見に信頼を寄せ

た鹿児島地裁の決定は，一見，伊方原発最高

裁判決を踏襲しているように思える．その一

方で同最高裁判決は，「原子力災害は万が一に

も起こしてはならない」ともしている．つま

り，福井と鹿児島の両地裁は，二面性をはら

んだ最高裁判決にともに依拠しながら，それ

ぞれ別の側面を強調することで対照的な結論

を導いた 23）．私たちは，類似の原発訴訟で正

反対の司法判断が出ても不思議はない時代に

生きているのである． 

2015年12月24日，福井地裁は高浜原発3，

4 号機再稼働差し止め仮処分を取り消した．

これに先立つ 22 日，福井県知事は再稼働に

同意し，関西電力は年明け後の再稼働を見越

し準備を始めた．もんじゅ控訴審（第 3 節参

照）で設置許可無効の判決を下した名古屋高

裁金沢支部の川崎和夫元裁判官は，「鹿児島地

裁の決定に続く今回の決定を見てみると，裁

判所は安全神話がまかり通っていた時代に戻

りつつあるのではないかという気がする」と

指摘した 24）． 

司法が，原発をめぐる世論が変わる兆しを

見せながら，他方では旧態依然たる判決が繰

り返される．これは時代の混迷状況だろうか．

それとも，政治や社会が変わるためのひと筋

の光だろうか．このような時代だからこそ，

樋口氏のメッセージを真摯に受け止め，とり

わけ伊方原発最高裁判決の意義を正しく理解

し，今後に役立つビジョンを持つことが必要

なのである． 

 

６．樋口元裁判官からのメッセージ 

 2018年7月4日に名古屋高裁金沢支部は，

大飯原発の運転差し止めを命じた 2014 年の

福井地裁判決を取り消し，住民らの請求を棄

却する判決を下した 25）．すでに 2017 年に裁

判官を退任していた樋口氏は，全国各地で講

演や寄稿 26）を精力的に行う．裁判官が退官

後に担当案件について論評するのは異例のこ

とだが，原発の危険性は素人目にも明らかだ

からだという 27）．2021 年 9 月の福井市での

講演会もその一環であり，原発の耐震性をは

じめ，被告側（国や電力会社）のいう安全基

準の杜撰
ず さ ん

さをデータに基づき明らかにする．

自然科学研究からの解説は他稿に譲るとして，

本稿は，福井地裁判決を日本の原発訴訟史の

中に位置づけ直し，その意義を明らかにする

ことに集中する． 

原発訴訟は多くの場合，原告（住民）側敗

訴に終わる．その際のロジックは，「裁判所は

原発の安全性を直接判断するのではなく，規
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制基準の合理性を判断すればよい」とする伊

方原発最高裁判決に依拠するかたちで，「高度

の専門技術訴訟である」原発訴訟において裁

判官の多くが具体的危険についての判断を回

避し，原子力規制委員会の基準に照らして手

続き上の瑕疵
か し

がない限りは原発の運転が容認

されるというものである．それでは，政権へ

の忖度
そんたく

を促すかのような伊方原発最高裁判決

は破棄すべきというのが樋口氏の意見であり，

そのような志向性を持つと目される福井地裁

判決は日本の裁判史上特異なものなのだろう

か．結論から言えば，答えは否である． 

 樋口氏によれば，伊方原発最高裁判決は非

常に優れた最高裁の判断である 28）．「合理性

の判断は最新の科学的知見による」とした点

をはじめ，上述のようないくつかの肯定的要

素があるからである．同最高裁判決の二面性

が結果として原発推進勢力を利することが問

題だ，との批判はある．だが樋口氏が断罪す

るのは悪しき前例主義や権威主義である．専

門技術論争や学術論争にとらわれるあまりリ

アリティが欠如し，原発の耐震性が普通の家

やビル・工場に比べて高いのか低いのかとい

った当たり前の質問ができなくなり，判断を

誤るという現在の裁判の実情こそが問題なの

である． 

その意味で福井地裁判決は，伊方原発最高

裁判決に依拠しつつ，裁判官がリアリティを

取り戻してまっとうな判断を下すという裁判

の王道に立ち返る試みだったといえる．これ

を異端的とみなす風潮が，守旧派ばかりか法

曹界でも広がっているとしたら，それこそが

問い直しの対象である．伊方原発最高裁判決

にしても，原告側敗訴判決だからと切り捨て

るのではなく，そこに含まれる積極的要素を

活用していくべきなのである．実際，2000

年代の原告側勝訴判決がそのようにして勝ち

取られたように． 

 現実にはそれが難しいのも事実である．

「格別悪質，無能な裁判官に当たらない限り当

たり前に地裁，高裁で勝訴する（今までのよう

に良い裁判官に当たって勝訴することを期待す

べきではない）」ためにはどうするべきか，何

が克服されねばならないのか．福井の講演会

で，実は樋口氏は多くを語っていない．この

点が強調されていたのは，2021 年 7 月 16 日

に日本科学者会議大阪支部哲学研究会が主催

したオンラインシンポジウム「科学者と裁判

官の対話／原発差止め裁判と科学／原発差止

め裁判に必要な科学技術知見とは何か」であ

り，こちらの動画配信 29）もあわせて視聴す

るのが有益だろう．樋口氏は著書の中で，次

のように述べる． 

 「多くの裁判官や弁護士に対してたいへん

きつい言い方になってしまいますが，多くの

裁判長が原発の危険性に気づかないのは，

①700 ガルに対応するのは震度 6 なのか，震

度 7 なのか，②700 ガル以上の地震が過去に

我が国でどれだけ発生しているか，③700 ガ

ルという地震が来れば普通の建物は倒れるの

か倒れないのかを裁判官が知らないからです．

なぜ知らないかというと，原告側代理人弁護

士の多くがこれらのことに関心を持たないた

めに，裁判官に原発の耐震性の低さを伝え示

すことができないからです」30）． 

 原告側弁護士の力不足ということか．しか

しである．「住民には資金がありませんので，

弁護士は無償で訴訟活動をしています．自分

の本業をボランティアでするという意味と，

本業とは別のボランティア活動をする意味の

違いは極めて大きく，その志の高さには敬服

するしかありません．・・・そのような方た

ちであっても残念ながら，権威主義への誘惑

は断ちがたいようです」31）．被告（国や電力
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会社）側は，資金力にモノを言わせて腕利き

弁護士を動員してくる．志は高くとも手弁当

の弁護士が太刀打ちできるわけがない．被告

側弁護団の敷いたレールの上で審理が進むな

ら，「格別悪質，無能な裁判官」でなくとも権

威や先例主義にあやかった手続きを進めてし

まいがちである． 

７．おわりに 

 反原発派の裁判闘争の困難さばかりが目立

つようにも思える．だが，悲観的材料ばかり

ではない．一進一退を繰り返しながら，司法

が変わる兆しも見られるからである．例えば，

東京電力株主訴訟を担当する東京地裁の裁判

官が 2021 年 10 月 29 日，福島第一原発を視

察したことなども挙げられよう．同行した原

告側弁護士によれば，裁判長は「（図面や写真

などもあるけれど）現場で見ると迫力が全然

違いますね」などと述べていたという 32）．こ

れはまさに，樋口氏のいう「リアリティ」で

ある． 

 それだけに，広島地裁が 11 月 4 日，伊方

原発 3 号機の運転禁止仮処分申請を却下した

というニュースは残念である．伊方原発をめ

ぐっては，広島高裁が 2017 年 12 月と 20 年

1 月，差し止めを命じる仮処分決定を出した

が，いずれも高裁の異議審で取り消されてい

た．3 号機は定期点検のため 19 年 12 月から

運転休止中で，21 年 10 月に再稼働の予定だ

った（職員の保安規定違反が発覚したため延

期）．その差し止めを求めたのが愛媛，広島両

県の住民による今回の仮処分申請である．伊

方原発の耐震設計はあまりに脆弱
ぜいじゃく

との住民

側の主張 33）に対し，裁判長は「具体的危険

性があるとはいえない」とした．運転を差し

止めるには基準地震動を超える地震が発生す

る具体的危険性を住民が証明する必要がある

との立場だが，それはそもそも不可能なこと

で，「負けることは想定していなかった．住民

側に無理難題を押しつけている．高裁で理論

が通り，原発訴訟のパラダイムシフトになる

ことを期待する」と樋口氏はコメントした 34）．

住民側に挙証責任を求めるのは伊方原発最高

裁判決とは真逆の思想であり，今回の広島地

裁の決定は原発訴訟の大幅後退を印象づける

ものとなった． 

移行期には，全く異なる司法判断が出るの

も避けられないのかも知れない．重要なのは，

良質な司法判断をいかにして主流意見にして

いくか．裁判官の矜持のみならず，市民の側

の姿勢や健全な世論を育む討論文化の質も問

われよう．全国有数の原発立地である福井は，

日本の原発訴訟史の縮図でもある．2014 年の

大飯原発差し止め訴訟判決や 15 年の高浜 3，

4 号機運転禁止仮処分で注目されたが，国側

の主張を引き写しただけの判決を福井地裁が

下したこともある．この地の講演会に，樋口

元裁判長を迎えることのできた意義は大きい．

そこから多くを学び，今後の原発訴訟を戦う

糧としたい． 
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原発事故における「残余のリスク」と「想定外」の批判 

山本 富士夫（日本科学者会議福井支部） 

 

第 31回全国原子力発電問題「新潟シンポ 2009」で, 私は,「原子炉施設に限定した耐震設

計審査新指針」の中の「残余のリスク」を紹介した. 福島原発事故後に策定された「新規

性基準」に事故の想定と対策に関わる規定が加わった. 現在進行中の福島原発裁判で, 国

と東京電力は, 超巨大な地震・津波を理由に「残余のリスク」を起源とした「想定外」を

持ち出し責任逃れをしている. 本稿では「残余のリスク」と「想定外」を批判する. 

 

１. はじめに — 背景と目的 

先日（2021 年 9 月 5 日）の樋口英明氏の

講演の中で, 福島第１原発事故（以下, F1 事

故）の後, 新規制基準ができたことや, 原発

の地震に対する耐震強度の表記が「S, B, C

クラス」から「ガル（gal=cm/s2）」に変更に

なったことのお話がありました.樋口氏は, 

東京電力があの F1事故について 超巨大な地

震・津波という「想定外」の自然災害であっ

たとしていることを批判されました.   

私は, 「想定外」という言葉を聞くたびに

それに関する批判記事を書きたいと考えて

いました. その背景の詳細は次の通りです.  

日本科学者会議原子力問題研究委員会主催

の第31回全国原子力発電問題シンポジウム

（2009年9月5日〜6日，in 新潟大学（以下，「新

潟シンポ2009」）で, 私は, 「構造物の耐震設

計と基準の検討」と題した講演発表を行いま

した．「原子炉施設に限定した耐震設計審査新

指針」（以下，「新指針」）の終わりに「残余の

リスク」という言葉が登場します.新潟シンポ

2009の講演で, 私は, 「残余のリスク」には

原発推進国策の根幹に原発安全神話と経済性

優先の考えが潜んでいると批判しました.  

新潟シンポ2009が開かれたのは,F1原発事

故発生の1年半ほど前でした. F1事故発生後も

批判は妥当であったかどうかを自問自答して

きました． 

本稿では，上記の背景のもとで, 今日広く

使われている「想定外」および「残余のリス

ク」について,説明と批判的考察を加えること

を目的とします.  

２. 「想定外」と「残余のリスク」の関係 

国と東京電力（以下, 東電）は, いわゆる

「原発の生業裁判」等で「想定外」を理由と

してF1事故発生に対して責任はないと主張し

続けています.それに対して住民側原告は, 

『国会事故調』にあるように, F1事故発生の

原因は自然災害と人災が複合したものである

として, 国と東電の責任を追及しています. 

ここでは, 裁判論争の説明を割愛しますが,  

「想定外」を言い出した根拠は「指針」に書

かれている「残余のリスク」にあることを指

摘しておきます.  

次に, 「残余のリスク」が「新指針」に導

入された二つの基本方針を引用しておきま

す.   

（１）耐震設計における地震動の策定につい

て「施設の供用期間中に極めてまれではある

が発生する可能性があり，施設に大きな影響

を与える恐れがあると想定することが適切な

地震動」を適切に策定し，この地震動を前提

として耐震設計を行うことにより，地震に起
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因する外乱によって周辺の公衆に対し，著し

い放射線被ばくのリスクを与えないようにす

ることを基本とすべきである． 

(2) したがって，施設の設計に当たっては，

策定された地震動を上回る地震動が生起する

可能性に対して適切な考慮を払い，基本設計

の段階のみならず，それ以降の段階も含めて，

この「残余のリスク」の存在を十分認識しつ

つ，それを合理的に実行可能な限り小さくす

るための努力が払われるべきである． 

（説明） 

F1事故では, 上記の「基本方針（１）」に書

かれている「周辺の公衆は著しい放射線被ば

く」を受けたことは，確かな事実です.よって,  

明らかに, 「基本方針(1)」は破綻したといえ

るでしょう．  

おぞましいことに, 国と東電は, 「残余の

リスクを十分認識する」ことも,事故後の「放

射線被ばくの影響を限りなく小さくする努力」

も怠ってしまいました. それは, F1事故での

避難が極めて不十分であったことから明らか

です. よって, 「基本方針(2)」も破綻してし

まいました. 

私は,新潟シンポ2009の講演時点で, 福島

事故を予測することはできませんでしたが, 

「新指針」に対して次のような批判的考察を

発表しました.  

(1)「想定することが適切な地震動」をどのよ

うに適切に策定するのかが不明. 

(2)「著しい放射線被ばくのリスクを与えない」

と言うが, 「著しい」とは定量的には不明. 

また, 私は次のような指摘をしました.  

管の形状（直管，曲管，継手）や用途（高

圧，高温），流体の種類（水，空気，化学物質，

放射性物質を含む流体）などに対して, 破壊

強度や腐食強度を配慮して設計するだけでな

く, 地震の特性（伝播方向，周波数，波長な

ど）, 配管の共振の関係を考慮すべきである．

この指摘は, F1事故において, 超巨大地震に

よって生じた配管や配線の損傷が炉心溶融と

いう重大事故の要因になったことから, 妥当

であったと思っています. 

３.「新規制基準」と「想定外」 

「新指針」では, 耐震設計重要度分類とし

て「S, B, C クラス」を使い, 地震の揺れの

強さを「震度」で表現していました．それで

は，定量性がないということで，「新規制基準」

では地震の強さを gal（加速度 cm/s2）で表す

など定量性が少しだけ改善されました.  

樋口英明・福井地裁裁判長による「高浜原

発３,４号機運転停止仮処分決定」（2015 年 4

月 14 日）に対する控訴審で, 林潤・福井地裁

裁判長は, 2015 年 12 月 24 日に樋口決定を取

り消す判決を出しました. その根拠は, 新規

制審査に適合しているからだとしています. 

これは, 樋口氏が「原発は危険だから止める

のが当たり前だ」「F1 事故を二度とおこして

はならない」とした論理を覆すことができて

おらず, 「不当判決だ」と言うべきでしょう. 

４. まとめ 

本稿では, 「新指針」に書かれていた「残

余のリスク」が F1事故に対する国と東電の責

任逃れとしての「想定外」に繋がったことを

説明しました．「想定外」は,現在あちこちで

進行している「原発裁判」で出てきますが，

「新規制基準」にもなく, 法的根拠も全くな

いのです.国と東電は「想定外」を責任逃れに

使うべきではありません. 

新潟シンポ 2009 の講演論文で, 私は「経

済的理由によっては想定外の強い地震を不

当に低く見積もる恐れがある」と書き, 原発

推進国策が経済優先であることを批判しま

した.命と暮らしが最優先のはずです.  
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構造物の信頼性設計：リスク評価と意思決定 

本城 勇介（岐阜大学 名誉教授） 

 
科学技術の進歩を背景に，人間が自然や社会を自分に都合良く制御できるようになったと考え
る反動として，それが破れる危険性をリスクと呼んでいるように思われる．リスクは不確実性
であり，確率による評価は一つの有効な手段と思われる．本論では，土木構造物の信頼性設計
を研究課題としてきた筆者が，この方法について反省し，また土木・建築構造物の信頼性が，
我が国の設計規準で，どのよう担保されているかを紹介する．これに加えて，原子力発電所の
確率によるリスク評価について米国の事例を紹介し，若干の考察を行う．リスク評価手法が，
成熟した市民社会の，不確実な問題への合意形成の一助となることを期待している． 

 
 
１.はじめに 

 筆者は土木工学，特に地盤工学専攻の技術

者で，38歳まではあるゼネコンの技術研究所

で技術開発と現場のコンサルティングに当た

り，その後は大学に移り教育と研究に当たっ

た．研究の中心は，信頼性設計，リスク評価，

土木工学関連データの統計解析等であった．

時代の要請（信頼性設計法，性能設計概念の

設計規準への導入）もあり，2000 年を過ぎた

ころから，我が国の土木構造物設計でもっと

も広く利用されている「道路橋示法書」や「港

湾の施設の技術上の基準」の大幅な改定にも

関わった． 

2014 年に，ある土木工学関連の専門誌に

「信頼性：リスク評価と意思決定」1)と題し

て，今まで信頼性設計やリスク評価の研究を

続ける中で，何となくもやもやとしていたも

のをまとめた論説を書く機会があった．この

論説が，大学時代からの友人，本誌の編集長

である宮本重信氏の関心を得るところとなり，

今回この記事を書くこととなった．先の論説

は，土木技術者に向けたものであったが，今

回はより一般的な読者に，技術者が信頼性や

リスクを用いて，どのように設計という意思

決定を行っているかを説明する記事としたい

と考えている． 

 信頼性設計は，「不確実性下の意思決定問題」

と捉えることができる．これはリスクの評価

と，それに基づく意思決定の問題と換言でき

る．そこで 2では，リスクや確率の定義や解

釈について少し踏み込んで考察し，その後リ

スクに基づく意思決定について述べる． そし

て最後に，リスク評価手法について筆者が共

感するところの多い，中西準子の環境リスク

評価の考え方の概要を紹介する． 

 3 では，筆者の専門分野である通常の土木

構造物の設計規準が，現在どのような考え方

で組み立てられ，どのような信頼性レベルの

構造物が建設されているかについて，簡単に

まとめた． 

 4 では，原子力発電所の確率によるリスク

評価について，米国でのその発展の経緯や影

響を紹介している． 

  

2. リスク評価と意思決定 

2.1 リスクの定義 
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 一般社会で使用されている「リスク」と言

う言葉は，ほとんど「危険」という意味で使

われているように思われる．リスクの語源は

ラテン語にあり，「勇気をもって試みる」こと

を意味する．科学技術が進歩し，人間が自然

を自分に都合の良いように制御できるように

なったと考えることの反動として，その制御

が破られる危険性をリスクと我々は呼んでい

るように思われる．ある国際会議で，自然災

害リスク評価の専門家が，「災害や事故は，昔

はすべてが神の御意志であったが，現在では

何でもヒューマンエラーだ」と嘆いていたの

を思い出す．  

 一方信頼性設計の分野における「リスク」

の一つの定義は，ある構造物のある不都合な

状態（例えば，崩壊）が，ある規定された時

間内（例えば，その構造物の供用期間）に生

起する確率を破壊確率 PFとし，その構造物の

崩壊した時に生じる被害額を CFとして，リス

ク（期待被害額）を PF×CFとするものである．

一方その構造物の初期建設費用を C0 とする

と，その構造物に関する総費用 CTは次式とな

る． 

0T F F
C C P C      (1) 

普通初期建設費用が増加すると，破壊確率

は減少するので，(1)式の第 1項と第 2項の間

にはトレードオフの関係があり，その和であ

る総費用が最小になる設計が，最適であると

判断する，というのが，信頼性設計法の一つ

の規範的な考え方である． 

上記の意思決定では特に，被害額 CFの算定

が難しい場合が多い．このため，PFのレベル

を，類似災害の生起確率と比較して，許容さ

れるリスク・レベルを考え，意思決定を行う

場合もある．また，土木・建築構造物では，

既に存在する構造物の信頼性レベルは，社会

が許容しているリスク・レベルにあると仮定

し，新しい構造物の信頼性レベルを，既存の

それに擦り付けることが広く行われている． 

筆者は発生確率の評価を専門とするので，

ここでは，確率の解釈と許容されるリスク・

レベルについて述べる． 

2.2 確率の解釈 

 リスク評価の主要部分は，確率評価である．

しかしこの場合，「確率」がどのような含意を

持つかは，実はそれほど明らかではない．確

率論の教科書には，次の４つの定義が示され

る． 

1） 公理的定義（測度論）：確率論の公理に

用いられる測度としての確率． 

2） 先験的定義：先験的に発生確率が同じと

見做せる部分集合により定義される確

率（例：サイコロの目）． 

3） 相対度数：繰り返し可能な実験の結果，

生起する事象の相対度数としての確率． 

4） 主観確率：事象の生起に対する確信の度

合いとしての確率． 

 「公理的定義」は，確率論と言う数学体系

を成り立たせるための，数学的定義であり，

確率の利用者には無味乾燥である．ラプラス

により与えられた「先験的定義」は，さいこ

ろの目やコイントスと言った，単純な問題に

しか適用できない．「相対度数」は，多くの場

合確率の根拠と解釈されるが，実はこれもそ

れほど明確ではない．例えば地震発生確率の

予測の問題を考えてみよう．まず，我々が持

っているデータは，地質学的年代に比較すれ

ば極めて限られた期間のものである．さらに，

地震動を予測しようとすると，多くのモデル

やこれに関連するパラメータを推定しなけれ

ばならない．得られる結果は相対度数の体裁

を取っているように見えるが，そこには予測

者の（主観的）判断が入っている．このよう

な確率は，「科学的」という衣をまとった，予
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測者の確信の度合いである「主観確率」に近

いとも言える．言うまでもなく，「主観確率」

は，先験的な確信の度合いを観測結果により

更新してゆく，ベイズ統計学で発展してきた

概念である． 

 確率の定義もさることながら，確率の意味

も，それが用いられる状況により，大きく異

なると感じる．例えばそれは，死亡率を巡る

保険会社と個人の，その持つ意味の違いであ

る．病院で検査の結果「あなたは悪性のがん

で，平均余命は 1年です．」と宣告された場合

を考えればよい．このような情報は，生命保

険会社が保険商品を企画するとき用いるデー

タと本質的に同じである．保険会社は，莫大

な数の保険加入者を対象としているので，そ

の平均的な死亡率の推定値があれば，保険商

品の設計は十分できる．この場合の確率（相

対度数）の持つ意味は明確であり，合理的で

ある．しかし一方，一人の患者にとって，こ

の死亡確率がどのような意味を持つかは，

個々人で大きく異なると思われる．この場合，

その意思決定主体のその危険事象に関する選

考(preference，強気，弱気等)が意思決定を

大きく左右する．  

2.3 許容されるリスク・レベル 

リスク評価の一つの重要な側面に，社会で

許容されるリスクを考えるという問題がある．

しかし，許容リスクは，そこに一つの絶対的

な閾値が存在すると考えるのは，適当ではな

い． 

結果が重大な事象に対する許容リスクは，

当然小さいと考えられる．さらに個々人には

それぞれのリスクに対する選好（preferences）

があり，人によりそれぞれの対象に対するリ

スクの受容は異なっている．古くは，

Starr(1969) に よ り ， 受 動 的 リ ス ク

(involuntary risks) と 能 動 的 リ ス ク

(voluntary risks)に明確な差があると言う

指摘があり，Slovic(1987)は，未知性（not 

observable，unknown）と恐ろしさ(dread， 

uncontrollable)といった因子が，人のリスク

の認知に大きく影響することを示した 2)，3)． 

このようなリスク受容のあいまいさを表現

するために考案された枠組み(framework)と

して，例えば英国の Health and Safety 

Executive (1999)4)は，つぎの３つの領域か

ら構成されているリスク領域を提案した． 

(1) 非許容リスク領域：異常な状況(戦争，

救助活動等)以外は，リスクが正当化さ

れない． 

(2) 合理的に実施できる範囲で出来るだけ

リスクを低くすべき領域（ALARP: as low 

as reasonably practicable）：もしリス

クを低減する費用が，低減することので

きるリスクにひどく不釣合いな場合に

は，リスクを許容できる． 

(3) 無視できるリスク領域： リスクが小さ

い，または小さくされ，更なる低減措置

が不必要である領域． 

ALARP という範囲は，英国の判例（case law）

では確立されており，それは「リスクを回避

するために必要な対策に含まれる（金額，時

間または労力における）犠牲」が，総体とし

て得られる利益にひどく不釣合いな場合のこ

とを意味する．ALARP 原則は，英国の安全衛

生法(Health and Safety ACT)において採用さ

れている（GEO, 20075）; Diamantidis, 20086)）． 

ところで，社会的リスクを表すもっとも一

般的な方法は，F-N曲線を用いるものである．

Fは頻度，Nは犠牲者数を表す．（犠牲者数の

代わりに，被害総額で表す場合もある．）すな

わち，F-N 曲線は，犠牲者 n 人以上が発生す

る当該ハザードの発生確率を現したもので，

確率分布関数 FN(n)と次のような関係にある： 
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， 1987）8)，
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名程度）に対する許容頻度は
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曲線としては，オ
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，香港計画局の

斜面崩壊リスクに関するもの（GEO， 2007）
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縦軸に対象事象の

その事象が発生した時の

リスクが許容される

領域と非許容領域を一本の線で区切ることは

上述した ALARP 領域

領域を３つに区分している．これら

小被害（犠牲者が

名程度）に対する許容頻度は，比較的

大被害に対するそれ

ことが分かる．大被害

領域の比較 13) 
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 本章の最後に

の方法を

介したい

学での最終講義で

た環境リスクの研究に至る道程について触れ

ている

 水環境の一貫をなす下水道を作りたい

かし

かという問題で悩んだ末

ら，

していることを知った

ク評価と言う手法を中西は

と言う白黒の判断に比べて優れていると感じ

た点
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なわち
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リスクをどう管理するかと言う課題に

も直面することになる

 こういう考え方は日本人には向かないとい

う話をよく耳にする
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－極小頻度の事象に対する許容値の決定の困

難さをうかがわせる結果となっている

4 中西準子の

本章の最後に

の方法を発展させた

介したい 10)，11)

学での最終講義で

環境リスクの研究に至る道程について触れ

ている． 

水環境の一貫をなす下水道を作りたい

かし，下水処理水を循環に取り込んで大丈夫

という問題で悩んだ末

，米国で発がん性リスクにより水質を評価

していることを知った

ク評価と言う手法を中西は

と言う白黒の判断に比べて優れていると感じ

た点は，「少量でもそれなりの確率

がある」と言う

なわち，全くリスクがないという状態が存在

しない，という認識の重要性の強調である

別の箇所で，

，次のように述べている

「危険性をリスクと表現することは

言い換えではない

があってそれ以下なら安全で

と危険であるという二分法的な考え方を否定

するところからはじまる

ない．リスク論とは

とわれわれは，

ある． 

リスク論には

に逃げ込んで問題を解決することができない

リスクをどう管理するかと言う課題に

も直面することになる

こういう考え方は日本人には向かないとい

う話をよく耳にする

主張する．たしかに

－極小頻度の事象に対する許容値の決定の困

難さをうかがわせる結果となっている

中西準子の環境リスク

本章の最後に，環境リスク評価の分野で

発展させた，中西準子の

)，12)．中西は

学での最終講義で，1980 年代半ばから

環境リスクの研究に至る道程について触れ

水環境の一貫をなす下水道を作りたい

下水処理水を循環に取り込んで大丈夫

という問題で悩んだ末，

米国で発がん性リスクにより水質を評価

していることを知った．この確率によるリス

ク評価と言う手法を中西は

と言う白黒の判断に比べて優れていると感じ

「少量でもそれなりの確率

言う点である，

全くリスクがないという状態が存在

という認識の重要性の強調である

，中西は環境リスク評価につい

次のように述べている

「危険性をリスクと表現することは

言い換えではない．従来の考え方

があってそれ以下なら安全で

と危険であるという二分法的な考え方を否定

するところからはじまる．

リスク論とは，安全領域がない危険性

，どうつきあうかという科学で

リスク論には，安全領域がないから

に逃げ込んで問題を解決することができない

リスクをどう管理するかと言う課題に

も直面することになる．・・・

こういう考え方は日本人には向かないとい

う話をよく耳にする．特に

たしかに，これまでの日本人は
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難さをうかがわせる結果となっている．

環境リスク論 

環境リスク評価の分野で

中西準子の考え方を紹

中西は，その横浜国立大

年代半ばから開始し

環境リスクの研究に至る道程について触れ
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米国で発がん性リスクにより水質を評価

この確率によるリス

ク評価と言う手法を中西は，従来の安全基準
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米国で発がん性リスクにより水質を評価
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単なる
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と危険であるという二分法的な考え方を否定

リスクには安全が

安全領域がない危険性

どうつきあうかという科学で

，そこ

に逃げ込んで問題を解決することができない．

，いつ

こういう考え方は日本人には向かないとい

官庁の人はそう

これまでの日本人は，
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リスク論など受け入れないというのが，一般

的であった．市民運動の要求，新聞や週刊誌

の論調を見ていると，平時は行政機関にすべ

てを委せ，事件が起きると行政機関の責任追

及一色になる．絶対安全がどこかにあり，そ

れを行政が用意してくれることが前提になっ

ている論調が圧倒的である． 

 しかし，私はリスク論が日本人に受け入れ

られないという常識を認めない．理由は三つ

ある．一つはそれでしか，今まで以上の安全

を保障できないこと，第二に，教育水準が高

いこと，第三は，生活水準が高く，そのレベ

ルがかなり揃っていること，つまり上下の格

差が小さいことである．」（中西，1995，p.4-5）

10) 

 もう一つの中西の環境リスク論の特徴は，

その適用範囲の限定である．それは中西が研

究の初期の段階で関わった，公害問題との対

照において，次のように述べられている． 

「もう一つ私がリスク評価という考えを必要

とした背景がありました．それは，公害問題

と環境問題の違いです．公害問題では，リス

クは非常に大きく誰の目にも明らかでした．

しかし，影響範囲はどちらかといえば小さく

局所的な問題でした．一方，問題の質が変化

して，今，私たちが直面している環境問題で

は，リスクは小さくなり，昔のセンスでは安

全だが，不安が残るというレベルに達してい

ます．」(中西，2004， p.35) 12) 

 中西が説く，環境リスク評価が説得力を持

つ，もう一つの理由は，彼女の初期の研究ス

タイルと，関係している．中西は，共産党員

であった父親への反動で，言葉や思想という

ものに不信感を抱き，実験や観測で仮説を検

証できる，科学に魅力を感じたと述べている．

従って初期の研究は，ファクト（事実）の積

み上げに基づいて結論を導くというスタイル

に徹していた． 

 このような研究スタイルを持つことで知ら

れていた中西が，環境リスク論を開発したと

ころに，周囲からの信頼が得られたというフ

ァクターも見逃せないと，筆者は考える． 

 その中西が，環境リスク評価手法の開発を

通して，新しい境地も見えると述べている．

その契機は，種々のリスクの統一的な比較を

可能にした研究成果であった．中西は，最終

講義を次のように締め括っている． 

「この解析（リスクによる統一評価）は仮定

も多いけれど，確実なものだけを頼りにして

いた解析では見えないものをみえるようにし

てくれます．私はリスク評価の研究のなかで，

この新しく開かれた世界にひどく感銘を受け

ました．そして，こういうことができるのな

らば，ファクトと言う縛りを離れて，もう少

し自分の思考を自由にさせようと思うように

なりました．私は，自分が子供のときから自

分に課してきた課題，ファクトを超えるなと

いう考え方から少しずつ自分を解放しつつあ

るのだと思っています．」（中西，2004，p.85）

12) 

3.構造物の信頼性設計 

 この章では，一般の土木・建築構造物のリ

スク評価，すなわち信頼性設計について述べ

る．通常の構造物は，言うまでもなく，何ら

かの設計規準に基づいて設計される．2000 年

頃から 2010 年代後半までは，我が国の主要な

土木構造物の設計規準が，性能設計概念と信

頼性設計の導入により，大幅に改定された時

期に当たる．本章ではそのような改定の内容

も踏まえ，これら規準がどのような考え方で

その安全性を担保しているかを紹介する．紙

面の制約の関係上，大変雑駁な記述となる．

詳細は，本城・大竹(2018)を参照されたい 13)． 

3.1 性能設計概念と構造物の信頼性 



福井の科学者

 

 1989
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たものである
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用可能(少しの補修で復旧

造物の倒壊で人命が失われない）」を目標性能

として設計することを意味する

築物の発注者は

築物の性能を示し

できるように建築物を設計する

図-2 
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1989 年にカリフォルニアを

リータ地震と 1994 年

人命はともかく，前者では

億ドルの経済被害があり

規模に対して不相応な

また同時に多くの建築物で

ていた耐震性能と，

震性能が大きく異なり

しなかったが，内部の機器は大被害を受けた

両者の間に重大な

ギャップがあることが明らかになった

後者のギャップを埋めるために

れたのが，性能マトリックスの考え方

(SEAOC， 1995)

に示すように

建築物の被害レベル

軸として，構造物の重要度をパラメータとし
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たものである．例えば

現期間がそれぞれ 72

震に対して，「完全使用可能（ほぼ無傷）」
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カリフォルニアを襲ったロマプ

年のノースリッジ地震で

前者では 70億ドル

経済被害があり，

不相応な被害規模と考えられた

また同時に多くの建築物で，発注者

，設計者が目指していた耐

震性能が大きく異なり（例えば

内部の機器は大被害を受けた

重大なコミュニケーション・

ことが明らかになった

後者のギャップを埋めるために
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設計者に対し
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できるように建築物を設計する
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，これは地震の
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発注者が意図し

設計者が目指していた耐

（例えば，建物は倒壊

内部の機器は大被害を受けた
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ことが明らかになった．特に

後者のギャップを埋めるために， 1995 年に

性能マトリックスの考え方
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，荷重頻度を縦

構造物の重要度をパラメータとし

表示することを提案し

重要構造物では，再

年，970 年の地

「完全使用可能（ほぼ無傷）」，「使

「人命安全（構

造物の倒壊で人命が失われない）」を目標性能

として設計することを意味する．従って，建

設計者に対し自らが望む建

設計者はその性能を担保

できるように建築物を設計する．この性能マ

の性能マトリックス 14) 
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年の地
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造物の倒壊で人命が失われない）」を目標性能

建

自らが望む建

担保

この性能マ

トリックスに代表される性能設計の考え方は

現在では我が国の設計規準でも基本的な考え

方の一つになっている

以上からも理解されるように

ックス

発注者／利用者

こと

求性能を持つ構造物を

者が

的な枠組みを整備するために発想されたと理
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政（発注者）と
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必ずしもそうはなっていなかった事に対する

反省がある

 こ
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の我が国の社会基盤施設や建築物に

うな

性（リスク

ついて考えてみたい

め，

り大胆な仮定が諸所に導入されている

は，

い 1

 建築基準法の改正により

された建築物の耐震設計は

動（供用期間中に発生する可能性が高い地震

動）

発生する地震動）

建築物が大きな損傷を受けない

ては建築物が倒壊しない

に設計されている

ということを

を損なうレベルに達しない」と解釈すると

建築基準法の耐震設計の要求性能は一応

 

トリックスに代表される性能設計の考え方は

現在では我が国の設計規準でも基本的な考え

方の一つになっている

以上からも理解されるように

クスは，設計しようとする構造物の性能を

発注者／利用者

こと，さらには

求性能を持つ構造物を

者が，透明性と説明性を持って提供する社会

的な枠組みを整備するために発想されたと理

解できる．社会基盤施設について言えば

用者たる市民が

政（発注者）と

いう図式である

必ずしもそうはなっていなかった事に対する

反省がある．  

このような市民

の一助として，

の我が国の社会基盤施設や建築物に

うな性能が想定され

（リスク・レベル）

ついて考えてみたい

，この記述では

り大胆な仮定が諸所に導入されている

，本城・大竹

13)． 

建築基準法の改正により

された建築物の耐震設計は

（供用期間中に発生する可能性が高い地震

動）と L2 地震動

発生する地震動）

建築物が大きな損傷を受けない

ては建築物が倒壊しない

に設計されている

ということを，「建築物の損傷が

を損なうレベルに達しない」と解釈すると

建築基準法の耐震設計の要求性能は一応

トリックスに代表される性能設計の考え方は

現在では我が国の設計規準でも基本的な考え

方の一つになっている． 

以上からも理解されるように

設計しようとする構造物の性能を

発注者／利用者に理解できるように明示する

さらには発注者／利用者

求性能を持つ構造物を，専門職

透明性と説明性を持って提供する社会

的な枠組みを整備するために発想されたと理

社会基盤施設について言えば

市民がその性能を理解した上で

政（発注者）と技術者は，

である．そこには，

必ずしもそうはなっていなかった事に対する

 

のような市民，行政と技術者の間の対話

，非常に大胆ではあるが

の我が国の社会基盤施設や建築物に

性能が想定され，それがどの程度の信頼

レベル）で達成されているかに

ついて考えてみたい．議論を具体的にするた

この記述では，筆者の主観により

り大胆な仮定が諸所に導入されている

本城・大竹(2018)の第

建築基準法の改正により

された建築物の耐震設計は

（供用期間中に発生する可能性が高い地震

地震動（同期間中に極めてまれに

発生する地震動）に対して

建築物が大きな損傷を受けない

ては建築物が倒壊しない，

に設計されている．「大きな損傷を受けない」

「建築物の損傷が

を損なうレベルに達しない」と解釈すると

建築基準法の耐震設計の要求性能は一応

トリックスに代表される性能設計の考え方は

現在では我が国の設計規準でも基本的な考え

 

以上からも理解されるように，性能マトリ

設計しようとする構造物の性能を

に理解できるように明示する

発注者／利用者が合意した要

専門職たる構造

透明性と説明性を持って提供する社会

的な枠組みを整備するために発想されたと理

社会基盤施設について言えば

その性能を理解した上で

，それを提供すると

，従来の枠組みが

必ずしもそうはなっていなかった事に対する

と技術者の間の対話

非常に大胆ではあるが，

の我が国の社会基盤施設や建築物に，どの

それがどの程度の信頼

で達成されているかに

議論を具体的にするた

の主観により，

り大胆な仮定が諸所に導入されている．

の第 8章を参照された

建築基準法の改正により，1982 年以降建設

された建築物の耐震設計は，それぞれ L1

（供用期間中に発生する可能性が高い地震

（同期間中に極めてまれに

に対して，前者に対しては

建築物が大きな損傷を受けない，後者に対し

，ということを

「大きな損傷を受けない」

「建築物の損傷がその財産価値

を損なうレベルに達しない」と解釈すると

建築基準法の耐震設計の要求性能は一応

トリックスに代表される性能設計の考え方は，

現在では我が国の設計規準でも基本的な考え

性能マトリ

設計しようとする構造物の性能を，

に理解できるように明示する

が合意した要

構造技術

透明性と説明性を持って提供する社会

的な枠組みを整備するために発想されたと理

社会基盤施設について言えば，利

その性能を理解した上で，行

それを提供すると

従来の枠組みが，

必ずしもそうはなっていなかった事に対する

と技術者の間の対話

，現在

どのよ

それがどの程度の信頼

で達成されているかに

議論を具体的にするた

，かな

．詳細

章を参照された

年以降建設

L1地震

（供用期間中に発生する可能性が高い地震

（同期間中に極めてまれに

前者に対しては

後者に対し

ということを目標

「大きな損傷を受けない」

財産価値

を損なうレベルに達しない」と解釈すると，

建築基準法の耐震設計の要求性能は一応，図 



 

 

-3のように描けるのではないかと思われる

ここで

い作用」とは

100年再現期待値程度

程度の地震動）

待値以上の地震動が

回以上生起する確率は

一方「供用期間中に極めてまれに発生する

作用」が，

定説はない

われた「想定外」という言葉はその当時

年に一度の事象」と言われた

ここでは

スでも採用された

る．1000

年の供用期間中に

約 5%である

 道路橋示方書が二段階耐震設計を導入した

のは，兵庫県南部地震後の

こでも L1

「地震前と同じ橋としての

(供用性)

図-3我が国

図-4 我が国の道路橋で想定されている要求性能

 

のように描けるのではないかと思われる

ここで，「供用期間中に発生する可能性の高

い作用」とは，いろいろな通念から考えて

年再現期待値程度

程度の地震動）と考えられる

待値以上の地震動が

回以上生起する確率は

一方「供用期間中に極めてまれに発生する

，どの程度の

定説はない．東日本大震災の津波に対して言

われた「想定外」という言葉はその当時

年に一度の事象」と言われた

ここでは，SEAOC(199

スでも採用された，1000

1000 年再現期待値以上の地震動が

年の供用期間中に 1

である． 

道路橋示方書が二段階耐震設計を導入した

兵庫県南部地震後の

L1及び L2地震動に対して

「地震前と同じ橋としての

)」性能を，後者には

我が国の建築物で想定されている要求性能

我が国の道路橋で想定されている要求性能

 

のように描けるのではないかと思われる

「供用期間中に発生する可能性の高

いろいろな通念から考えて

年再現期待値程度（100 年に

と考えられる．

待値以上の地震動が，50年の供用期間中に

回以上生起する確率は，約 40%である

一方「供用期間中に極めてまれに発生する

どの程度の事象を考えているのか

東日本大震災の津波に対して言

われた「想定外」という言葉はその当時

年に一度の事象」と言われた場合

SEAOC(1995)の耐震性能マトリック

1000 年再現期待値を

年再現期待値以上の地震動が

1回以上生起する確率は

道路橋示方書が二段階耐震設計を導入した

兵庫県南部地震後の 1997

地震動に対して

「地震前と同じ橋としての機能を確保する

後者には，「落橋に対する

の建築物で想定されている要求性能

我が国の道路橋で想定されている要求性能

 

のように描けるのではないかと思われる

「供用期間中に発生する可能性の高

いろいろな通念から考えて，

年に 1回発生する

．100 年再現期

年の供用期間中に

である． 

一方「供用期間中に極めてまれに発生する

を考えているのか，

東日本大震災の津波に対して言

われた「想定外」という言葉はその当時，「千

場合があった．

の耐震性能マトリック

年再現期待値を考え

年再現期待値以上の地震動が，50

回以上生起する確率は，

道路橋示方書が二段階耐震設計を導入した

1997 年である．こ

地震動に対して，前者には

機能を確保する

「落橋に対する

の建築物で想定されている要求性能

我が国の道路橋で想定されている要求性能

  

- 27 - 

のように描けるのではないかと思われる． 

「供用期間中に発生する可能性の高

，

回発生する

年再現期

年の供用期間中に 1

一方「供用期間中に極めてまれに発生する

，

東日本大震災の津波に対して言

「千

．

の耐震性能マトリック

考え

50

，

道路橋示方書が二段階耐震設計を導入した

こ

前者には，

機能を確保する

「落橋に対する

安全性を確保する

いは

復できる

ている

 ここでは

合の

すると

ような

できる

考え方は

と，

性能マトリックスで要求性能を表示すると

あたかも設定された要求性能が

れる構造物の設計が

印象を与えてしまう

てば

要求性能が満たされない可能性

壊の可能性

頼性

要求性能に関する信頼

がどの程度なのかは

ここでは建築物を例に採って

等を参考に

とを試みる

で定義される要求性能は

を設定し

構造物の性能である

もとで

とで

が生起した上で

確率を

破壊確率が

慮して計算することと比較すると

用を所与としているので

破壊確率を計算していることになる

はこの条件付破壊確率を推定する

 筆者

 
の建築物で想定されている要求性能 13) 

 
我が国の道路橋で想定されている要求性能 13) 

 

安全性を確保する

いは，「地震後，

復できる(修復性

ている． 

ここでは，供用性を「財産の保全」（橋の場

の「供用性の確保」と

すると，道路橋の要求性能もまた

ような，性能マトリックスにより表すことが

できる．この性能マトリックスの要求性能の

考え方は，建築物の性能マトリックスのそれ

，きわめて類似していることがわかる

性能マトリックスで要求性能を表示すると

あたかも設定された要求性能が

れる構造物の設計が

印象を与えてしまう

てば，それぞれの要求性能には信頼

要求性能が満たされない可能性

壊の可能性(=破壊確率

性=1-破壊確率と定義される

要求性能に関する信頼

がどの程度なのかは

ここでは建築物を例に採って

等を参考に，実際にこれらの値を推定するこ

とを試みる 15)．

で定義される要求性能は

を設定し，その作用が実際に生起したときの

構造物の性能である

もとで，構造物がある限界状態を超えないこ

とで，要求性能は満足される

が生起した上で

確率を，破壊確率とすることである

破壊確率が，作用と抵抗双方の不確実性を考

慮して計算することと比較すると

用を所与としているので

破壊確率を計算していることになる

はこの条件付破壊確率を推定する

筆者の推定の結果を

 福井の科学者

安全性を確保する(安全性)

，橋としての機能を速やかに回

修復性)」（B種の橋）性能を要求し

供用性を「財産の保全」（橋の場

「供用性の確保」と同義とする

道路橋の要求性能もまた

性能マトリックスにより表すことが

この性能マトリックスの要求性能の

建築物の性能マトリックスのそれ

きわめて類似していることがわかる

性能マトリックスで要求性能を表示すると

あたかも設定された要求性能が

れる構造物の設計が，可能であるかのような

印象を与えてしまう．信頼性設計の立場に立

それぞれの要求性能には信頼

要求性能が満たされない可能性

破壊確率)も常に存在する

破壊確率と定義される

要求性能に関する信頼性，

がどの程度なのかは，興味ある問題である

ここでは建築物を例に採って

実際にこれらの値を推定するこ

．ところで，

で定義される要求性能は，

その作用が実際に生起したときの

構造物の性能である．すなわち

構造物がある限界状態を超えないこ

要求性能は満足される

が生起した上で，対象とする限界状態の超過

破壊確率とすることである

作用と抵抗双方の不確実性を考

慮して計算することと比較すると

用を所与としているので，

破壊確率を計算していることになる

はこの条件付破壊確率を推定する

の推定の結果を，図

福井の科学者 137 号（2021

)」(A 種の橋

橋としての機能を速やかに回

種の橋）性能を要求し

供用性を「財産の保全」（橋の場

同義とする）と表現

道路橋の要求性能もまた図-4に示す

性能マトリックスにより表すことが

この性能マトリックスの要求性能の

建築物の性能マトリックスのそれ

きわめて類似していることがわかる

性能マトリックスで要求性能を表示すると

あたかも設定された要求性能が 100%満足さ

可能であるかのような

信頼性設計の立場に立

それぞれの要求性能には信頼性があり

要求性能が満たされない可能性，すなわち破

も常に存在する

破壊確率と定義される．）それぞれの

，あるいは破壊確率

興味ある問題である

ここでは建築物を例に採って，神田の研究

実際にこれらの値を推定するこ

，性能マトリックス

，あるレベルの作用

その作用が実際に生起したときの

すなわち，ある作用の

構造物がある限界状態を超えないこ

要求性能は満足される．これは，

対象とする限界状態の超過

破壊確率とすることである．一般の

作用と抵抗双方の不確実性を考

慮して計算することと比較すると，これは作

，作用所与の条件付

破壊確率を計算していることになる．ここで

はこの条件付破壊確率を推定する． 

図-5に示した

2021 年 12 月） 

種の橋)ある

橋としての機能を速やかに回

種の橋）性能を要求し

供用性を「財産の保全」（橋の場

）と表現

に示す

性能マトリックスにより表すことが

この性能マトリックスの要求性能の

建築物の性能マトリックスのそれ

きわめて類似していることがわかる． 

性能マトリックスで要求性能を表示すると，

満足さ

可能であるかのような

信頼性設計の立場に立

があり，

すなわち破

も常に存在する．（信

それぞれの

あるいは破壊確率

興味ある問題である． 

神田の研究

実際にこれらの値を推定するこ

性能マトリックス

あるレベルの作用

その作用が実際に生起したときの

ある作用の

構造物がある限界状態を超えないこ

，作用

対象とする限界状態の超過

一般の

作用と抵抗双方の不確実性を考

これは作

作用所与の条件付

ここで

に示した．それ



福井の科学者

 

ぞれの要求性能に対する信頼度の推定方法

詳細は，

先に述べたように

年に発生する確率は

0.05 程度

じてのリスク

L2 では

ISOにより出版されている

信頼性の一般原則」で提示されているリス

ク・レベルと比較しても遜色ないレベルであ

る 15)． 

3.2 構造物設計における想定外

先に 2

領域がないから

決することができない

るかと言う課題に

る．」という言葉を紹介した

信頼性設計

の破壊する確率はゼロではないので

た場合でもその被害が不相応に大きくならな

い設計上の配慮を行わなければならない」と

いう，リスク管理の考え方

導入されており

や「強靭性

で表現され

冗長性

きる構造物の品質」

図-5 建築物の要求性能の条件付き信頼性

（所与の作用が発生した時の建築物の信頼性）

福井の科学者 137 号（2021

ぞれの要求性能に対する信頼度の推定方法

，先に示した文献を参照されたい

先に述べたように，

年に発生する確率は

程度なので，総体としての供用期間を通

じてのリスク・レベルは

では 10-4から 10

により出版されている

信頼性の一般原則」で提示されているリス

レベルと比較しても遜色ないレベルであ

 

構造物設計における想定外

2.4で，中西の「

領域がないから，そこに逃げ込んで問題を解

決することができない

るかと言う課題に，

」という言葉を紹介した

信頼性設計において

の破壊する確率はゼロではないので

た場合でもその被害が不相応に大きくならな

い設計上の配慮を行わなければならない」と

リスク管理の考え方

導入されており，それは

や「強靭性(robustness)

されている．

冗長性は，「設計機能を損傷状態でも発揮で

きる構造物の品質」，

建築物の要求性能の条件付き信頼性

（所与の作用が発生した時の建築物の信頼性）

2021 年 12 月） 

ぞれの要求性能に対する信頼度の推定方法

先に示した文献を参照されたい

，L1 地震動が供用期間

年に発生する確率は 0.4 程度，

総体としての供用期間を通

レベルは，L1 では

10-5レベルとなる

により出版されている ISO2394

信頼性の一般原則」で提示されているリス

レベルと比較しても遜色ないレベルであ

構造物設計における想定外

中西の「リスク論には

そこに逃げ込んで問題を解

決することができない．リスクをどう管理す

，いつも直面することにな

」という言葉を紹介した． 

においても，「設計された構造物

の破壊する確率はゼロではないので

た場合でもその被害が不相応に大きくならな

い設計上の配慮を行わなければならない」と

リスク管理の考え方に基づいた概念

それは「冗長性

(robustness)」と言うキーワード

． 

「設計機能を損傷状態でも発揮で

，強靭性は，「火災

建築物の要求性能の条件付き信頼性

（所与の作用が発生した時の建築物の信頼性）

 

ぞれの要求性能に対する信頼度の推定方法の

先に示した文献を参照されたい 13)

地震動が供用期間 50

，L2 のそれは

総体としての供用期間を通

では 10-3程度

レベルとなる．これは

ISO2394「構造物の

信頼性の一般原則」で提示されているリス

レベルと比較しても遜色ないレベルであ

構造物設計における想定外への対応 

リスク論には，安全

そこに逃げ込んで問題を解

リスクをどう管理す

いつも直面することにな

 

「設計された構造物

の破壊する確率はゼロではないので，破壊し

た場合でもその被害が不相応に大きくならな

い設計上の配慮を行わなければならない」と

に基づいた概念が

「冗長性(redundancy)

」と言うキーワード

「設計機能を損傷状態でも発揮で

「火災，爆発，

建築物の要求性能の条件付き信頼性 13)

（所与の作用が発生した時の建築物の信頼性）

- 28 - 

の

3)．

50

のそれは

総体としての供用期間を通

程度，

これは，

「構造物の

信頼性の一般原則」で提示されているリス

レベルと比較しても遜色ないレベルであ

安全

そこに逃げ込んで問題を解

リスクをどう管理す

いつも直面することにな

「設計された構造物

破壊し

た場合でもその被害が不相応に大きくならな

い設計上の配慮を行わなければならない」と

が

(redundancy)」

」と言うキーワード

「設計機能を損傷状態でも発揮で

，

衝撃

構 造 物 が 原 因 に 対 し て 不 相 応

(disproportion

物の能力

の概念に基づき

の性能も考慮した設計をしなければならない

ことが規定され

慮であるかという事も記述されている

 それらは

的配慮もあるが

な注意の必要の指摘である

計の最終段階は

挙動に関する（経験に基づく）理解の深さと

それに基づく注意深い配慮に負うところが大

きい

 

4.原子力発電所

4.1

 原子力発電所のリスク

の研究対象ではない

の

Probabilistic Risk Assessment)

取り上げる

くの

例として

福島

原子力発電所の炉心溶解事故の発生確率を

次のように大雑把に計算した

(炉年事

　           事

ここで原子炉の数や

ものとすべき

う炉

以下という年事故率とは

る．

 PRA

3) 

（所与の作用が発生した時の建築物の信頼性） 

衝撃，ヒューマン・エラーの結果等によって

構 造 物 が 原 因 に 対 し て 不 相 応

disproportion

物の能力．(ISO2394)

の概念に基づき

の性能も考慮した設計をしなければならない

ことが規定され

慮であるかという事も記述されている

それらは，全体的構造形式の選択等

的配慮もあるが

な注意の必要の指摘である

計の最終段階は

挙動に関する（経験に基づく）理解の深さと

それに基づく注意深い配慮に負うところが大

きい． 

原子力発電所

1 はじめに 

原子力発電所のリスク

の研究対象ではない

の 確 率 に よ る

Probabilistic Risk Assessment)

取り上げる WASH

くの先駆的な研究があり

例として注目していた

福島の事故後

原子力発電所の炉心溶解事故の発生確率を

次のように大雑把に計算した

( )
(

炉年事故率
炉数

　           事

ここで原子炉の数や

ものとすべきだろう

炉年事故率は

以下という年事故率とは

． 

PRA には大雑把に言って

ヒューマン・エラーの結果等によって

構 造 物 が 原 因 に 対 し て 不 相 応

disproportion-ate)な被害を受けない構造

(ISO2394)」と定義される

の概念に基づき，万一破壊したときの構造物

の性能も考慮した設計をしなければならない

ことが規定され，実際にそれがどのような配

慮であるかという事も記述されている

全体的構造形式の選択等

的配慮もあるが，多くは構造細目に渡る細か

な注意の必要の指摘である

計の最終段階は，担当技術者のその構造物の

挙動に関する（経験に基づく）理解の深さと

それに基づく注意深い配慮に負うところが大

原子力発電所のリスク評価

 

原子力発電所のリスク評価は

の研究対象ではない．とは言え

確 率 に よ る リ ス ク 評 価

Probabilistic Risk Assessment)

WASH-1400 を始め

研究があり，

注目していた． 

事故後，すぐに思いついて

原子力発電所の炉心溶解事故の発生確率を

次のように大雑把に計算した

3

(
)

(  54) (

2.2 10 (

事故件

炉数 平均稼働年数

　           事故／炉年

ここで原子炉の数や，稼働年数をより正確な

だろうが，計算された

年事故率は，WASH-1400

以下という年事故率とは，

には大雑把に言って

ヒューマン・エラーの結果等によって

構 造 物 が 原 因 に 対 し て 不 相 応

な被害を受けない構造

」と定義される

万一破壊したときの構造物

の性能も考慮した設計をしなければならない

実際にそれがどのような配

慮であるかという事も記述されている．

全体的構造形式の選択等の

多くは構造細目に渡る細か

な注意の必要の指摘である．結局構造物の設

担当技術者のその構造物の

挙動に関する（経験に基づく）理解の深さと

それに基づく注意深い配慮に負うところが大

のリスク評価 

評価は，筆者の直接

とは言え原子力発電所

リ ス ク 評 価

Probabilistic Risk Assessment)は，次節で

を始め，この分野で

，PRA の一つの

 

すぐに思いついて，日本の

原子力発電所の炉心溶解事故の発生確率を

次のように大雑把に計算した事を覚えている

 3)

(  25

( )

故件数

平均稼働年数

故／炉年

稼働年数をより正確な

計算された 10

1400等で見ていた

，オーダー違いであ

には大雑把に言って，帰納的な方法と

ヒューマン・エラーの結果等によって，

構 造 物 が 原 因 に 対 し て 不 相 応

な被害を受けない構造

」と定義される 16)．こ

万一破壊したときの構造物

の性能も考慮した設計をしなければならない

実際にそれがどのような配

． 

の戦略

多くは構造細目に渡る細か

結局構造物の設

担当技術者のその構造物の

挙動に関する（経験に基づく）理解の深さと，

それに基づく注意深い配慮に負うところが大

筆者の直接

原子力発電所

リ ス ク 評 価 (PRA: 

次節で

この分野で多

の一つの規範

日本の

原子力発電所の炉心溶解事故の発生確率を，

を覚えている． 

 25 )平均稼働年数 年
 

稼働年数をより正確な

10-3とい

等で見ていた10-5

オーダー違いであ

帰納的な方法と



 

 

演繹的な方法の

方法では

して，基本的に

り確率を計算する

ての確率が直接計算されるので

信頼性は高いと考えられる

では，対象事象が生起する

象を正確に把握している

ナリオが実現する確率を

生起確率より計算する

誤りや見

多くの問題がある

しながら

生確率は推定される

 先に示した建築物の地震による被害確率は

例えば兵庫県南部地震の被害状況調査結果か

ら帰納的に計算された値

な方法も加えて

原子炉事故の確率は

算定することは不可能で

主に用いて

 以下に

献である

ついて紹介する

4.2 米国における

 確率によるリスク評価

的な研究事例として

行った WASH

てもいろいろなリスク評価研究で

るほどである

背景で成されたのか

的影響，

した役割などは

 ここでは

な 側 面 を

Regulatory Commission)

基づいて紹介する

 

演繹的な方法の 2種類の

方法では，データベースがあることを前提と

基本的に生起数を総数で割ることによ

り確率を計算する．

ての確率が直接計算されるので

信頼性は高いと考えられる

対象事象が生起する

象を正確に把握している

ナリオが実現する確率を

生起確率より計算する

見落し，個々の事象の発生確率推定に

多くの問題がある．

しながら，与えられたデータを

生確率は推定される

先に示した建築物の地震による被害確率は

例えば兵庫県南部地震の被害状況調査結果か

ら帰納的に計算された値

な方法も加えて推定している

原子炉事故の確率は

算定することは不可能で

主に用いて算定される

以下に，米国の原子力発電の

献である WASH-1400

紹介する． 

米国における PRA

確率によるリスク評価

研究事例として

WASH-1400 は有名である

てもいろいろなリスク評価研究で

るほどである．しかし

背景で成されたのか

，その後の原子力の安全性規制に果た

した役割などは，余り知られていない

ここでは WASH-1400

な 側 面 を ， 2016

Regulatory Commission)

基づいて紹介する．

 

種類の方法がある

データベースがあることを前提と

生起数を総数で割ることによ

．ここでは，

ての確率が直接計算されるので

信頼性は高いと考えられる．一方演繹的方法

対象事象が生起するシナリオを考え

象を正確に把握している必要がある）

ナリオが実現する確率を，個々の構成要素の

生起確率より計算する．そこにはシナリオの

個々の事象の発生確率推定に

．多くの場合

れたデータを

生確率は推定される． 

先に示した建築物の地震による被害確率は

例えば兵庫県南部地震の被害状況調査結果か

ら帰納的に計算された値等を参考に

推定している．これに対して

原子炉事故の確率は，純粋に帰納的な方法で

算定することは不可能であり，

算定される． 

米国の原子力発電の

1400 の発展経緯と

 

PRA の発展：

確率によるリスク評価(PRA)を行った

研究事例として，原子力発電所の

は有名である

てもいろいろなリスク評価研究で

しかし，その研究がどの

背景で成されたのか，またそれが与えた社会

その後の原子力の安全性規制に果た

余り知られていない

1400 についての上記のよう

2016 年 に USNRC(Nuclear 

Regulatory Commission)が出版した報告書に

．この報告書は

 

がある．帰納的

データベースがあることを前提と

生起数を総数で割ることによ

，相対度数とし

ての確率が直接計算されるので，計算結果の

一方演繹的方法

シナリオを考え（現

必要がある），そのシ

個々の構成要素の

そこにはシナリオの

個々の事象の発生確率推定に

多くの場合，両者を併用

れたデータを駆使して，発

先に示した建築物の地震による被害確率は

例えば兵庫県南部地震の被害状況調査結果か

を参考に，演繹的

これに対して

帰納的な方法で

，演繹的方法を

米国の原子力発電の PRA の代表文

の発展経緯とその影響に

の発展：WASH-1400 

を行った古典

原子力発電所の PRAを

は有名である．今日におい

てもいろいろなリスク評価研究で，引用され

その研究がどの様な

それが与えた社会

その後の原子力の安全性規制に果た

余り知られていない． 

についての上記のよう

USNRC(Nuclear 

が出版した報告書に

この報告書は，NRC の公

  

- 29 - 

帰納的

データベースがあることを前提と

生起数を総数で割ることによ

相対度数とし

計算結果の

一方演繹的方法

（現

そのシ

個々の構成要素の

そこにはシナリオの

個々の事象の発生確率推定に

併用

発

先に示した建築物の地震による被害確率は，

例えば兵庫県南部地震の被害状況調査結果か

演繹的

これに対して，

帰納的な方法で

を

の代表文

影響に

 

古典

を

今日におい

引用され

な

それが与えた社会

その後の原子力の安全性規制に果た

についての上記のよう

USNRC(Nuclear 

が出版した報告書に

の公

式の歴史家

子力技術に関わってきた技術者

が，

業における

た報告書である

 原子力技術のリスクを確率により記述しよ

うと言う試みは

Energy Commission

NRC

試みられていた

のは

呼ばれる

に改定された文書である

は多くの疑念があったため

った

うになり

り等

AEC

を認識するようになる

 

式の歴史家 Wellock

子力技術に関わってきた技術者

，2015 年に行った「

業における PRA

た報告書である

原子力技術のリスクを確率により記述しよ

うと言う試みは

Energy Commission

NRC に改名)の内部や

試みられていた

のは，WASH-740

呼ばれる，1957

に改定された文書である

は多くの疑念があったため

った．しかし，

うになり，米議会

等により，文書の公開を求める動きもあり

AEC はより強固な

を認識するようになる

図-6 

 福井の科学者

Wellock 博士と

子力技術に関わってきた技術者

年に行った「WASH

PRA の原点」という講演を元にし

た報告書である． 

原子力技術のリスクを確率により記述しよ

うと言う試みは，1950 年代から

Energy Commission， NRC の前身

の内部や，GEの技術者などにより

試みられていた．もっともよく知られている

740または Brookhaven Re

1957 年に作成され

に改定された文書である．

は多くの疑念があったため

，この文書の存在は知られるよ

米議会等で，反原子力運動の高ま

文書の公開を求める動きもあり

強固な原子力発電所の

を認識するようになる． 

 簡単な FT

福井の科学者 137 号（2021

博士と，1960 年代から原

子力技術に関わってきた技術者 Budniz

WASH-1400 と原子力産

の原点」という講演を元にし

原子力技術のリスクを確率により記述しよ

年代から AEC(Atomic 

の前身．1975

の技術者などにより

もっともよく知られている

rookhaven Rep

年に作成され，1965 年に大幅

．ただ，その結果に

は多くの疑念があったため，公表はされなか

この文書の存在は知られるよ

反原子力運動の高ま

文書の公開を求める動きもあり

原子力発電所の PRA の必要

 

FT 解析の例 17)

2021 年 12 月） 

年代から原

Budniz 博士

と原子力産

の原点」という講演を元にし

原子力技術のリスクを確率により記述しよ

(Atomic 

1975 年に

の技術者などにより

もっともよく知られている

port と

年に大幅

その結果に

されなか

この文書の存在は知られるよ

反原子力運動の高ま

文書の公開を求める動きもあり，

の必要

7) 



福井の科学者

 

 1972 年に

とを決め

新しい研究プロジェクトがスタートした

の研究プロジェクトは

授 Rasmussen

存の知識に加えて

析を用いた大幅な確率計算をこの研究に持ち

込んだ．

とにより

象が生起する確率を計算することができる

（図-6参照）

データの不足のため

りの不確実性が生じることを警告し

 WASH-1400

連鎖(sequence)

び「事故の影響

内の放射能汚染

漏れ」であった

ータの不足から

は信じていなかったが

それらを計算し

比較した

に逃げ込んで問題を解決することができない

 WASH-1400

で AEC 議長

この発表に際し

を他の稀な

比較した

を比較しながら当該リスクのレベルを考える

と言う，

適用の一つとなった

に大きな不確実性を含む

よるリスク評価結果を

の高い推定結果と比較することについては

批判があった

 1977年に

た．下院の内務委員会

福井の科学者 137 号（2021

年に AECは，WASH

める．そして

新しい研究プロジェクトがスタートした

の研究プロジェクトは

Rasmussen を中心に進め

存の知識に加えて FT

を用いた大幅な確率計算をこの研究に持ち

．FT解析では

とにより，各事象間の関係性により

象が生起する確率を計算することができる

参照）Rasmussen

データの不足のため

りの不確実性が生じることを警告し

1400 の目的は

sequence)とその確率を特定する事」及

び「事故の影響，・・・炉心の損傷

内の放射能汚染，あるいは敷地外への放射能

漏れ」であった．AEC

ータの不足から，そのようなことが可能だと

は信じていなかったが

それらを計算し，そのリスクを他のリスクと

比較した．リスク論には

に逃げ込んで問題を解決することができない

1400 の最初の結果は

議長 Dixy Lee Ray

この発表に際し，彼女は原子炉の事故リスク

を他の稀な事故事象のリスクと

比較した(図-7)．これは

を比較しながら当該リスクのレベルを考える

，今日でも使われている手法の最初の

の一つとなった

に大きな不確実性を含む

リスク評価結果を

の高い推定結果と比較することについては

批判があった． 

年にWASH-1400

院の内務委員会

2021 年 12 月） 

WASH-740 の改訂をするこ

そして，大規模な予算のもとに

新しい研究プロジェクトがスタートした

の研究プロジェクトは，MIT の原子力工学教

を中心に進められた

FT（フォール

を用いた大幅な確率計算をこの研究に持ち

解析では，ブール代数を用い

各事象間の関係性により

象が生起する確率を計算することができる

Rasmussen は，研究の初期から

データの不足のため，確率計算結果にはかな

りの不確実性が生じることを警告し

の目的は，「すべての事故に到る

とその確率を特定する事」及

・・・炉心の損傷

あるいは敷地外への放射能

AEC の関係者の多くは

そのようなことが可能だと

は信じていなかったが，研究チームは何とか

そのリスクを他のリスクと

リスク論には 

に逃げ込んで問題を解決することができない

の最初の結果は，1974

Dixy Lee Ray により発表された

彼女は原子炉の事故リスク

事象のリスクと

これは，いろいろなリスク

を比較しながら当該リスクのレベルを考える

今日でも使われている手法の最初の

の一つとなった．しかし当初から

に大きな不確実性を含む WASH-1400

リスク評価結果を，他のリスク

の高い推定結果と比較することについては

1400の最終結果が公表され

院の内務委員会では，WASH

 

の改訂をするこ

大規模な予算のもとに

新しい研究プロジェクトがスタートした．こ

の原子力工学教

られた．彼は，既

ルトツリー）解

を用いた大幅な確率計算をこの研究に持ち

ブール代数を用いるこ

各事象間の関係性により，最終事

象が生起する確率を計算することができる

研究の初期から，

計算結果にはかな

りの不確実性が生じることを警告していた．

「すべての事故に到る

とその確率を特定する事」及

・・・炉心の損傷，格納容器

あるいは敷地外への放射能

の関係者の多くは，デ

そのようなことが可能だと

研究チームは何とか

そのリスクを他のリスクと

に逃げ込んで問題を解決することができない

1974 年に下院

により発表された

彼女は原子炉の事故リスク

事象のリスクと，P-N 曲線で

いろいろなリスク

を比較しながら当該リスクのレベルを考える

今日でも使われている手法の最初の

しかし当初から，非常

1400 の確率に

他のリスクの信頼性

の高い推定結果と比較することについては，

の最終結果が公表され

WASH-1400 に対

- 30 - 

の改訂をするこ

大規模な予算のもとに

こ

の原子力工学教

既

トツリー）解

を用いた大幅な確率計算をこの研究に持ち

るこ

最終事

象が生起する確率を計算することができる．

，

計算結果にはかな

． 

「すべての事故に到る

とその確率を特定する事」及

格納容器

あるいは敷地外への放射能

デ

そのようなことが可能だと

研究チームは何とか

そのリスクを他のリスクと

に逃げ込んで問題を解決することができない 

年に下院

により発表された．

彼女は原子炉の事故リスク

曲線で

いろいろなリスク

を比較しながら当該リスクのレベルを考える

今日でも使われている手法の最初の

非常

確率に

信頼性

，

の最終結果が公表され

対

するいろいろな批判や不信が

のチームによる

施され

長

ラ校の物理学教授）の

言われる

 1978

ず「

きく成功している：原子炉の安全性の研究を

より合理的なものとした

鎖の形態を確立した

が存在する事故連鎖については

量的評価の推定手順を見出

た

summary
ることを批判した
次の問題点を指摘した

 

図-7

の例
は、隕石落下事故のリスクと同程度とし

するいろいろな批判や不信が

のチームによる

施された．このチーム

長 Lewis（カリフォルニア大学サンタバーバ

ラ校の物理学教授）の

言われる． 

1978 年秋に出された

「WASH-1400

きく成功している：原子炉の安全性の研究を

より合理的なものとした

鎖の形態を確立した

が存在する事故連鎖については

量的評価の推定手順を見出

た WASH-1400
summary(要旨)
ることを批判した
次の問題点を指摘した

 導入された気象現象予測の不確実性評
価の正確性が疑われる

7 WASH-1400
の例 7)。米国内で
は、隕石落下事故のリスクと同程度とし

するいろいろな批判や不信が

のチームによる peer review

このチームの報告書

（カリフォルニア大学サンタバーバ

ラ校の物理学教授）の故に

年秋に出された Lewis

1400 は，少なくとも次の

きく成功している：原子炉の安全性の研究を

より合理的なものとした．

鎖の形態を確立した．そして

が存在する事故連鎖については

量的評価の推定手順を見出

1400 報 告 書 の
)が，楽観的に書かれ過ぎてい

ることを批判した．さらに，
次の問題点を指摘した 

導入された気象現象予測の不確実性評
価の正確性が疑われる

1400 の要旨で示された
。米国内で 100 台の原子炉稼働のリスク

は、隕石落下事故のリスクと同程度とし

するいろいろな批判や不信があるので，

peer review が提案され

の報告書は，その委員

（カリフォルニア大学サンタバーバ

故に，Lewis 報告書と

Lewis 報告書では

少なくとも次の 3 点で大

きく成功している：原子炉の安全性の研究を

．たくさんの事故連

そして，データベース

が存在する事故連鎖については，リスクの定

量的評価の推定手順を見出した．」と述べ

報 告 書 の executive
楽観的に書かれ過ぎてい

，Lewis 報告書

導入された気象現象予測の不確実性評
価の正確性が疑われる． 

で示された P-
台の原子炉稼働のリスク

は、隕石落下事故のリスクと同程度としている

，独立

提案され，実

その委員

（カリフォルニア大学サンタバーバ

報告書と

報告書では，ま

点で大

きく成功している：原子炉の安全性の研究を

たくさんの事故連

データベース

リスクの定

と述べ，ま

executive 
楽観的に書かれ過ぎてい

報告書は，

導入された気象現象予測の不確実性評

 
-N 曲線

台の原子炉稼働のリスク
ている。 



  福井の科学者 137 号（2021 年 12 月） 

- 31 - 
 

 非現実的な退避計画は楽観的過ぎ，低い
死亡率推定になっている． 

 全体のリスク評価で，地震，火災，ヒュ
ーマンエラーが適切に考慮されていな
い． 

 原子炉がフル稼働中の事故しか考慮さ
れていない． 

 そして，「小規模の冷却液の消失事故(small 

loss of coolant accident(LOCA))」（後述）

が，大きな事故になる可能性を，始めて明ら

かにしたことを，WASH-1400 の大きな功績と

認めている．これは 1979 年 3月の TMI（スリ

ーマイルアイランド）事故で，現実となった． 

 Lewis 報告書の発表後も，NRCの WASH-1400

に対する取り扱いは混迷した．NRC は，1979

年 1月に WASH-1400 の内容には多くの重要な

示唆があるとしながら，次のような事項を含

む声明を発表した． 

 要旨(executive summary)は，報告書の

結果を適切に示しておらず，計算された

確率に含まれる不確実性について十分

に強調していない．このため，NRC はこ

の要旨の承認(endorsement)を撤回する． 

 Peer review は，適切に運用されなかっ

た． 

 計算されたリスクの絶対値を無批判に

用いてはならない． 

 この声明は，NRC が WASH-1400 を否定した

と受け止められた．1979 年 1 月 20 日のワシ

ントンポスト紙の見出しは，「NRC は

WASH-1400 の信頼性は疑問と声明」，また NY

タイムズ紙は「NRC は WASH-1400 への支持を

撤回」であった． 

 ところがこの発表の2カ月後，1979 年 3月

28 日に，スリーマイルアイランド(TMI)で炉

心溶解事故が起こった．皮肉にも TMI 事故の

後，NRCでは，WASH-1400 をベースとして，こ

れを補強する多くの研究が開始された．それ

らは，地震，ヒューマンエラー等に関する PRA

による研究である．また，民間の電力会社で

も，この種の研究が始まり，ドイツでは

WASH-1400 の方法論を用いた原子炉の安全性

の研究がスタートした． 

 このような状況になった一つの背景は，

WASH-1400 が指摘した，それまであまり注目

されていなかった small LOCA が，実際 TMI

事故の原因となったことがある．ここで

small LOCA とは，冷却水が比較的ゆっくりと

減少する事故で，このとき炉内の圧力は依然

高い．それまで事故原因として注目されてい

た large-break LOCA では，冷却水が一挙に失

われ，そのとき炉内の圧力も急激に下がると

考えられていた．この他，WASH-1400 では，

外部電源の過失，発電所の停電も重要な事故

連鎖(の引き金)と指摘されていた．結局，

WASH-1400 は，その確率によるリスク評価よ

りも，FT解析による事故連鎖の特定での有用

性が評価されたことになる．確率の推定は，

必然的に演繹的方法にならざるを得ず，この

問題は原子力発電所の PRA では，依然解決さ

れていないと考えられる． 

 福島第一原子力発電所における３つの炉心

溶解事故の過程を考証した石川迪夫の解説で

も，炉心溶解に到る事故連鎖は 3つの原子炉

でそれぞれ異なるが，基本的にすべて長時間

の電源過失と small LOCA（TMI と類似の炉心

溶解過程）によるとされている 18)． 

 この報告書では，福島の事故についても触

れているが，それが地震と津波という自然現

象を引き金として起こったと言う事以外，深

い言及はない．おそらく 2015 年時点では，事

故の詳しい状況は不明であったと思われる． 
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 この NRCの報告書の結論は，次の通りであ

る．「WASH-1400 以来，PRA は原子力発電所の

政策と規制に用いる成熟した道具として進化

してきた．多くの政府や産業界の研究が，原

子力発電所に伴うリスクのより深い理解に貢

献してきた．最近の，地震，火災，洪水，及

び人間の信頼性を包含したリスクモデル開発

の努力も，その元を WASH-1400 やその他の初

期のリスク定量化の試みに求めることができ

る．近年用いられている PRAは，安全な原子

力発電所の環境を創造することを助けてい

る．」 

4.3 原子力発電所のリスク評価の問題点 

 政府関連の原子力発電の PRA関係資料を調

べると，いろいろなところで表-1の性能目標

が示されている 19)．環境省の発表によると，

福島第 1原発事故のセシウム 137の放出量は

15,000 TBｑなので，これはレベル 3 PRA の性

能目標 100TBq の 150 倍の放出量である 20)． 

 この章の冒頭で，筆者が福島第1原発事故

直後に試みた大雑把な事故率の推定結果を示

したが，それは 2.2×10-3であり，表-1 性能

目標レベル 3 PRA と 3桁の違いがある． 

 松尾雄司(2015)の論文は，原子力発電に伴

う事故リスクと被害コストに関して，非常に

多くの情報を提供している論文である 21)．こ

の論文の目的は，原子力発電の事故リスク対

応コストを，どの程度電力料金に上乗せする

べきかを決めることにある．この問題には，2

つの考え方があるとしている． 

(1) 事故の発生頻度と事故被害額から，損害

期待値を求める方法（本論 2.1 の式(1)

と本質的に同じ考え方）． 

(2) 発生頻度と直接関係しない一定の期間

を想定した積立を想定し，割引を行って

単価を算出する方法． 

そして松尾は，(1)の方法が適切と思われるが，

「その際大きな課題となるのは発生頻度の不

確実性である．」としている． 

 松尾はこの課題の考察のため，筆者が求め

た事故率の計算とほぼ同様の方法で事故確率

を推定している（表-2）．Case 1 の場合の計

算結果は，ほぼ一致している（驚いた！）．Case 

2 の，福島第 1 原発事故を，一つの事故事象

とするのは，分母を（炉数×運転年数）に取

っている事等，その他の理由で筆者は不適切

と考える．Case 3の様に全世界の商業炉に対

象を広げることは，構造の異なる原子炉を同

一母集団とする事，日本のような地質的に不

安定な地域と，欧米のように地質的に安定し

た地域を無差別に扱うこととなる等，現実を

反映していない．   

これらの結果を見ると，現在 PRAで計算さ

れている事故確率が現実的なものであるか，

十分な検討が必要であることが分かる． 

個々の原発の事故が独立事象であると仮定

表-1 原子力発電 PRA の性能目標 19) 
事故の程度 性能目標 

レベル 1 PRA 
炉心損傷確率 10-4 炉年程度 

レベル 2 PRA 
格納容器破損 10-5 炉年程度 

レベル 3 PRA(注) 
放射性物質施設外放出
による健康影響確率 

10-6 炉年程度 

(注)セシウム 137 の放出量が 100TBq を超える事故。 

表-2 実績に基く事故発生頻度の評価例 21) 
事故発生頻度 計算仮定 
Case 1 

2.0×10-3 炉年 
福島第 1 原発事故を 3 つの独立事象と
考え国内商業炉の運転年数から算定。 

Case 2 

6.2×10-4 炉年 
福島第 1 原発事故を 1 つの事象と考え
国内商業炉の運転年数から算定。 

Case 3 

3.5×10-4 炉年 
TMI、チェルノブイリ、福島の 3 炉の
5 事故を独立事象と考え、世界の商業
炉の運転年数から算定 

(注)いずれの計算も、事故経験を踏まえた安全対策を行わず
に供用を続けるとした場合。 
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すれば，その炉年事故率を pとしたとき，N 基

の炉が T年間稼働して r基以下の炉で事故が

起きる確率 PFは，二項分布で容易に計算でき

る． 

  = ∑      (1− )    (2) 

ここに， = (1− ) で，これは一つの

炉がT年間に1回の事故を起こす確率である． 

ここで，炉年事故率を，p =10-6，10-5，10-4

及び 10-3として，この章の最初に炉年事故率

の計算に用いたパラメータ，すなわち 54炉が

25 年間稼働した場合の事故率を計算した結

果を表-3に示した．p = 10-5または 10-4と設

定した場合でも，思いのほか高い事故率が計

算される． 

 松尾論文では，2011 年と 2015 年の，経産

省資源エネルギー庁総合エネルギー調査会の

発電コスト評価（コスト等検討委員会及び発

電コスト検証ワーキンググループ）における，

原子力発電所事故による電力料金の上乗せの

料金試算についての議論が要約されている． 

 2011 年度のコスト等検討委員会では，上記

(2)の一定期間の積み立て方式を採用し，「『相

互扶助』による試算がしめされた．これは『事

業者間で相互扶助の考え方に基づき，損害額

を事業者同士で一定期間で支払う場合のコス

トを算出する』ものである」と説明しされて

いる．  

具体的には，福島原発事故の被害額を 5.8

兆円以上，被害費用支払い期間を 40年，2010

年度の日本全体の原子力発電量 2,882 億 kWh

（50 基の 66 万 kWh 原子炉がフル稼働で発電

する電力量に相当）として，5.8兆円÷40年

÷2,882 億 kWh=0.5 円/kWh 以上の電力料金の

上乗せが必要と試算したと報告されている． 

 ここで興味深いのは，この算定された値を

(1)の損失期待費用の考え方で再解釈すると，

「40 年に一度事故が発生する確率での期待

値を，割引率なしに評価したのと同等の値と

された」という松尾の指摘である．そうであ

れば，1/40=0.025 であり，これが 53 炉につ

いての年事故率であれば，約 4.7×10-4 炉年

事故率に相当する． 

 なお松尾によると，2015 年の発電コスト検

証ワーキンググループでは，2011 年度と同様

の考え方のもと，被害額 9.1 兆円，100 炉，

40年，1炉当り 7.06TWh（100 万 kWh 級炉で稼

働率約 80%）として再計算され，0.3 円/kWh

と見積もられたとある．このとき，原子炉に

安全対策を施すと仮定し，事故の発生頻度を，

4,000 炉年に 1 度として試算したと説明され

ている．これは約 2.5×10-4 炉年事故率であ

る． 

 以上見てきたように，原子力発電に関する

演繹的方法による PRAによる炉年事故率の推

定値と，帰納的な事故実績に基く炉年事故率

の計算値の間には，かなりの開きがある．ま

た敷地外に放射能漏れが生じるような深刻な

事故の炉年事故率を10-4あるいは10-5レベル

まで低減することができたとしても，50基以

上の原発が稼働する状況では，数 10年単位で

見た場合の事故発生確率はかなり高く，これ

が社会的に許容されるリスク・レベルかどう

かについての十分な議論と合意形成が必要で

あると思われる． 

 

表-3 炉年事故率に基づく54炉25年間稼働の場合
の事故率 

炉年 
事故率 

(p) 

炉 25 年 
事故率 

(P) 

25(T)年間 54(N)炉の事故率 
1 件 2 件以下 3 件以下 

10-6 2.50×10--5 0.00135 0.00135 0.00135 

10-5 2.50×10-4 0.0133 0.0134 0.0134 

10-4 2.49×10-3 0.118 0.126 0.126 

10-3 2.44×10-2 0.356 0.592 0.694 
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5.むすび 

 本報告で示した確率によるリスク評価
(PRA)が，今日の多くの複雑な問題の解決の
ための手段の一つとなる可能性があると読者
に感じて頂けたならば，この記事の目的は達
成されたと言える．筆者はこの不確実性を多
く抱えた時代において，市民がそれぞれの課
題に合理的に対処できる方法として，PRA は
有力な道具の一つと考えている．それには，
成熟した市民社会の形成が重要である．「リス

ク論には，安全領域がないから，そこに逃げ

込んで問題を解決することができない．リス

クをどう管理するかと言う課題に，いつも直

面することになる．」 これが本論の結論であ

る． 
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戦中の科学動員と日本の原爆研究（２） 

                     髙木 秀男（日本科学者会議福井支部） 

 

日本でも原爆の研究が行なわれていたことは以前から知られていたが，政池明の『荒勝

文策と原子物理学の黎明』により京都帝大における原爆研究の詳細が明らかにされた．

戦中の日本の科学技術政策と科学動員の経緯と実態にふれながら，理研や荒勝文策研究

室の原爆研究や広島原爆の調査について紹介し，戦後の占領軍よるサイクロトロンの破

壊と原子核研究禁止，「原子力の平和利用」などについて科学者・技術者がどのように対

応したかを報告する． 

 

８．戦中の科学技術政策と科学動員の実態 

戦後の原子核研究禁止の話に入る前に，こ

こで戦中の科学技術政策について簡単にまと

めておこう（１）．1937 年 10 月，陸軍の強い

要請で資源局と企画庁が統合され，「国家総動

員の中枢機関」として内閣に企画院が設立さ

れ，戦時下統制経済の参謀本部として経済政

策の立案と物資動員計画の作成にあたること

になった．企画院の中枢にいたのは，当時「革

新官僚」と呼ばれた経済官僚，宮本武之輔ら

の 技術官僚と軍の中堅将校であった． 

企画院がまず取り組んだのは「国家総動員

法」の制定である．この法律は，ナチスドイ

ツの「授権法（全権委任法）」の日本版で，戦

時動員が必要なときは政府の命令ひとつで，

経済活動のあらゆる面にわたって強制措置を

実施し，言論の統制，労働争議の禁止なども

行なえるものであった．さすがに憲法違反の

疑いがあるということで，新聞各社の代表が

集まって反対決議がなされたが，各社とも「言

論報国」の方針を出しており，国策である国

家総動員法そのものに反対はできなかった．

結局，軍の圧力で押し切られ，同法は 1938

年３月議会で可決され，５月５日から施行さ

れた． 

国家総動員法は，科学動員に関しては第 25

条で政府は必要に応じて「総動員物資ノ生産

若ハ修理ヲ業トスル者又ハ試験研究機関ノ管

理者ニ対シ試験研究ヲ命ズルコト得」と規定

し，第 37 条でこの命令に反するものは罰金

に処すると規定していた．そして実際の科学

動員の実施方法をきめる総動員試験研究令は

1939 年 8 月 30 日に公布され，最初の研究命

令が出されたのは1940年4月のことである． 

 昭和の初めから満洲事変そして日中戦争に

いたる過程は，一定水準の工業化が達成され

た時期に当たる．この頃，科学技術振興が科

学者側からも強く主張されるようになった．

満洲事変勃発の 1931 年，桜井錠二，古市公威
こ う い

，

小野塚喜平治らは学術研究振興機関の設立を

呼びかけ，東京帝大理学部長の藤沢利喜太郎

は貴族院で学術研究の重要性を語る大演説を

ぶった．そして研究奨励の建議が両院で議決

され，1932 年 12 月に天皇から下賜金 150 万

円，政府補助金 100 万円，それに財界からの

寄付金を加え，文部省の外郭団体「財団法人

日本学術振興会（学振）」が総理大臣を会長に

発足し，1933 年に活動を開始した（２）． 

 学振の創設は，科学技術研究を産業と軍事

の要請にあわせて編成することに大きな影響

を及ぼすことになった．国家的要請には軍の

意向が強く込められており，それは学者側も，
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一部の例外を除いて軍の要請にも無批判に従

うことを意味していた．学振発足後，総合研

究は圧倒的に工学部門から選ばれ，1933 年に

は約 40％，1943 年には 67％を占めた（２）． 

 学振は，日本における科学研究の近代化を，

産・軍からの要請への従属と抱き合わせで行

なったことになる．廣重徹は「日本科学の近

代化の悲劇は，‥‥軍国主義の進展という社

会的条件のもとでしか近代化がはじまらなか

ったという点に求められるべきである」と総

括した（３）．1938 年 4 月，企画院の提起によ

り首相を会長とし，陸海軍の次官や軍需産業

の関係者，帝大の理学部長や工学部長など理

工系の権威をメンバーとする「科学審議会」

を内閣にもうけた．この審議会が科学技術に

託した最大の課題は，「不足資源の科学的補填」

であった．しかし，1939 年度実施予定を含め

ても答申実施のための予算総額は約200万円，

答申関連の各種補助・助成・奨励金も約 80

万円程度にすぎず，華々しい掛け声とは裏腹

に資金的基礎は意外に脆弱であった（４）． 

第一次近衛内閣の 1938 年 5 月の内閣改造

で，陸軍大将・荒木貞夫が文部大臣に就任す

ると，文部省は科学行政に積極的に取り組み

を開始した．文部省が科学行政に一定の役割

を果たすことは当然のように思われるが，文

部省がそれまでもっとも力を注いできたのは

初等教育であった．その眼目は「忠良なる臣

民」の育成にあったからである．荒木は，教

授や総長の人事権を大学から取り上げを企て

た大学自治への攻撃者として歴史に名をとど

めている．だが彼は科学行政に積極的に取り

組み，1938 年 8 月，科学振興調査会を設置

し自ら会長となった．委員には東條英機陸軍

次官，山本五十六海軍次官らを含み，軍の意

向が反映されるものであったが，理工系大学

の拡張，研究費の増大など調査会の答申が実

施され，その中で文部省科学研究費が創設さ

れた． 

文部省の研究費補助は，それまで科学研究

奨励費だけでその額も年に 6～7 万円に留ま

っていたが，1939 年 3 月，一般会計追加予

算の一部として300万円の文部省科学研究費

交付金が新設・計上されて議会を通過した．

この科学研究費の創設にともなって，その事

務を扱う独立の科学課が 1940 年 2 月に設置

され，1942 年 10 月にはそれが科学局となり，

機能が拡大強化された．一方，科学研究費の

配分審査については1920年12月に設立され

た学術研究会議に委嘱された．はじめ交付対

象は理・工・農・医の 4 部門に限られていた

が，1943 年度からは人文・社会科学にも拡げ

られた．その額は， 1941 年度から 500 万円

に増額され，1943 年度は 570 万円，1944 年

度は 1,870 万円となった（３）． 

1938 年以降に現れる科学・技術動員への重

要な動きは，資源問題から産業技術全般への

目標の拡大である．現代戦における生産力の

重要性は早くから認識されていた．内閣調査

局は 1935 年に総合的産業計画をつくる努力

をはじめ，1937 年 5 月には陸軍が「重要産

業五ヶ年計画」を作成した．企画院はそれを

受け継いで生産力拡充計画の作成につとめ，

同年 12 月には「国策大綱案」をまとめた．

科学動員もこの生産力拡充計画の一環として

構想されたが，企画院はまず物資動員計画の

ほうを優先させ，軍需工業の原材料の確保と

配分方法をきめた．さらに重要 15 産業の拡

大をめざす生産力拡充四ヶ年計画が決定され，

それに見合う物資動員計画が 1939 年 5 月に

決まった，だが実績ははるかにそれを下まわ

った（３）． 

このような結果は，当時の日本の生産力の

絶対的な低さによるものであった．それに気

付き，科学動員にも拍車がかかることとなっ

た．科学動員の本格化をめざす機関の中心は，
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企画院と1938年12月に設置され占領地に対

する政務・開発事業を指揮する興亜院であっ

た．企画院は 1939 年 4 月には「科学動員ニ

関スル事項」と「科学研究ニ関スル事項」を

管掌する科学部を新たに設置し，8 月には総

動員試験研究令を作成して公布し，10 月には

「科学動員委員会」が設置された． 

興亜院には技術官僚の運動により最初から

技術部が置かれ，その部長には技術官僚の宮

本武之輔が任命された．技術官僚が高等官二

等の勅任官ポストにすわることは従来あまり

なかったことである．そして 1940 年 4 月「科

学動員実施計画要綱」が閣議決定された．こ

の要綱は，研究者と資材の確保にねらいがあ

った．要綱の第 1 項は「科学研究を重点主義

により時局目的に集中統合し各研究機関をし

て最適とする研究に専念せしむるよう調整し，

不足する研究者および資材の活用を図る」と

述べている．5 月 17 日には，陸軍が帝国学士

院長長岡半太郎ほか学界代表百数十名を招い

て，兵器研究への協力を要請している．それ

まで陸軍は，軍事秘密ということで部外者に

は兵器研究の協力を求めていなかったのであ

る． 

こうした科学動員本格化の動きは，大学の

研究者に警戒の念を起こさせた．1940 年 7

月 10 日に開かれた帝大総長会議で，文部大

臣は内閣に部局をおいて科学技術を統制する

意向があることを述べている．それに対し大

学側は，そうした統制は大学の研究には害が

あると力説した．しかし，アカデミズムの世

界が戦争に反対したり，科学動員に背をむけ

ていたわけではない．事態の進展にともない

それに便乗する動きもあった．定員や研究費

の増額，待遇の改善などの要求，学術研究会

議の改組などもそうであった．1939 年 6 月

には学術研究会議の定員は100名から200名

に改められ，ただちに新委員が任命された．

1940 年 6 月 29 日の臨時総会では，1 年前に

選出されたばかりの田中館愛橘会長と長岡半

太郎副会長はお払い箱になり，海軍中将で東

京帝大総長の平賀譲と中央気象台長の岡田武

松が会長・副会長に就任した． 

「要綱」が閣議決定された直後から，企画

院・興亜院の科学技術政策担当者や日本技術

協会に集まる技術者たちは密接な連携を保ち

つつ，総合的科学技術政策の計画立案を開始

するが，その追い風となったのが新体制運動

の台頭であった．1940 年 6月に「日本技術協

会」内に設けられた「国防技術委員会」が活

発に活動を開始した．科学動員のイニシアテ

ィヴをとったのは，当時「革新官僚」と呼ば

れた人びと，特にその中の技術官僚たちであ

った．革新官僚というのは，日本の戦時体制

強化にともなって浮かび上がってきた，国家

の合理的・統制的運営をめざすテクノクラー

ト官僚である．特に技術官僚の場合は，官僚

組織での地位向上と国家政策への発言権の増

大をめざす技術者運動を背景にもっていた

（３）． 

 1920 年に宮本武之輔らの始めた日本工人

倶楽部（５）は，早くも 1935 年 4 月には国策

協力をめざして日本技術者協会に発展解消し

ていた．ひところは労働運動に近づく気配が

あった技術者運動は，この時期には上からの

科学者・技術者の組織化に奉仕するものへと

転化していた．1937 年 6 月には逓信省の松

前重義らの奔走により，内務・大蔵・農林・

商工・逓信・鉄道の六省技術者協議会が生ま

れ，技術者の権限増大と待遇改善が話し合わ

れた．翌年１月には厚生省が新設され，七省

技術者協議会となった．1937 年 11 月，七省

技術者協議会と日本技術協会の共催で全国技

術者大会が開かれ，1938 年 9 月には，この 2
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つの団体に工政会と対支技術聯盟（戦争協力

をめざしてこの年に結成された技術官僚・工

学者の団体）を加えた四団体のよびかけで，

産業技術聯盟が結成された（３）． 

 

９．大戦中の科学者・技術者たち 

この頃からぼつぼつ，大学や専門学校など

の科学者からも戦争協力の声が聞こえ始めた．

しかし，基礎科学の分野からは基礎科学の尊

重，統制強化に対する警告も発せられた．と

くに元東北帝大教授の石原純は，雑誌『科学』

の編集主任という立場を利用して，たびたび

巻頭言で研究の自立性の尊重を訴え，新聞や

雑誌にも同様の寄稿をして論陣をはった（６）．

それに対し工学畑の研究者からは「時局の要

請」にこたえる研究をという声があげられた．

しかし，科学者のあいだで戦争協力の声が盛

んになるのは 1940 年の夏以降，いわゆる「新

体制運動」の具体化からである． 

1940 年 7 月 22 日，第二次近衛内閣が成立

し，政治・経済の全般的新体制の確立をスロ

ーガンに 8 月 1 日「基本国策要綱」が発表さ

れた．この基本国策要綱の起草は陸軍省軍務

局軍事課でなされたものだが，その第 1 項に

は「科学の画期的振興並びに生産の合理化」

が掲げられた．企画院と興亜院はさっそく科

学技術新体制確立のプランを練り始めた．日

本技術協会は国防技術委員会をつくり，技術

政策の立案をめざした．この委員会には各官

庁の課長クラス以上の技術官僚，大学教授，

軍人，管理職クラスの民間技術者など 150 名

が結集したが，委員の 64％は技術官僚であっ

た．じっさい，委員会が 9 月 19 日に提出し

た「綜合国防技術政策実施綱領」は，企画院

の新体制案の下敷きとなった．8 月 8 日には

興亜院技術部のあっせんで全科学技術分野の

134 の学協会を集めた全日本科学技術団体聨

合会が生まれ，12 月 8 日には企画院の外郭団

体として財団法人科学動員協会も設立された．

いずれの団体も陸軍中将の多田礼吉が理事長

となった．こうして技術者たちは，1940 年

10 月に成立した総力戦と総動員を政治的に

強制する大政翼賛会の運動に深くかかわって

いくことになる（２）． 

  企画院は，技術の国家管理と研究の統制を

めざして 1940 年 9 月には企画院次長になっ

た宮本武之輔が中心となって「科学技術新体

制確立要綱」の原案を完成している．それは

技術行政の統一的機関として大臣と同格の総

裁をいただく技術院をおき，同時に科学院を

おいて官公私立の研究機関をそのもとに統

合・再編成し，設備の拡充と経費の増大をは

かるという内容であった．ここで技術の国家

管理とは，私企業が有する特許の公開を意味

する． 

しかし，この最初の案は閣議決定の後すぐ

実施する予定であったが，各方面から反対で

流産した．それは，産業界が技術の国家管理

に強く反対し，官僚はなわばり意識から既得

権が奪われるのではないかと反対し，科学者

も研究というものは自由に行なってはじめて

効果をあげうると反対したからである．難航

した「要綱」は，1941 年 5 月ようやく閣議

決定にこぎつけた．だがその実施は容易では

なかった．「要綱」を政治の表舞台に登場させ

た宮本武之輔は，1941 年 12 月 24 日に 49 歳

の若さで急逝した．各官庁の調整が難航した

ことから，技術院が発足したのは 1942 年 2

月 1 日のことである．  

この時期には科学の重要性が叫ばれ，科学

雑誌の数・発行部数が急速にのびたのも当時

の時局を反映している（７）．だが科学動員と

いう点からみれば，1941 年から翌年にかけて

の時期には大きな進展は見られなかった．そ

れは太平洋戦争の緒戦の勝利で東南アジア一

帯を占領下に置き，これらの地方の資源をお
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さえたことが一種の安堵感を与えたためであ

る． 

科学動員・科学技術振興が叫ばれていたこ

の時代，学問の自由が侵され，「國體明徴」の

観点から万世一系の天皇をいただく神国日本

の優越性が声高に語られ，神がかりの国粋主

義を批判することはもとより，疑問を挟むこ

とさえも不敬思想として攻撃された．共産党

員やマルクス主義者はもとより自由主義者も

弾圧され，国策に批判する者はほとんどいな

くなった．そんな中でもかなり遠回しの表現

ながら，反知性主義の広がりに対する危惧を

表明した谷川徹三，田邊元，小倉金之助，石

原純のような例外的な学者もいた（１）．  

この時期，科学研究は完全に国家の管理下

におかれ，軍の将官と技術官僚らが科学者や

技術者を戦争遂行にむけて動員する体制を築

いた．近衛文麿の「新体制運動」は「経済新

体制」と「科学技術新体制」を二本の柱とし

た．「経済新体制」は利潤追求という企業目的

を国家目的に従属させるもので，企業家から

批判もあったが，「科学技術新体制」には反発

がほとんど見られなかった． 

長岡半太郎は「科学技術新体制に関する声

明」を発表し，いち早く賛意を表明した．仁

科もまた，「戦時下の基礎科学」（８）の中で受

け入れを表明し，「根本的戦時体制の確立」（９）

では，「科学技術にとどまらず国家のすべての

機能の戦争目的への従属と一元的指導」を主

張した．小倉金之助は，1936 年の段階では日

本社会や学問世界の前近代性・封建制・非合

理性を批判していたが，1941 年の「現時局下

における科学者の責務」(10)では「原則として，

科学及び技術の研究を，国家目的のために強

力に統制せよ」と主張した． 

この頃になると，総動員体制に向けての研

究体制の軍による統制を表立って批判するこ

とはできなくなっていた．一方で，科学者や

技術者は優遇され，理工系ブームがもたらさ

れていた．なお陸海軍による研究動員の深化

と並ぶ戦時期の研究開発活動の特徴に，官公

私立試験研究機関の枠を超えた共同研究活動

の拡大が挙げられる．戦時期における主要な

共同研究の場としては，①大日本航空技術協

会，②研究隣組，③戦時研究員制度，④学術

研究会議，⑤日本学術振興会などがあったが

（１），ここでは説明は省く．また陸海軍の軍

事研究体制については，沢井実の『近代日本

の研究開発体制』（４）を参照されたい．いずれ

にせよ，どのような研究体制を敷いたとして

も，科学技術や軍事技術を短期間に発展させ

ることは困難である．アメリカとの国力の差

を歴然としており，負け戦の中で原爆開発な

どとうてい不可能なことであった． 

 

１０．占領軍による日本の原爆研究の調査 

 さて，敗戦後の日本の原子核・原子力の研

究に話をもどそう．米国政府は日本の敗戦が

確定的となった 1945 年の初頭，日本の科学

技術や原爆研究の情報を得るべく検討を始め

ていた．そして日本の敗戦がせまると，日本

占領計画の策定を開始し，日本の科学技術に

関する情報を得るための方策が議論され，終

戦後直ちに原爆調査団を日本に送り込んだ．

調査団の指揮はドイツの原爆開発の調査を行

なったファーマン少佐のグループがとったが，

調査団の中にはアメリカで原爆開発に従事し

たモリソンも顧問として参加していた． 

終戦後，占領軍によって行なわれた日本の

原爆研究に関する調査記録の多くは，米国公

文書館に保存されている．この記録は長いあ

いだ機密扱いになっていたが，1980 年代から

少しずつ公開された．今では誰でも閲覧でき，

特に最近になって京大を捜索したときの資料
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が多数発見された．モリソンは調査結果をワ

シントンに送っていたので，占領軍の捜査の

概要をそれによって知ることができ，いまや

科学史の重要な資料となっている． 

 原爆調査団は周到な準備をしたうえで 9 月

7 日に来日した．まず東京帝大で嵯峨根遼吉

の取り調べを行なった後，理研で仁科芳雄，

木村一治らを取り調べた．続いて 9 月 14 日

から京都帝大で湯川秀樹と荒勝文策を取り調

べた．モリソンは湯川の名前をよく知ってい

たが，荒勝のことは知らず，彼が大戦中も原

子核の研究をしていたことを知り重要な捜査

対象者とした．さらに大阪帝大を捜査し，日

本の原子核物理学の水準の高さに驚かされた．

一方，MIT 学長のコンプトンを団長とする科

学情報調査団も原爆調査団とほぼ同じ時期に

来日し，日本の大学や理研の現状を調査しワ

シントンに報告した(11)． 

 原爆調査団はあらかじめ最重要な捜索対象

として，嵯峨根遼吉，仁科芳雄，菊池正士，

八木秀次，長岡半太郎，湯川秀樹，技術院の

多田礼吉中将を挙げていた．だが，原爆研究

にタッチしていたのは仁科，菊池と荒勝であ

ることを知り，この三人の研究について重点

的に事情聴取を行ない，仁科グループについ

てはその結果を次のように報告した(11)． 

（１） 仁科グループは日本政府の信頼を得

ており，ウラン研究のトップにランク

されている．このことは政府の主導で

行なった原爆調査での仁科の活躍で

示されている． 

（２） 仁科グループは濃縮核と減速材を用

いた低速中性子による連鎖反応の可

能性を理解しており，現在は高速中性

子による連鎖反応の可能性も分かっ

ている．ウランの核分裂に関する定数

を得るための基礎研究を実行する技

術と装置はあるが，それらは特別に優

れたものではなく，見通しもよくない．

彼らの計画は実現可能であるが，我々

の 1940 年のレベルにある． 

（３） ウラン分離法については２，３の方法

を研究していたが，特にウランにそれ

を適用する研究をした証拠はない． 

（４） 政府に広島原爆以前にこの分野に強

い関心を持っていたことを示す証拠

はない． 

 ただ，この報告には 235U を分離するために

仁科グループが大戦中重点的に開発を進めて

いた分離塔についての記述が（３）で簡単に

触れられてだけで，調査の甘さが感じられる

と政池は指摘している(11)． 

 9 月 14，15 日，ファーマンとモリソンら

は京都に赴き湯川秀樹と荒川文策を取り調べ

た．湯川は理論物理学者で中間子の研究に没

頭していて，応用研究には興味がなく原爆研

究に直接タッチはしていなかった．戦争末期

の湯川をよく知る鳴海元によれば，当時の湯

川は非常に厭世的な気分になっていて，科学

の将来に対しても悲観的になり，できれば文

学部に移って哲学や文学の研究に専心したい

と漏らしていたという．1945 年の「湯川日記」

によれば，湯川は京都帝大文学部の西谷啓治，

高山岩男，高坂正顕などの哲学者や，三好達

治，新村猛，吉井勇ら文学者としばしば話し

合っていた(11)．1945 年 10 月以降，占領軍の

報告書に湯川の名前がでることはほとんどな

くなった． 

 それに比べて荒勝の名前は，報告書にしば

しば登場するようになった．モリソンは荒勝

について次のように報告している．彼は有能

で非常にエネルギッシュな実験原子核物理学

者で，限られた資金で優れた研究室を創設し

た．高電圧発生装置を５年前に完成させ，陽

子をリチウムに当ててγ線を発生させ，中性

子源としても用いていた．この装置で
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600keV の陽子が得られた．それに付属した

検出装置は月並みなものだが，日本の標準か

らすると優れたものだ．私は日本に来て初め

て核分裂検出チェンバーや比例増幅器を見た． 

 荒勝は 100mg の Ra-Be 中性子源を用いて

熱中性子によるウランなどの核分裂断面積，

吸収・散乱断面積，分裂時に発生する中性子

数の測定などを行ない，1944 年初頭には，中

型サイクロトロンの電磁石を設置し現在もサ

イクロトロンの建設を続けている．そして広

島原爆の調査にも参加した． 

 続いてモリソンらは 9 月 17 日，大阪に向

かい菊池正士の研究室を捜索した．大阪は戦

災の被害が甚大で，大学の建物は爆撃の犠牲

者の宿泊所と化しており，研究室は劣悪な状

態であった．この日は日曜日で研究室には 1，

2 名の学生しかいなかったので，建物，装置，

文献を勝手に捜索した．高電圧装置とサイク

ロトロンは疎開できず，劣悪な状態で放置さ

れていた．そんな状態の研究室で，モリソン

は学生の書いた菊池の原子核物理の講義ノー

トを見つけた．そこには核分裂については解

放エネルギー，235U の重要性，分裂生成物の

放射能，中性子吸収時に発生する中性子数が

論じられていた．そしてモリソンは「大阪帝

大と京都帝大の大学院教育は米国の大部分の

大学よりずっと充実している．米国が現在の

リーダーシップを維持していくためには物理

学者の教育を早急に改善する必要がある」と

指摘した． 

 一方，科学情報調査団のコンプトンも 9 月

20 日に理研を訪問し，仁科，木下正雄，高嶺

俊夫，長岡半太郎らにインタビューを行なっ

た．この時，仁科らはウラン分離のために６

フッカウランを用いる熱拡散装置を製作した

が，定量的なデータが得られないまま爆撃で

焼失したと証言した．またこの装置を用いる

ために約 10kg のウランを所持していたが，

生産プラントとして用いることは予定してい

なかったし，大量のウラン資源が日本で得ら

れるとは思っていなかったと述べた． 

 コンプトンとファーマンは各々独立に報告

書を作成したが，その中で今後の日本の原子

核研究について提言を行なっている．コンプ

トンは報告書の中で「仁科の研究施設は純粋

な研究目的に限られおり，潜在的に戦争に応

用される可能性をもつ一部のものを除けば軍

事利用には繋がらない．仁科が優れた原子核

物理学者であることも考慮して，ウラン分離

以外の科学研究については許可すべきである」

と書いた． 

 さらに彼は，日本の大学や理研での原子核

研究の再開を条件付きで許可すべきであると

提言した．その条件とは GHQ の機関が常に

研究の目的とその対象を把握すること，研究

機関がいつでも GHQ の査察を受け入れるこ

と，多量のウランや不安定核の質量分析を行

なわないことなどであった(11)．9 月 30 日，

ファーマンは「日本の原子力開発に関する調

査報告の概要」をニューマン准将に提出して

いる．またこれより先，9 月 20 日にファーマ

ンの報告書とは別に「日本における原爆開発

管理についての提言」という個人的な覚書を

残している(11)． 

 

１１．占領軍による原子核研究の禁止とサイ

クロトロンの破壊 

 来日した二つの調査団による日本の原子

核研究の捜索が一段落した 10 月 15 日，仁科

は理研のサイクロトロンの運転許可を求める

書簡を GHQ のオハーン少佐に届けた．そし

て 10 月 17 日，連合国軍最高司令官名で終戦

連絡事務局に「仁科のサイクロトロンの運転

を許可する」という文書が届いた．10 月 20
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日，GHQ を再訪した仁科はオハーンからこ

のことを告げられ運転が許可されたことを知

った．その時，大阪帝大と京都帝大のサイク

ロトロンについては指示がなかった． 

GHQ の中でもサイクロトロンの取り扱い

についての迷いがあったのか，オハーンは 10

月 27 日に米国の統合参謀本部に「10 月 17

日，日本政府宛の覚書でサイクロトロンを生

物学，医学，化学，金属学の研究に用いたい

という仁科の要望を許可した．この許可はモ

ーランド博士および G2 の同意を得ているが，

この決定に関してコメントを求めたい」とい

う問い合わせを行なった． 

だがオハーンの意に反して，この問い合わ

せがサイクロトロン破壊事件を誘発させてし

まった．10 月 31 日，統合参謀本部からマッ

カーサーに原子核の研究に従事した全研究者

の拘束，関連施設の差し押さえ，原子核研究

の全面禁止を指令した電報が送られたのであ

る．これに対し GHQ は科学者の意見を聞く

ことを求める電報を統合参謀本部に送ったが，

返電には「先の電報で指示された命令の実行

が要請され，すべての技術データを差し押さ

えた後，理研，大阪帝大，京都帝大のサイク

ロトロンを破壊せよ」と明記されていた． 

 11 月 12 日，オハーンがこの作戦の責任者

に指名され，占領軍の軍隊を投入してつぎつ

ぎに理研，大阪・京都の両帝大のサイクロト

ロンの解体作業に入り，ついにすべて破壊さ

れてしまった．京都帝大のサイクロトロンの

破壊の実態については，荒勝の日誌が 2010

年に発見され，当時の様子を知ることができ

る(11)．11 月 20 日早朝，物理学者のミッチェ

ル司令官，通訳スミスら数名が来学し，研究

室を出入禁止とし武装兵が研究室を占拠した．

荒勝は「この研究設備は原子爆弾製造には無

関係なので，破壊撤収は必要ないのではない

か」と述べたが，通訳のスミスは「私もそう

思うが，連合国最高司令部からの命令なので

従うより他なし」と述べた．ミッチェルも同

様に「科学者としてまことに同情の極みなり」

と述べたという． 

なおスミスは後年にこのときの荒勝とのや

りとりや，実験ノートの没収について回想記

に残している(11)．彼は通訳として結果的に荒

勝の研究活動を妨害してしまったことを後悔

しながら帰国したが，帰国後，ハーヴァード

大学大学院で日本史の勉強を始め，日本の近

世・近代社会経済史の研究者となって永く活

躍した． 

 さてサイクロトロンの破壊が 11月 24日の

米国の新聞に大きく報道されると，米国の科

学者たちが陸軍長官に対しつぎつぎと抗議の

声を挙げた．彼らは「サイクロトロンの破壊

はナチスによるルーヴァン図書館破壊に匹敵

する理不尽で愚かな行為で，人道に反する犯

罪であると強く非難した．彼らはトルーマン

大統領にも「サイクロトロンは研究用の機器

で爆弾製造用ではない」と書簡を送った．米

国科学研究開発局長官のブッシュも，パター

ソン陸軍長官に「サイクロトロンの破壊は誤

りであった」と書簡で指摘した． 

 日本では，京都帝大医学部の大学院生・堀

田進が，11 月 29 日に直接マッカーサー元帥

に抗議の手紙をだした．その手紙は和紙に毛

筆で丁寧に書かれており，その GHQ による

英訳と共に米国国立公文書館に保存されてい

るが，占領軍の暴挙に対し，若い科学者が率

直にその非を指摘した勇気は，感銘を与えず

にはおかない(11)． 

 なおサイクロトロン破壊事件について，マ

ッカーサーは 1965 年に出版した回想録のな

かで，「私は，サイクロトロンは科学用のもの

だから保存するように命じたが，陸軍省が私

の決定を覆した．私は抗議したが陸軍長官の

名で破壊するようにとの命令が来た」と弁明
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した．一方，12 月 17 日の『星条旗』は，バ

ターソン陸軍長官が占領軍によるサイクロト

ロン破壊は陸軍省の誤りであったことを認め

たと報じた． 

 この事件で窮地に立った米国政府は，ノー

スウエスタン大学教授のフィッシャーを日本

に送り，実情を詳しく調べさせ日本の原子核

研究の管理体制を再構築することにした．フ

ィッシャーは日本に着任すると，「GHQ 内に

日本の原子核問題を取り扱う特別計画班を設

置してワシントンと直接連絡できる体制を整

えるべきだ」と主張し，これを認めさせた．

そしてフィッシャーは理研や大学の原子核研

究施設を精力的に捜索して日本の研究の実態

を知り，日本の研究は米国を脅かすものでは

ないと理解した(11)． 

帰国後，彼は「研究機関の監視を続けなが

ら，原子核物理学の基礎研究と教育は許可す

べきである」という非公式な書簡を GHQ の

特別計画班に送った．1946 年夏，米国は極東

委員会に対し，条件づきで日本の原子核物理

学の基礎研究を許可すべきであると提案した

が，日本の原子核研究の実情を理解していな

い委員会のメンバー国の大半が難色を示し，

1947 年 1 月，極東委員会で日本におけるす

べての原子核研究の禁止決議が採択されてし

まった． 

 決議にあたり英国代表は，「原子エネルギ

ー分野」の意味を明確にしないと執行の際に

誤解を生じる可能性があると懸念を表明し，

インド代表は優れた物理学者の意見として規

制の適用範囲が広すぎることを心配して，ド

イツの場合以上の規制の必要性に疑問を呈し

た．実際，ドイツでは原子核研究が全面的に

禁止された訳ではなく，1949 年に米国は平和

的研究のためのサイクロトロンの運転を許可

した(11)． 

                                                        

１２．「原子力の平和利用」と原子力研究の

解禁 

 1951 年 9 月の「サンフランシスコ講和条

約」調印は，日本の真の独立をもたらすもの

ではなかったが，種々の占領法規が撤廃され

たことは，日本の科学技術をめぐる情勢に大

きな変化をもたらした．最初に現れた変化は，

原子力の研究・開発に関連した問題であった．

1951 年，阪大の伏見康治は日本学術会議第

11 回総会で，発効する講和条約のなかに「原

子力研究の禁止事項が含まれぬようにすべき

だ」と提案していたが，条約の発効とともに

原子力研究の禁止が解除されて問題が具体化

された．東大の茅誠司は 7 月，京大湯川記念

館の開所式において，「日本にも原子力委員会

をつくろう」と述べた．1952 年 7 月の学術

会議運営審議会でも，茅はこの問題を取り上

げ，伏見が中心になって案を作ることになっ

た．学術会議原子核研究連絡委員会は「将来

原子力委員会に発展する」ことを予想して原

子核特別委員会に改編された．阪大の菊池正

士も，『科学』（1952 年 9 月号）に「原子力

研究に進め」という一文を発表し，原子力時

代は目前に迫っていると論じた(12)． 

 1952 年 9 月，伏見は東大の核物理学者と

の懇談会の席上で彼の構想を話し，また伏見

試案はパンフレットにされ広く関係者に配布

された．伏見試案は素粒子論関係の若い研究

者や民科物理部会準備会で討論に付され，原

子力委員会の設置によって研究費が増加する

ことに魅力を感じながらも，政府機関として

原子力委員会をつくることは平和利用の保障

にはならないといった意見が出された．その

ため広大素粒子論研究者有志や民科東京支部

物理部会準備会の反対声明を皮切りに，つぎ

つぎと反対意見が出された．同じころ学術会
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議運営審議会では，茅誠司から「日本でも原

子力をどうするか考える時期にきた．10 月の

学術会議総会で審議し，政府に申し入れるべ

き」との提案があり，「原子力委員会設置の申

し入れ案」の起草が伏見康治にゆだねられた．

この動きが表面化すると，研究者たちから反

対の声があがった(12)． 

 その頃，自由党内では後述する「科学技術

庁」設置の構想がねられていて，政府内の原

子力委員会はこれと結びつけられ，研究統制

機関として科学の軍事化が危惧されたのであ

る．1952 年 10 月の学術会議総会では，原子

力委員会設置提案は第 4 部会ではなく茅・伏

見の個人提案となり，結局，原子力委員会を

設置することの是非とその実現性を検討する

委員会を学術会議内に設置するという線まで

後退した．しかしその提案も否定され，最終

的には原子力研究をどうするかを検討する臨

時委員会（第 39 委員会）を設置することを

決めた(13 )  ． 

 第 39 委員会は 3 回の会合を開き，1953 年

4 月の第 14 回学術会議総会に次のような報

告書を提出した(13)． 

 「今日の状勢下では政治勢力に統御されや

すい調査機関を設けることは適当でない．し

かしこの問題を一層検討するため，本委員会

を常置委員会として，各国原子力委員会の内

容と研究者への政治的制約，法律関係，輸出

入関係，国際管理，資源・鉱山の開発状況，

原子力工業の施設，原子力発電の可能性，各

国の原子力研究と将来の見通し等の資料を集

めるため，人件費を中心に 200 万円程の予算

措置を講じてほしい．」 

 この報告は承認され，第 39 委員会は 1953

年 12 月に改選された第三期学術会議に引き

継がれた．そんな矢先の 1954 年 3 月 4 日，

とつぜん「原子炉に関する基礎的調査及び研

究の助成金 2 億 3,500 万円の予算が，ウラン

調査費 1,500 万円とともに衆議院本会議を通

過した． 

 一方，対日講和条約調印の前後 3 ヶ月ほど

アメリカの科学技術行政を視察した自由党の

前田正男衆議院議員は，科学技術庁設置案を

つくった．その趣旨は彼の書いた論文「科学

技術行政機構の確立」『日本産業協議会月報』

（1952 年 5 月号）に示されている．それに

よれば，アメリカでは科学技術振興院が国防

省内におかれ，軍事研究に関して政府所属機

関の研究および委託研究の有効利用を図って

いることが述べられ，日本でも研究費の不足

を克服し，産業経済の振興に密接に関連した

科学技術体制を確立するには，総理府外局に

科学技術庁をおくことが必要であるとした

(12)． 

さらに彼は，科学技術庁長官には国務大臣

をあて，付属機関として科学技術情報センタ

ーと中央科学技術特別研究所をおき，科学技

術総合計画立案，関係各行政機関との事務連

絡調整，研究費の査定調整，情報収集宣伝，

とくに必要な総合研究および連絡調整などを

はかるべきであると述べている．その際，前

田は中央科学技術特別研究所の目的が「原子

兵器を含む科学兵器の研究，原子動力の研究，

航空機の研究」にあるという部外秘情報を漏

らしたという(12)．実際，1952 年 2 月の自由

党案「科学技術振興に関する当面の諸問題」

には，第一に「軍事科学と産業科学技術との

総合調整」があげられ，その内容として①航

空科学技術に関する基礎研究，②科学兵器に

関する件，③原子力応用の研究計画が例示さ

れていた． 

こうして 1952 年 12 月に，自由党は科学技

術庁設置法案を提出した．日本学術会議は，

この年の 4 月と 10 月の総会で科学技術庁設

置を含む自由党案と科学技術振興議員連盟案

に対し，学問研究の自由をうばい，科学を政
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治的・軍事的目的に奉仕させる恐れがあると

いう理由で反対を決議した(13)．「民科」など

も科学技術庁設置に反対した．その後，1954

年 2 月には右派社会党の松前重義らによって

科学技術庁設置法案が出されたが，審議未了

となった． 

 4 月に開かれた学術会議第 17 回総会は，原

水爆禁止を訴えるとともに原子力を平和目的

だけに役立たせるために，原子力の研究は公

開・民主・自主の三原則をかかげ，原子炉予

算の使用方針，今後の原子力問題の重要事項

については学術会議に諮問するように政府に

申し入れた．しかし政府はこの申し入れを無

視して，ことをどんどん進めていった．  

1955 年 5 月 31 日，衆議院商工委員会の「科

学技術振興に関する小委員会」は，科学技術

庁設置を決議，政府は行政審議会の答申にも

とづき法案を作成して 1956 年 2 月国会に上

程し，3 月に衆参両院を通過し，5 月 19 日科

学技術庁が発足した．それにともない「科学

技術行政協議会（STAC）」は「科学技術審議

会」として科学技術庁に吸収された．また政

府は「原子力基本法」「原子力委員会設置法」

「総理府設置法改正（原子力局設置法）」のい

わゆる原子力三法を用意し，1955 年 12 月の

国会に提出し成立させ，1956 年 1 月 1 日に

原子力委員会と総理府内に原子力局を発足さ

せた． 

科学技術庁長官・原子力委員会委員長には，

一年生議員の正力松太郎が就任した．彼は，

1 月 5 日の第 1 回委員会終了後，「マスコミに

向かって 5 年以内に採算の取れる原子力発電

所を建設したい．そのためには単なる研究炉

ではなく，動力炉の施設，技術等一切を導入

するために，アメリカと動力協定を締結する

必要がある．これは原子力委員会のほぼ一致

した意見である」とぶちあげた(14)．  

 財界は原子力予算のでる前後から，原子力

発電や原子力船の調査を始めていたが，濃縮

ウランの早期受け入れを政府に迫ったり，原

子力研究所の構想を打ち出すなど積極的に動

き出した．そんな中で，「原子力利用準備調査

会」は原子炉建設４ヶ年計画をきめ，通産省

は1956年度に52億円の原子力予算を要求し

た．そして 10 月 28 日には，政府と財界代表

が集まって原子力研究所設立発起人会を開き，

経団連会長の石川一郎を理事長に選んだ． 

 さらに1958年1月27日に日本学術会議の

骨抜きをねらった「科学技術会議設置法案」

が 2 月 19 日に閣議決定されて国会に提出さ

れ，3 月 19 日に衆議院を通過した．しかし，

科学技術会議設置法案は，国家的見地からみ

て特に重要な研究対象を選定するという目標

をみても，研究に対する国家統制の危険があ

り，4 月 16～18 日の学術会議第 26 回総会で

満場一致で反対決議を行なったのである．そ

して 4 月 25 日に衆議院が解散されたため，

本案は廃案となった．政府は 9 月末の臨時国

会に「学術会議の承認を経た一部修正案」を

再度提出したが，警職法をめぐる国会の混乱

により審議未了となった．そうして第 31 回

国会に三度目の上程がなされ，1959 年 2 月

13 日に法案は国会を通過し 2 月 20 日公布さ

れた(13)． 

 日本学術会議と科学技術会義の違いは，政

府に対する強制力の強さである．すなわち内

閣総理大臣は科学技術会義から答申があった

場合はこれを尊重しなければならないが，日

本学術会議は政府に勧告はできるが，政府に

対する拘束力をまったく持っていない．また

科学技術会義の議長は内閣総理大臣であり，

議員は大蔵大臣，文部大臣，経済企画庁長官，

科学技術庁長官，学術会議会長，総理大臣が

任命する学識者 3 名からなる．ここには研究
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者の意見を民主的に反映する道がまったく考

慮されていない．おまけに科学技術会義法第

10 条は，科学技術政策に公開の原則を否定し

ているのである(13)． 

 

１３．原子力三原則と科学者の社会的責任 

 ところで 1954 年 3 月に原子炉予算が成立

したことにより，日本の原子力研究は新たな

段階に突入した．日本の初期の原子力政策に

ついては，有馬哲夫の本(14)に詳しい．1954

年 3 月 1 日，アメリカがビキニ環礁で水爆実

験を行ない，第五福竜丸の乗組員らをはじめ

多数が被曝する大事件が起きた．日本全国で

原水爆反対の平和運動が巻き起こり，原水爆

禁止の署名をした人の数は 3,000 万人をこえ

た．日本国内に巻き起こった反米世論の高ま

りは，米国政府を震撼させた． 

トルーマン大統領は，原子力の軍事利用に

おいてソ連より優位を保つために，1950 年 1

月 31 日に水爆の開発を指令し，1952 年 11

月 1 日に水爆実験に成功した．だがソ連も

1953 年 8 月 12 日には水爆実験に成功し，核

兵器開発競争は続いた．1953 年 1 月 20 日に

新大統領に就任したアイゼンハワーは，1953

年 12 月 8 日の国連総会で原子力の平和利用

の促進を呼びかける「アトムズ・フォー・ピ

ース」演説(12)を行なった．しかし実際には，

陰で水爆実験をつづけていたのである．そし

て第五福竜丸事件後も核実験を止めなかった．

1954 年 1 月，アメリカ国務省は「原子力発

電の経済性」という秘密文書を日本政府に送

った．これを知って日本の関係者は，アメリ

カはいずれ原子力センターの建設や動力炉の

提供を申し出るだろうという希望的観測をも

った． 

 「原子力平和利用推進」は，『讀賣新聞』と

日本テレビというメディアを握っていた正力

松太郎にとって，「自らの野望」を実現する切

り札となった．正力は CIA に働きかけ，讀賣

グループの総力をあげて「原子力の平和利用」

啓蒙キャンペーンを行なう計画を伝え，実行

に移した． 1955 年初頭の『讀賣新聞』のキ

ャンペーンは，当時の人々がほとんど知らな

い原子力の平和利用というテーマについて認

知させ，それが重要な政治課題だと思わせる

効果があった．正力は「原子力による産業革

命」と「保守大合同」を公約として 1955 年 2

月 27 日の衆議院議員選挙に立候補し，初当

選を果たした． 

 正力は早速つぎつぎと「総理大臣を目指す

工作」の手を打った．まず「原子力平和利用

懇談会」を立ち上げ，アメリカからの 1955

年 5 月 9 日の「原子力平和利用使節団」の迎

え入れに奔走した．そして 11 月 1 日から始

まった「原子力平和利用博覧会」を大成功さ

せた．また 11 月 15 日の保守大合同の工作に

も彼は精力的に取り組んだ．その結果，第三

次鳩山一郎内閣が成立すると，正力は 1 年生

議員ながら国務大臣に就任することができた． 

1955 年 11 月に財団法人原子力研究所が設

立され，翌年 5 月に制定された日本原子力研

究所法に基づき財団法人を継承する形で，特

殊法人日本原子力研究所が設立された．そし

て 12 月 16 日に原子力三法が成立すると，

1956 年 1 月 1 日，正力は初代原子力委員会

委員長に就任し，5 月 19 日に科学技術庁長官

になった．1956 年 1 月には原子力委員会が

発足し，湯川秀樹らが委員として加わった．

しかし，原子力委員会の方針が学術会議の期

待通りにゆかず，外国からの技術導入によっ

て原子力発電を推進するという方向に向かっ

たため，湯川は 4 月に辞表を提出し，翌年 3

月に正式に辞任した． 

 1958 年，坂田昌一は日本学術会議会長の勧

めもあって原子力委員会原子炉安全審査専門

部専門委員となった．彼は学術会議原子力問
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題委員長という立場で参加し，学術会議の基

本的観点に従って行動したが，坂田を学識経

験者としかみない政府側のたびたびの非道な

仕打ちに対して責任が持てなくなり，1959

年 11 月 10 日に委員の辞意を表明した．その

経緯については，坂田が辞意後の 11 月 17 日

に衆議院科学技術特別委員会で参考人として

述べた意見に詳しい(15)． 

 学術会議の意向を無視して科学技術会議の

方針で原子力行政を進めようとしていた政府

に対し，学術会議は，基礎科学の重要性を説

き 1956 年 3 月 29 日には「基礎科学研究制度

に関するシンポジウム」を開催した．その会

議で坂田昌一は，基礎科学は長いしっかりし

た見通しをもたないと役に立たない学問であ

ることを強調し，次のように述べた．「最近応

用面においては原子力とか科学技術庁という

ような問題から新しい研究制度が生まれつつ

ある……．このような（短期的に役立つこと

を目的にした）応用面が進めば進むほど，そ

れを相補う形で基礎科学の体制をしっかり立

てなければ，学問の発展をゆがめることにな

る．陽の当たらぬ場所は陽の当たる場所に便

乗するようになる．」(15) 

 一方，日本の原子核研究者たちは，学術会

議の審議を経て，基礎物理学研究所，乗鞍宇

宙線観測所，原子核研究所の三つの新しい形

の「全国共同利用研究所」を建設し，日本の

原子核物理学の発展を新しい段階に導いた． 

ところで 1954 年 4 月の日本学術会議第 17

回総会は，原水爆禁止を訴える対外宣言と共

に，「原子力の研究と利用に関し，公開・民主・

自主の原則を要求する声明」を難産のすえ採

択した(16 )．この原子力研究の三原則が，1955

年 12月 19日に制定された原子力基本法に取

り入れられた．原子力三原則が当時の運動に

おいて執拗に主張された理由は，真の平和利

用のために三原則を主張しなければならない

現実があり，三原則は原子力研究が正しく成

長するための最低条件であったのである．実

際，原子力三原則はその後の原子力発電所に

おける事故隠しなど，電力会社の隠蔽体質を

批判する重要な武器になった．だがこの原則

を無視あるいは軽視し続けた電力会社と政府

によるつけは，2011 年の東日本大震災にとも

なう福島第一原発の重大事故によって大きな

代償を払わされる結果となった． 

 

１４．おわりに 

絶対に起こしてはならない，アメリカのス

リーマイル島事故（1979 年）やソ連のチェル

ノブイリ事故（1987 年）と同様な原発の苛酷

事故が，日本でも起きてしまったのである．

原発の重大事故による放射能汚染は，「空間的」

にも「時間的」にも広範囲にわたり地域に及

ぼす影響は計り知れない．原発は「安くて安

全という作られた神話」は完全にくずれ，日

本経済にも大きな打撃を与え，そのつけはす

べての国民に覆いかぶさってきたのである． 

それにもかかわらず，政府や電力会社は原

発再稼働の方針を打ち出し，福島第一原発の

現地では廃炉から出る膨大な汚染水の処理に

困り，それを海に流すというとんでもない計

画を発表している．脱原発、自然エネルギー

の利用を求める世論は優に過半数を超えてい

るにもかかわらず、原発に依存して不当な利

益を得ようとする勢力が現実に存在するので

ある．それらの勢力に対しては専門家による

明解で科学的な批判が必要であり，ここに科

学者・技術者の社会的責任が問われる理由が

ある． 
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3.11 津波被害の衝撃と福井における大津波の可能性 

               山本博文（福井大学教育学部） 

  

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波は，その映像とともに，多くの

人々に津波の恐ろしさを再認識させた．この大津波については，“想定外”という言葉が多く使

われ，流行語にもなった．想定外の津波被害を受けて，“想定外のない津波被害想定”への見直

しが，日本海側も含め，全国で実施されることになった．見直しでは，これまでの近代から現

代にかけての津波観測記録だけではなく，古文書の記録，海底活断層の活動に伴う津波シミュ

レーション，津波堆積物による過去の津波記録の読み取りなど，長期にわたる津波記録の解析

が不可欠とされた．福井でも津波想定の見直しが行われ，大津波の可能性が示された． 

 

１．はじめに 

 2011 年 3 月 11 日は，後期の大学個別入学試

験の前日であった．私はその打ち合わせのため，

会議室に向かってキャンパスを歩いていた．ち

ょうどそのとき，東北地方の太平洋側で発生し

た地震波が福井に到達した．私は外を歩いてい

たためか，全くその地震動に気づくことなく，

午後 3 時からの打ち合わせに参加していた．打

ち合わせの最中に電話で大きな地震があった

ことが伝えられ，急遽，事務室のテレビにかじ

りついた．テレビでは大津波が仙台平野を襲っ

ているヘリコプターからの生中継が流れてお

り，1 万人を超える犠牲者が発生する大災害が

今まさに進行していることを確信した． 

  この大津波については， “想定外”という言葉

が多く使われた．災害に対する防災システムを

考える際，災害の想定は不可欠である．想定に

は様々なレベルがあり，比較的頻繁に起こる災

害を想定する場合があり，めったに起こらない

災害を想定する場合もある．すべての起こり得

る災害を想定することは不可能である．今回の

津波災害においては，“想定外”という表現より，

“起こり得る災害の想定レベルが十分ではなか

った”ということになるであろう． 

これまでの津波想定は，近代，現代に発生し

た津波記録を基に設定されることが一般的で

あった．一方，東北地方の太平洋側では，平安

時代に編纂された日本三代実録に，869 年の貞

観津波について “陸奥の国において大地震が発

生し，津波によって 1,000 名以上 の溺死者が

出た”という内容が記録されていた．またこの貞

観地震の津波堆積物については，Minoura and 

Nakaya（1990）や阿部ほか（1990）により報

告され，仙台平野における津波の浸水範囲が津

波堆積物の分布から澤井ほか（2006）によって

推定された．これらの調査結果を受け，津波想

定に貞観津波調査結果を取り入れるべきとい

う議論がなされている中，今回の津波災害が発

生した． 

  3.11 の“想定外”の津波被害状況を受け，津

波想定の見直しが全国的に進められた．見直し

では“想定外”を無くすことが謳われ（厳密には

想定外を無くすことは不可能であり，極力想定

外の事象の発生がないよう，最大限の想定を行

うという意味），最近の津波観測記録だけでは

なく，古文書の記録，海底活断層の活動に伴う

津波シミュレーション，津波堆積物による過去

の津波記録の読み取りなど，長期にわたる津波

の解析が不可欠とされた． 

  これを受けて，日本海側でも福井県などの地
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方自治体や国土交通省により津波想定の見直

しが行われた（福井県，2012；国土交通省，2014

など）．筆者もこれらの想定見直しに関わると

ともに，大学独自に，また新潟大学等と協力し

て，津波堆積物調査を行うこととなった．ここ

ではその概要について紹介したい． 

 

２．東北地方の被災状況調査 

 地震後，津波の被災状況は，連日テレビや

新聞で幾度となく報道されていた．しかしい

くらテレビで見ても，新聞を見ても，もやも

やした感じが残り，しっくりこなかった．こ

れまで福井豪雨や能登半島沖地震等で被災

地に入り，何日にもわたり調査を行ってきた

が，現地に入らなければわからないことが数

多くあり，特に今回は，現地に行かなければ

わからないと強く感じた． 

  そこで現地の状況がやや落ち着いてきた 4月

18 日より，現地入りした．宿は海岸から 30 ㎞

以上内陸の被害が少ない地域にとり，食料や予

備のガソリンを携帯しての調査であった．内陸

部から通れる道を探して海岸部の被災地，まず

は宮城県本吉郡南三陸町志津川を目指した．志

津川はこの災害発生の数年前，現地を訪れてお

り，被災前の様子を知っている場所であった．

向かう途中の山間部の様子は外見上，いつもと

変わらない穏やかな春の里山の風景そのもの

であった．ところが海岸まで数 km の地点に差

し掛かったとたん，目に入る世界ががらりと変

わった．想像を絶するという表現がふさわしい

かどうかわからないが，これまで被災地の調査

を何度も行ってきた私にとっても，その様子に

ショックを受けたといっても過言ではない．ま

さに“根こそぎ”という言葉を使いたくなるほ

どの津波被災状況であった（図１）． 

  その後も，5 月 9 日～，10 月 19 日～，11 月

22 日～と現地に入り，翌年からも何度か現地調

査を行ってきた．現地調査の目的は，被災状況

の確認，津波高測定，そして津波堆積物の調査

であった．調査を終えて，平穏な福井に戻って

きて頭をよぎったことは，福井でこのような津

波災害を被る可能性があるのかという疑問で

ある．これまで日本海南西部に位置する福井に

とって，津波災害は関係ないものと思っていた．

1983 年の日本海中部地震では，最大で 2m 近い

津波高を記録しているが，正直なところ，大き

な被害となるような大津波が来るとは全く思

っていなかった．しかし，津波被害想定を行う

上では従来の津波観測記録だけでは不十分で

あり，地元の大学として，また地質学を専門と

する者として，津波想定のための調査がぜひ必

要であると感じ，大学独自の津波堆積物調査を

開始した． 

 

３．福井における津波調査 

  ちょうどそのころ，外岡（2012）により若狭

地域の古文書の記録がまとめられた．これによ

れば，ルイス・フロイスの『日本史』に，1586

年天正地震の記述として下記の内容（日本語訳）

が含まれているという． 

 

若狭の国には海に沿って，やはり長浜と称する別の大

きい町があった．（中略）人々の大いなる恐怖と驚愕の

図１．地震発生約 1ヶ月後の南三陸町志津川

市街地．このあたり一帯は，地震前は木造家

屋が密集していた． 
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うちにその地が数日間揺れ動いた後，海が荒れ立ち，高

い山にも似た大波が，遠くから恐るべき唸りを発しなが

ら猛烈な勢いで押し寄せてその町に襲いかかり，ほとん

ど痕跡を留めないまでに破壊してしまった．高潮が引き

返す時には，大量の家屋と男女の人々を連れ去り，その

地は塩水の泡だらけとなって，いっさいのものが海に呑

みこまれてしまった． 

 

この表現はまさに“若狭に大津波襲来”を思わせ

るものである．しかし若狭の国には“長浜（なが

はま）”と呼ばれる地名はない．また天正地震は

被害状況より陸域の活断層が動いたことによ

り発生したとされている（例えば飯田，1987）．

陸域の断層活動では津波発生は考えられず，必

ずしもこの古文書をもって若狭に津波が襲来

したと断言することはできない． 

  一方，海底断層の活動に伴う津波のシミュレ

ーションは福井県（2012），国土交通省（2014）

等により行われた．これによれば，福井県にお

いて最も大きな被害が想定される津波は，福井

県の沖合，若狭海丘列に沿った断層の活動によ

り発生し，坂井市で 7.7m，高浜町で 6.6m の高

さの津波襲来が推定されている（国土交通省，

2014）．しかしこの断層については，活断層であ

ることは，船上からの音波探査記録から解明さ

れているものの，その活動履歴等については明

らかになっていない（山本ほか，1993 など）． 

  また津波堆積物調査は，震災直後から関西電

力等により敦賀半島，久々子湖東方陸域，三方

五湖周辺で行われてきた．この内，敦賀半島先

端部の猪ヶ池で行われた調査では，約 5300～

5600 年前の津波堆積物が見出されているが，天

正地震時の津波堆積物とされるものは見出さ

れていない（関西電力，2012）． 

  これらの電力事業者による調査とは別に，福

井大学地学教室においても，独自に津波堆積物

調査を 2012 年度より開始した．さらに 2013 年

からは文部科学省予算による日本海地震・津波

調査プロジェクトに加わり，津波堆積物調査を

進めることになった． 

  津波堆積物調査では，調査地点の選定がもっ

とも重要な鍵を握っている．津波堆積物を見出

すためには，砂質堆積物が海岸に多くみられる

こと，運ばれた津波堆積物が堆積し，保存され

る場があること，そして津波堆積物が他の堆積

物と明瞭に区分できることが重要である．この

ような条件を満たす場としては，砂浜海岸のす

ぐ背後の低地，特に湿地や湖沼などが候補に挙

げられる． 

  このような津波堆積物調査に適した場所は

まれである．福井県の沿岸部を地形図や空中写

真でくまなく調査したところ，嶺北地域の海岸

部ではこのような適地を見出すことができな

かった．一方，嶺南地域の海岸部では，前述の

猪ヶ池をはじめ，いくつかの候補地点が見出せ

た．そこで嶺南地域において，これまで調査が

行われていないところであり，かつ調査が容易

な地点を中心に予察的調査を開始した． 

  調査は，まずは高浜町市街地の東部および西

部の海岸低地を中心に行った．その結果，市街

地の東側，薗部地区（図２）において，数 m の

深さまでのコアリングにより，静穏な環境で堆

積したと考えられる泥質層中に挟まれている

明瞭な砂層を見出し，津波堆積物の可能性があ

るイベント砂層であると判断した．この場所は，

現在は水田となっているが，かつては鴨場とし

て利用されていた湖沼ないし湿地であり，その

海側は砂浜海岸となっている津波堆積物調査

の適地である．そこで日本海地震・津波調査プ

ロジェクトでは，この薗部地区を中心に調査を

進めることとした（図２）． 

  調査では 2013 年に ACE ライナーという地

層抜き取り装置を用い，深さ数 m までの地層を

何点かで採取した．また 2014 年には小型のト
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レンチを掘削し，さらには道路工事に伴い現れ

た地層断面の調査を行った．これに加えハンド

オーガーを用いた深さ 1m までのコアリング調

査も行った． 

  これらの調査の結果，薗部地区では深さ 3m

前後（図３）と深さ 1m 以浅（図４）に津波堆

積物の可能性のあるイベント砂層が分布する

ことが明らかとなった．深さ 1m 以浅のイベン

ト砂層については，試料採取が容易であったこ

とから，詳しい調査を進めることになった． 

  イベント砂層の成因としては，洪水等によっ

て山側から供給された可能性と，津波・高潮等

によって海側から供給された可能性がある．そ

こでこの深さ１m 以浅のイベント砂層の砂粒

子を，近くを流れる川の砂粒子，および海岸の

砂粒子と比較した．その結果，イベント砂層の

よく円磨された超塩基性岩岩片を多く含むと

いう特徴は，海浜砂と一致した（図５）．またイ

ベント砂層中には，ところにより貝殻片，ウニ

の刺，有孔虫殻が含まれており，イベント砂層

が海側からの供給されたことを強く示した． 

  またこのイベント砂層の分布をみると，現在

の海岸線から 600m以上内陸まで入り込んでお

り，海側から供給されたことを合わせると，津

波堆積物である可能性が高いと判断された（以

下，このイベント砂層を津波堆積物と呼ぶこと

とする）． 

  次に，この津波がどのような経路で海岸平野

部へと侵入したかについて検討した．現在，津

波堆積物が分布している海岸低地と砂浜海岸

 

図２. 主な調査地点である高浜町薗部地区．海岸に沿って浜堤列が形成さ

れ，その背後は低地となっている．この低地には現在水田が広がって

いるが，かつては鴨場となっていた．地形図は基盤地図情報数値標高

モデルにより作成． 
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との間には，ところにより高さ 10m を超える

浜堤列が連なっている（図２）．津波堆積物の層

厚分布等からすると，津波はこの浜堤列を全面

的に乗り越えて侵入したものではなく，主に浜

堤の切れ間，即ち現在，笠原川が日本海へと流

れ出ている場所から内陸部へと侵入してきた

ものと推察された．津波堆積物基底部に認めら

れた植物片の並びも，この浜堤列の切れ間から

の侵入の可能性を示していた（図６）．現在の笠

原川の流路は，明治時代から大正時代にかけて，

現在の位置に付け替えられたものであるが，明

治 26 年測図の地形図においても，この位置に

は切れ間があり，小河川が海へと流れ出してい

ること等からしても，また海岸低地の高さ分布

からしても，低地の水が流れ出す浜堤列の切れ

間が以前よりこの位置に存在していたと考え

られる．一方，津波の一部が浜堤列を乗り越え，

この低地へと入り込んだ可能性については，そ

の可能性があるものの，明瞭な証拠は見出して

いない． 

  薗部地区で見出された深さ３m 付近および

１m 以浅のイベント砂層（津波堆積物）の堆積

年代については，イベント砂層直上および直下

の泥炭質層，貝殻等の 14C 年代測定により推定

を行った．深さ 3m 付近のイベント砂層の年代

は 5000～5500 年前であり，この年代は関西電

図４．深さ１m以浅のイベント砂層．泥炭層

を削り込み，厚さ約 10cm の分級の良い砂層

が覆っている．砂層中には，貝殻片，ウニの

刺，有孔虫殻が含まれることもある． 

図３．深さ３m付近のイベント砂層．シオヤ

ガイやカワアイガイが含まれる内湾性（汽水

性）の細粒な泥質堆積物中に，下位層を削り

込んで分級のよい厚さ約 10cm の砂層が挟ま

っている． 

図５．１m以浅のイベント砂層中の粒子（左）

とこの地区に流れ込む笠原川，子生川の砂粒

子（右上，右中），海岸の砂粒子（右下）と

の比較．海岸砂には多くの貝殻片等が含まれ

ていたため，酸により除去してある．イベン

ト砂層中の砂粒子は海岸砂中の粒子と種類

及びその形状とも非常によく似ているが，川

の砂粒子とは明らかに異なっている． 
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力（2012）により，敦賀半島猪ヶ池で報告され

た津波堆積物の年代（5300～5600 年前）とほ

ぼ同じである． 

  一方，深さ 1m 以浅の津波堆積物については，

津波堆積物直下の泥炭層，泥炭質泥層の年代か

らすると 15 世紀以降であるといえる．しかし

津波堆積物は，堆積時にその基底部を削剥する

ことが多く，津波堆積物直下の泥炭質堆積物の

年代は津波発生年代よりやや古い年代を示し

ている可能性がある．一方，津波堆積物基底部

でアシ，ウラジロシダが認められた地点では，

アシは泥炭層から立った状態のものもあり，ウ

ラジロシダはこのシダを覆うように分布し（図

６），津波による削剥はほとんどなく，アシ，ウ

ラジロシダの年代はほぼ津波の発生年代を示

すと思われる．測定の結果はこれらの植物片の

年代は 17 世紀後半以降を示した．この年代は

1586 年の天正地震よりやや新しい年代である．

しかし若狭においては 17 世紀後半以降の大津

波の記録は全く知られておらず，この津波堆積

物の詳細な年代については，今後さらなる検討

が必要である． 

 

４．おわりに 

  これまでほとんど大津波に縁はないと思っ

ていた福井県の沿岸部でも，震災後行われた

様々な調査により大津波襲来の可能性がある

ことが示された．しかし今回の調査で明らかと

なったイベント砂層（津波堆積物）は 6000 年

前以降で 2 層準のみである．調査で明らかにで

きなかった津波堆積物もあると思われるが，い

ずれにせよ，太平洋側に比べ，大津波襲来の頻

度は高くないことは確かであろう．このような

高くない頻度の大津波に対して，私たちはどの

ような備えをすべきであろうか．「災害は忘れ

たころにやってくる」，これは有名な寺田寅彦

の言葉であるが，頻度は低いが甚大な被害をも

たらす自然災害について，どう準備・対処すべ

きなのか，今後，問われることになるであろう． 
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図６．深さ１m以浅の津波堆積物基底部に認

められたアシとウラジロシダ．アシは津波砂

層直下の泥炭層中に根を張り，立った状態で

あり（赤矢印），津波襲来時にはこの場所に

生えていたと考えられる．またウラジロシダ

の葉柄は一方向に並んでおり，流れの方向を

示していると推測される．この並びの方向か

らすると，津波は現在の笠原川河口付近の浜

堤の切れ間から低地へと流れ込んだ可能性

が高い． 
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映画「記憶」の上映会と「福井に子どもシェルターをつくる会」 

                            森 透（福井大学名誉教授） 

 

9 月 30 日（木）に映画「記憶」の上映会を行い，400 名を超える方々が鑑賞に来られた．この

上映会の主催者の中心が「福井に子どもシェルターをつくる会」である．本稿では，「福井に

子どもシェルターをつくる会」の歩みと共に，「子どもシェルター」と「自立援助ホーム」に

ついて紹介し，今後の取組みについて考えたいと思う． 

 

１．映画「記憶」の上映会と私の「記憶」 

 9 月 30 日（木）に映画「記憶」の上映会を

福井市内の映画館・テアトルサンクで開催し

ました（上映時間 110 分）．平日でしたが，3

回の上映時間（13 時，16 時，19 時）があり

ましたが，全部で 400 名を超える方々が鑑賞

され，無料上映でしたが，カンパは 10 万円

を超える額が集まりました．参加された方々

に深く感謝しております．私は「福井に子ど

もシェルターをつくる会」（以下，「つくる会」）

に所属し活動をしてきましたので，今回の上

映会の大成功には大変喜んでいます．この上

映会には，「つくる会」の弁護士さんのつなが

りで，福井西ロータリークラブが財政支援を

行ってくれました．大変ありがたいことで，

無料上映を行うことができ，福井に来ていた

だいた映画製作の中村すえこ監督への謝礼等

もお支払いすることができました． 

 映画「記憶」とは，女子少年院に入った 4

名の少女たちの過去，現在，未来について語

ってくれた証言で構成されている映画です．

聞き取りされた中村監督も同じ女子少年院出

身者です．詳細は，中村監督の著書『女子少

年院の少女たち～「普通」に生きることがわ

からなかった～』（さくら舎，2020 年，1400

円＋税）に書かれています． 

私はこの本を読んだときに大変驚いたこと

がありました．この女子少年院の舞台は群馬

県の榛名（はるな）女子学園で，確か私が小

学生時代に親戚の叔父さんが近くの官舎にお

られ何度も遊びに行ったところであったこと

を思い出しました．この映画のタイトルが「記

憶」ですが，この「記憶」は女子少年院の少

女たちの「記憶」を意味していますが，同時

に私の小学生時代の「記憶」も呼びさまして

くれました．前方に綺麗な榛名山がそびえ立

ち，その坂を上ると叔父さんの官舎がありま

した．叔父さんの 2 人の娘は私の従妹になる

のですが，とても仲良くしていました．叔父

さんの奥様は私の母の実姉でした．叔父さん
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も叔母さんも私の母もみな亡くなりましたが，

この映画について従妹の方に電話で確かめて

みました．久しぶりの電話でしたが，叔父さ

ん，つまり従妹のお父様は榛名女子学園の法

務教官であったことを初めて教えていただき

ました．とても優しい叔父さんでしたので，

そのような優しい叔父さんが務められていた

女子少年院で過ごしていた少女たちは幸せだ

ったろうなと改めて思いました． 

 

２．「福井に子どもシェルターをつくる会」

とは？ 

 2019 年 10 月 26 日（土）に福井大学教育

学部で，「親と子のリレーションシップほくり

く 2019in 福井」（リレほく）を開催しました

が，午後の分科会の一つに「子どもシェルタ

ー・自立援助ホームの設立に向けて」を持ち

ました．その中心を担ってくれたのが端将一

朗弁護士でした．集会が終了後，関係者でこ

の分科会の趣旨を継続する必要があるという

ことで，2020 年 1 月に第 1 回「福井に子ど

もシェルターをつくる会」を発足させました．

約 10 名ほどのメンバーですが，会議は越前

市の児童養護施設「一陽」で行い，ＺＯＯＭ

での参加形態もとっています．メンバーには

金沢市近郊に 2018 年 2 月に開設した「シェ

きらり」という自立援助ホーム＆子どもシェ

ルターのスタッフで福井県出身の方も参加し

てくれています．第 2 回以降も継続して会議

を持ち，2021 年 10 月 22 日（金）の会議が

第 12 回目となりました．現在は，①子ども

シェルターの理念について，②具体的な物件

について，③一般社団法人の立ち上げについ

て，④その他，について議論しています．映

画「記憶」の上映会についても会議で議論し，

端弁護士の関係で福井西ロータリークラブが

財政支援をしてくださり，上映会の共催は，

「福井に子どもシェルターをつくる会」「福井

西ロータリークラブ」「みに・キネマ・福井」

の 3 団体でした． 

 

３．「子どもシェルター」と「自立援助ホー

ム」とは 

「子どもシェルター」とは，両親や家族に

よるネグレクトや児童虐待などで恒常的に暴

力被害を受けている子どもたちを家庭から一

時的に避難し受け入れる児童福祉施設であり，

「自立援助ホーム」とは，何らかの理由で家

庭にいられなくなり働かざるを得なくなった

原則として 15 歳から 20 歳まで（状況によっ

て 22 歳まで）の子どもたちに暮らしの場を

与える施設です（いずれもＨＰより）．「自立

援助ホーム」の目的は，「生き生きと生活でき

る場，安心して生活できる場を提供し，大人

との信頼関係を通して社会で生き抜く力を身

に付け，子どもたちが経済的にも精神的にも

自立できるように援助する事」としています．

法的な位置づけは，児童福祉法第 6 条の 3，
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児童福祉法第 33 条の 6「児童自立生活援助事

業」として第 2 種社会福祉事業に位置づけら

れています．  

 以上の 2 つの団体には全国レベルの組織が

あり，それぞれ「子どもシェルター全国ネッ

トワーク会議」，「全国自立援助ホーム協議会」

です．前者は 2011 年 3 月に発足し，全国の

子どもシェルターを設置運営する団体の設立

支援，経験交流，研修，連携協力等を行い，

困難を抱える子どもの権利保障の実現をめざ

す活動を行っています．2019 年 12 月時点で

全国で 21 団体，16 軒があります．後者は，

昭和 59（1984）年の東京都自立援助ホーム

制度実施要綱の中に「自立援助ホーム」と命

名されたことが始まりと考えられます．現在，

協議会に加盟しているホームは，2021 年 9

月 1 日現在，全国で 214 ホームです． 

 もう一つ重要なフォーラムがあります．

FLEC フォーラム（Family Life for Every 

Child）は社会的養護の健全な発展のために

開催されているフォーラムで，「全ての子ども

たちに家庭での生活を，という思いをこめて，

家庭養護とその関連分野にさまざまな立場で

携わる関係者が集い，相互のネットワークの

構築・強化を図るとともに，実効性のある施

策について意見を交わすことを目的」（ＨＰよ

り）に開催されています．2021 年 1 月 9 日

～11 日が第 3 回でした．主催は，全国家庭養

護推進ネットワークで，前述した子どもシェ

ルターや自立援助ホームについても議論され

ています． 

 

４．映画「記憶」のアンケートから 

今回の上映会には大きな反響があり，多く

の方々がお手伝いしたい，協力したいという

温かいお言葉をいただいています．ヒト・モ

ノ・カネの３つが市民運動には不可欠ですが，

今回の申し出は，本当に温かい方々の参加で

す．深く感謝致します．以下に，アンケート

からいくつかご紹介します． 

＊ボランティアで力になりたいと思った． 

＊子供たちの生きる権利を守るためにも，

公的なところがきちんと役割を果たすべ

き．様々なジャンルの人たちの知恵を総

合して整理をして欲しい． 

＊自立援助ホームなど，出てから活躍でき

る企業が増えたら良いと思いました． 

＊もっと早急に作るべきだと思います． 

＊頑張ってください．彼女たちの居る場所

を是非作ってあげてください． 

＊コロナ禍に入り，ＤＶも増えているので，

必要な人が絶対に居ます． 

＊私は老齢でもあり，何も直接は出来ない

けれど，常に関心を持ち続けたいと思っ

ております．ありがとうございました． 

＊とても良い活動だと思います．この映画

のように，幅広くたくさんの人々が知っ

ていけるともっと良いなと思います． 

＊一般の人達に知られていないのが悲しい

事実．私も今流行りの「子ども食堂」を

運営しています．会の運営方法に悩んで

いますが，本当に貧しい子供の笑顔に助

けられています． 

＊子どもからのＳＯＳが，事が大きくなっ

てから判明することが多い昨今，上記に

関する活動のＰＲ・情報を多く，国民・

社会に発信していただきたいと思います． 

＊是非，早く造っていただきたいと思って

います．こういった活動に対して，一般

市民はどのような支援？をしたら良いの

でしょうか？ 

＊行き場のない子供達をシェルターで守っ

てあげれる事は重要な事だと思います．

子供達の力になって欲しいと思っており
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ます．頑張ってください． 

＊保護司です．ご協力できる事があればさ

せていただきますので，ご連絡ください． 

＊何でも話せる・逃げられるシェルターが

出来ると良いと思いました． 

＊是非，施設や児相等と連携して欲しいで

す． 

＊これまで殆ど知らない，関心もありませ

んでしたが，この映画に教えられました． 

＊福井県にも自立援助ホームができればい

いと思います． 

＊子どもシェルターや施設など作ることを

大人の自己満足で終わらない．広く社会

に知られる活動が必要だと思います． 

＊傷付いた子どもたちの居場所・受けとめ

るのは本当に大変なことだと思います．

映画を見て，さらに思いました．でも，

大人が諦めてしまってはいけないとも思

います． 

応援したいです． 

＊各専門機関（行政，病院，カウンセラー，

教育，司法など）との連携が必要．                         

（2021 年 11 月 10 日記） 
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編集後記 

 科学者会議福井支

部などが『私が原発

を止めた理由』の著

者樋口元福井地裁判

事を講師に 9 月 5 日福井市内での原発裁判の

転換になる講演会を開いた．その解説や意義

を会員が書くという．それで，今号は原発特

集となった．山本富士夫氏の原稿にもあるよ

うに，福島原発事故は東日本壊滅の直前だっ

たことを思い出し，テレビドラマ『日本沈

没』を観る度に不安を抱いた．嶺南で原発 1

カ所が冷却できなくて，運転者退避で残り 14

基も冷却ができない．圧力逃しができない箇

所があれば，実質的な日本沈没，国民全員が

移民･難民になる． 

 小野一氏『樋口講演会から学ぶ，原発訴訟

史の中の福井地裁判決の位置づけ』では，日

本の原発裁判の経過を概観し，樋口氏の，原

発の耐震性が普通の家やビル・工場に比べて

高いのか低いのかといったリアリテイのある

裁判官への訴えの意義を書いている．山本雅

彦氏も同じように 20 年間の実測加速度に比べ

て原発のそれがあまりに小さいことがポイン

トだと言う．  

 本城勇介氏は，信頼性設計や米国原発のリ

スク評価を外観した．原発の炉年事故率の推

定値が演繹的方法と帰納的方法でかなりの開

きがあるという．これは基準地震動の確率で

の演繹と帰納での開きと共通するように思わ

れた．経産省の発電コスト評価で用いた深刻

な原発事故率は，25 年間日本の 54 基のどこか

で約 13％以上の事故発生になると原稿の表か

ら読み取れた．その事故率は，福島原発事故

時点のコスト計算での値（本城氏の概算とほ

ぼ一致）より約 1 桁低い．低いのは規制を厳

しくしたからか？．一方，これは原発に広く

使われている性能目標に比べ約 2桁高い．  

 高木秀男氏『戦中の科学動員と日本の原爆

研究（２）』は，原発研究のスタートにも触

れ，特集を盛り上げている． 

山本博文氏『3.11 津波被害の衝撃と福井に

おける大津波の可能性』では，埋没した草の

倒れた向きから津波高を 10m 以下とした推定

に感服しながら，より正確な高さの推定に至

らずで心残りだろうと思った． （宮本重信） 
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